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はじめに

2020年の初めに広がった新型コロナウイルス感染症の影響により、緊急事

態宣言等による外出自粛要請、３密（密集、密接、密閉）の回避、新しい

生活様式など、これまで当たり前であった生活形式が大きく変化しました。

居場所や行き場を失うことで人と直接会う機会が減少し、地域社会から

孤立、自粛生活による身体的・精神的不調、高齢者のフレイルなど、さま

ざまな課題も見え、あらためて“人と人とのつながり”の大切さを感じる

ようになりました。

コロナ禍が長期化する中、住民同士の助け合い活動（以下、助け合い活動）

は、見守り活動やサロンなどの居場所活動、家事援助などの生活支援活動

などを休止したり、延期したりするなどを余儀なくされました。またこう

した状況が長引く中で、活動自体を辞める担い手等の活動者、感染予防に

よる利用者の減少から活動の継続や組織の存続が厳しくなった団体もあり

ました。

そうした中、2021年に住民参加型在宅福祉サービス団体全国連絡会（以下、

全国連絡会）では、特定非営利活動法人日本ＮＰＯセンターに協力いただき、

「新型コロナウイルス感染症対応のための環境等の整備助成事業」と、全国

各地で助け合い活動をされている団体を対象とした「コロナ禍での活動実

態を把握する調査研究事業」（ＷＥＢアンケート及び取材）での調査・分析・

報告を行った内容をまとめました。本誌は、今後の助け合い活動のヒント

となる資料となっておりますので、ご参考いただけますと幸いです。

また、この場を借りて、アンケート調査にご協力いただいた会員団体、都

道府県・指定都市社協の皆さま、取材にご協力いただきました31箇所の団

体の皆さまに御礼申しあげます。

　　　　　　　

　　　　　　　

　　　　　　　

住民参加型在宅福祉サービス団体全国連絡会

代表幹事　矢澤　久子
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調査の概要

１　調査名称

調査Ⅰ「コロナ禍における助け合い活動等についての実態調査」

調査Ⅱ「住民参加型在宅福祉サービス団体における県域ネットワーク実態調査」

２　調査目的

現在、住民参加型在宅福祉サービス団体は全国で約2,107団体が活動しており、在宅生活

に必要な身の回りのお世話や居場所づくり、買い物・移動支援等、多様性に富んだ生活支援

活動に取り組んでいる。これらの活動の運営主体は、任意団体だけでなく、NPO法人、社会

福祉法人、生活協同組合、農業協同組合、ワーカーズコレクティブなど多岐にわたり、その

規模もさまざまである。住民参加型在宅福祉サービス団体全国連絡会は、この多様な活動団

体間を緩やかなネットワークでつなぎ、交流を通して地域における住民主体の地域福祉活動

の促進をめざしている。

一方、近年わが国では、地域包括ケアシステムの構築や地域共生社会の実現に向けて、

地域における住民主体の地域福祉活動への支援体制構築が進められており、新たな活動団

体の誕生も各地で起こり始めているものの、地域格差が課題となっている。また、世界的

に流行している新型コロナウイルスの影響は、住民主体の活動にも大きな変化が求められ

ており、コロナ禍における多様で大小さまざまな活動に応じた実践的ノウハウの蓄積は急

務である。

そこで、本事業では、“新しい生活様式”の時代における住民主体による地域福祉活動（助

け合い活動等）の探究を目的とした実態調査と実践研究に取り組み、その成果を広く社会に

提供することで、全国の活動団体等への実践的支援につなげたいと考える。

３　調査対象と回収率

調査Ⅰ「コロナ禍における助け合い活動等についての実態調査」

調査対象は住民参加型在宅福祉サービス団体全国連絡会の会員のうち、メールアドレスの

登録があった997団体である（令和３年９月16日現在）。回収率・数は17.5%（174団体）である。

調査Ⅱ「住民参加型在宅福祉サービス団体における県域ネットワーク実態調査」

調査対象は都道府県・指定都市社会福祉協議会67団体、住民参加型在宅福祉サービス団体

全国連絡会の幹事団体38団体である（令和３年９月16日現在）。回収率・数は都道府県・指

定都市社会福祉協議会が44.8%（30団体）、住民参加型在宅福祉サービス団体全国連絡会の幹

事団体が34.2%（13団体）である。

４　調査期間

2021年８月～ 10月

５　調査方法

本調査は、グーグルフォームを活用したアンケートを、ホームページ、メール環境を利用

して実施した。

－ 1－－ 1－－ 1－



６　調査時点

各項目は特に断りのない限り、2020年１月頃の実態及び2019年度、2020年度の財源規模の

実績

７　調査結果

　調査Ⅰ「コロナ禍における助け合い活動等についての実態調査」調査結果概要（３頁）

　調査Ⅰ調査結果（７頁）

　調査Ⅱ「�住民参加型在宅福祉サービス団体における県域ネットワーク実態調査」�

調査結果概要（27頁）

　調査Ⅱ調査結果（31頁）

８　調査内容

　調査Ⅰ調査票（117頁）

　調査Ⅱ調査票（139頁）
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コロナ禍における助け合い活動等 

についてのアンケート調査結果
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調査Ⅰ「コロナ禍における助け合い活動等に
ついての実態調査」 調査結果概要

• 調査票Ⅰ︓コロナ禍における助け合い活動についての実態調査
対 象︓997団体
回 答︓174団体（327活動） ※１団体あたり平均約２活動

内）任意団体18・NPO法人57・社協84・社会福祉法人他15

回答率 ︓17.5％

1

調査票Ⅰ＿回答率

調査票A_概要①
コロナ禍で「居場所活動」に大きな影響を
受けつつも継続される助け合い活動

1. コロナ禍の影響
• 活動種別に関わらず８割超が何かしらの影響を受けており、特に
「居場所」は大きく影響を受けた。これを運営主体別でみると、団
体活動の受益者が多いほど大きく影響を受けていることが推測。

2. コロナ禍の実施状況
• 休止が最も多いのは「居場所（22.4％）」であった。「訪問
（4.8％）」の４倍、「移動（11.8％）」のおよそ２倍。

• ８割超がコロナ禍で影響を受けているものの、「訪問（95.2％）」
「居場所（77.6％）」「移動（98.2％）」と一部縮小や新たな
活動も⾏いながら活動を継続。

• 「居場所」では、「社協」「その他の団体」＜「任意」「NPO」の方が
活動休止。

2

－ 3－－ 3－－ 3－



調査票A_概要②
運営⺟体によって活動への⽀援元に特徴
共通してネットワークを活用した活動⽀援に満足

3. コロナ禍の活動⽀援とその満足度
• すべての活動で「市町村」からの支援が最も多く、次いで「社協」
「県」と続いており、コロナ禍では、⾏政と社協からの支援が中⼼。

• 運営⺟体別でみると「任意」は社会福祉協議会、「NPO」は市町
村・広域（県・ネットワーク組織）、「社協」は市町村、「その他の
団体」は社会福祉協議会・市町村と運営⺟体別に支援先に特徴
がみえる。

• 「任意」・「社協」は社会福祉協議会、「NPO」はNPOからの支援を
高く評価。共通して、「ネットワーク組織」からの支援（ネットワーク
活動を通じた支援）に満足している傾向。

3

調査票A_概要③
「団体間との交流・情報交換」による情報把握
対面代替手段として急がれるオンライン環境の充実

4. コロナ禍の情報把握手段とその有効性
• 共通して、新聞・テレビ等のメディアやウェブサイト等のインターネット
に加え、交流のある団体との情報交換によって情報を把握。メディ
アやインターネットを除くと、「任意」以外は、オンライン研修会やオン
ライン会議が上位。

• 情報把握手段の評価では、活動種別に共通して、団体間の情報
交換とオンラインを用いた研修会・会議が有効と評価。

• 運営⺟体別では、対⾯の会議・研修会で評価に差がみられるもの
の、共通して団体間の情報交換とオンラインでの研修会・会議が有
効と評価。

4

任意団体 NPO法人 社協 その他の団体

１位 口頭や電話
団体との情報交換

団体との情報交換 団体との情報交換 団体との情報交換

２位 オンライン研修会 オンライン研修会 オンライン会議

３位 対面会議 オンライン会議 オンライン会議 オンライン研修会

－ 4－－ 4－－ 4－



調査票A_概要④
コロナ禍でもつながり続けているがゆえの課題
求められるノウハウの交換の場・活動⽀援の充実

5. コロナ禍の課題
• 「訪問」「移動」において「運営や活動者の物理的・精神的負担」に最も多く課
題を感じており、「居場所」では「活動再開・中止の判断の難しさ」が最も多い。

• 運営⺟体別では、「任意」では利用者への悪影響を運営団体の課題としてとら
えていることから、より利用者との関係性の近さが感じられ、「NPO」では組織マ
ネジメント（資源不足）にかかる課題が、「社協」や「その他の団体」ではコー
ディネート上の課題が上位。

• 感染症対策費用捻出・居場所活動場の使用制限・活動者の意欲低下・新
規担い手養成、新規ニーズ対応の自粛等々（自由回答より）

5

任意団体 NPO法人 社協 その他の団体

１位 運営・活動者の負担
再開・中止判断

感染対策費用捻出 運営・活動者の負担 運営・活動者の負担
自粛ムード・利用控え２位 財源が不安定

運営・活動者の負担
再開・中止判断

３位 自粛ムード・利用控え
問題の深刻化

自粛ムード・利用控え 再開・中止判断

－ 5－－ 5－－ 5－



－ 6－－ 6－－ 6－



調査Ⅰ「コロナ禍における助け合い活動等についての実態調査」調査結果

　　　種別について

種別は、社会福祉協議会（48.3%）が最も多く、次いでNPO法人（32.8%）、任意団体（10.3%）

が多くなっています。

団体数 割合

任意団体 18 10.3%

NPO法人（認定含む） 57 32.8%

社会福祉協議会 84 48.3%

その他（社福・協同

組合・社団・財団）
15 8.6%

合　計 174 100.0%

　　　団体の名称について

省略

１．回答者の属性について

Ｑ１

Ｑ２

10.3%

32.8%
48.3%

8.6%

任意団体
NPO法人（認定含む）
社会福祉協議会
その他（社福・協同組合・社団・財団）

－ 7－－ 7－－ 7－



　　　所在地について

所在地は、中部地方（28.8%）が最も多く、次いで関東地方（27.0%）、近畿地方（13.2%）

が多くなっています。

団体数 割合

北海道地方 4 2.3%

東北地方 15 8.6%

関東地方 47 27.0%

中部地方 50 28.8%

近畿地方 23 13.2%

中国地方 18 10.3%

四国地方 4 2.3%

九州沖縄地方 13 7.5%

合　計 174 100.0%

　　　団体の主たる活動地域（活動する市区町村）について

　省略

　　　団体の主たる活動拠点の有無について

活動拠点の有無については、活動拠点を所有している（33.3%）が最も多く、次いで活動

拠点を無料で使用している（28.2%）、活動拠点を有料で使用している（26.4%）が多くなっ

ています。

　 回答数 割合

活動拠点を

所有している
58 33.3%

活動拠点を有料で

使用している
46 26.4%

活動拠点を無料で

使用している
49 28.2%

その他 16 9.2%

未回答 5 2.9%

合　計 174 100.0%

 

Ｑ３

Ｑ４

Ｑ５

8.6%

27.0%

28.8%

13.2%

10.3%

7.5%

北海道地方 東北地方 関東地方 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州沖縄地方

2.3%

2.3%

33.3%

26.4%

28.2%

9.2%

2.9%

活動拠点を
所有している

活動拠点を有料で
使用している

活動拠点を無料で
使用している その他

未回答

－ 8－－ 8－－ 8－



【その他の内容】

・事務局のみ拠点がある

・社会福祉協議会内に拠点がある

・行政より指定管理者を受けている

・親団体所有の施設を活動時のみ借りている

・一部有料で使用している

・活動所点を有料または無料で使用している（拠点が複数あるため）

・個人宅で活動している

　　　2019年度（コロナ禍前）の財産規模について

各団体の2019年度の財産規模は、5,000万円以上（39.0%）が最も多く、次いで100万以上

500万円未満（14.9%）、1,000万以上3,000万円未満（13.8%）が多くなっています。

団体数 割合

50万円未満 20 11.5%

50万円以上

100万円未満
13 7.5%

100万円以上

500万円未満
26 14.9%

500万円以上

1000万円未満
10 5.8%

1000万円以上

3000万円未満
24 13.8%

3000万円以上

5000万円未満
10 5.8%

5000万円以上 68 39.0%

未回答 3 1.7%

合　計 174 100.0%

２．財産規模と事業規模について

Ｑ６

11.5%

7.5%

14.9%

5.8%
13.8%

5.8%

39.0%

1.7%

50万円未満 50万円以上
100万円未満

100万円以上
500万円未満

500万円以上
1000万円未満

1000万円以上
3000万円未満

3000万円以上
5000万円未満

5000万円以上 未回答

－ 9－－ 9－－ 9－



　　　2020年度（コロナ禍）の財産規模について

各団体の2020年度の財務規模は、5,000万円以上（39.7%）が最も多く、次いで100万以上

500万円未満（14.9%）、1,000万円以上3,000万円未満（13.2%）が多くなっています。

　 団体数 割合

50万円未満 20 11.5%

50万円以上

100万円未満
10 5.8%

100万円以上

500万円未満
26 14.9%

500万円以上

1000万円未満
14 8.0%

1000万円以上

3000万円未満
23 13.2%

3000万円以上

5000万円未満
9 5.2%

5000万円以上 69 39.7%

未回答 3 1.7%

合　計 174 100.0%

　　　住民同士の助け合い活動以外に行っている事業について（複数回答）

各団体の住民同士の助け合い活動以外に行っている事業は、行政等からの委託事業（62.1%）

が最も多く、次いで介護保険や障害福祉サービス等の制度サービス（59.2%）、行政や助成団

体等からの補助・助成金事業（43.7%）が多くなっています。

回答数 割合

介護保険や障害福祉サー

ビス等の制度サービス
103 59.2%

行政等からの委託事業 108 62.1%

行政や助成団体等からの

補助・助成金事業
76 43.7%

助け合い活動等の活動の

みを行っている
40 23.0%

Ｑ７

Ｑ８

11.5%
5.8%

14.9%

8.0%

13.2%

39.7%

50万円未満 50万円以上
100万円未満

100万円以上
500万円未満

500万円以上
1000万円未満

1000万円以上
3000万円未満

3000万円以上
5000万円未満

5000万円以上 未回答

5.2%

1.7%

103

108

76

40

制度サービス

委託事業

補助・助成金事業

助け合いのみ

0 20 40 60 80 100 120

n=174

－ 10－－ 10－－ 10 －



　　　団体の活動形態と対象について（複数回答）

団体の活動形態と対象について、移動支援では高齢者（58団体）が最も多く、居場所活動

では高齢者（70団体）が最も多く、訪問活動では高齢者（124団体）が最も多くなっています。

　 訪問活動 居場所活動 移動支援

すべてが対象 51 59 14

高齢者 124 70 58

認知症当事者・介護者 63 30 29

乳幼児・子育て親子 46 24 6

ひとり親世帯 33 11 5

小学生 11 13 3

中・高校生 6 9 1

大学生 4 5 1

不登校・引きこもり当事者 11 11 1

障害者 82 26 10

外国籍の人 12 2 2

その他 7 1 3

【その他】

・要介護３以下の車椅子が必要な人（移動支援）

・産前産後の世帯、疾病等がある方（訪問活動、移動支援）

・�要介護認定者、要支援認定者、肢体不自由、内部障害、精神障害、その他の障害がある人（移

動支援）

・高齢者・障害者への配食サービス

・ヤングケアラー（居場所活動）

Ｑ９

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

訪問活動

居場所活動

移動支援

すべてを対象 高齢者 認知症当事者・介護者 乳幼児・子育て親子
ひとり親世帯 小学生 中・高校生 大学生
不登校・引きこもり当事者 障害者 外国籍の人 その他

14

59

51

58

70

124

29 10

30

63

6

24

46 33 8211 11 12
6 7

11 11 2613 9 5

5 3 2 3

1 1

1

4

2
1

n=174

－ 11－－ 11－－ 11 －



　　　活動形態別の活動頻度（複数回答）

活動形態別の活動頻度は、移動支援では月に数日（36.7%）が最も多く、居場所活動では

週5～ 6日（26.6%）が最も多く、訪問活動では週5～ 6日（33.4%）が最も多くなっています。

移動支援 居場所活動 訪問活動

毎日
5 4 34

7.4% 4.1% 23.1%

週5 ～ 6日
9 26 49

13.2% 26.6% 33.4%

週3 ～ 4日
7 14 23

10.3% 14.3% 15.6%

週1 ～ 2日
10 14 23

14.7% 14.3% 15.6%

月に数日
25 11 11

36.7% 11.2% 7.5%

月に1回程度
7 22 5

10.3% 22.4% 3.4%

年に数回程度
5 7 2

7.4% 7.1% 1.4%

回答数 68 98 147

Ｑ10

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

活動合計

訪問活動

居場所活動

移動支援

毎日 週5～6日 週3～4日 週1～2日 月に数日 月に1回程度 年に数回程度

5 9 7 10 25 7 5

4 26 14 14 11 22 5

34 49 23 23 11 5

43 84 44 47 47 34 14

2

n=174

－ 12－－ 12－－ 12 －



　　　活動形態別の利用者数・利用件数・活動者数（複数回答）

【訪問活動】、【居場所活動】、【移動支援】の利用者数・利用件数・活動者数は以下の通りです。

【訪問活動】

回答数

（ｎ）

平均値

（人）

中央値

（人）

最小値

（人）

最大値

（人）

２
０
１
９
年
度

利用者数（実人数） 132 295 83 2 5,512

上記のうち65歳以上の人数 119 225 59 2 2,800

延べ利用件数 131 4,916 1,448 1 79,738

活動者数（実人数） 131 291 39 1 15,184

上記のうち65歳以上の人数 110 135 24 1 5,000

２
０
２
０
年
度

利用者数（実人数） 130 276 80 1 5,470

上記のうち65歳以上の人数 118 213 64 1 2,918

延べ利用件数 128 4,570 942 3 76,908

活動者数（実人数） 131 254 38 3 14,972

上記のうち65歳以上の人数 109 451 27 1 4,000

【居場所活動】

回答数

（ｎ）

平均値

（人）

中央値

（人）

最小値

（人）

最大値

（人）

２
０
１
９
年
度

利用者数（実人数） 72 295 68 1 2,598

上記のうち65歳以上の人数 65 291 45 2 2,400

延べ利用件数 74 2,373 401 2 38,702

活動者数（実人数） 72 211 18 1 4,441

上記のうち65歳以上の人数 57 167 14 1 3,776

２
０
２
０
年
度

利用者数（実人数） 71 314 60 1 11,100

利用者のうち65歳以上の人数 65 159 44 2 1,100

延べ利用件数 73 1,405 251 5 19,079

活動者数（実人数） 70 155 18 1 4,749

上記のうち65歳以上の人数 58 91 11 1 2,812

【移動支援】

回答数

（ｎ）

平均値

（人）

中央値

（人）

最小値

（人）

最大値

（人）

２
０
１
９
年
度

利用者数（実人数） 52 212 22 1 2,312

上記のうち65歳以上の人数 48 195 19 1 2,312

延べ利用件数 57 1,810 300 2 17,236

活動者数（実人数） 51 76 8 1 1,168

上記のうち65歳以上の人数 42 78 6 1 1,138

２
０
２
０
年
度

利用者数（実人数） 49 161 18 1 2,433

上記のうち65歳以上の人数 45 147 17 1 2,433

延べ利用件数 55 1,265 200 1 17,757

活動者数（実人数） 50 51 7 1 723

上記のうち65歳以上の人数 40 52 5 1 694

Ｑ11

－ 13－－ 13－－ 13 －



　　　新型コロナウィルス感染症の流行における活動への影響

新型コロナウイルス感染症の流行における活動への影響は、訪問活動は少し影響を受けた

（47.7%）が最も多く、居場所活動は大きく影響を受けた（75.0%）が最も多く、移動支援は

大きく影響を受けた（45.7%）が最も多くなっています。

訪問活動 居場所活動 移動支援

大きく影響を受けた
59 75 32

40.1% 75.0% 45.7%

少し影響を受けた
70 23 31

47.7% 23.0% 44.3%

影響を受けなかった
18 2 7

12.2% 2.0% 10.0%

回答数 147 100 70

３．新型コロナウィルス感染症の流行下における活動状況とその変化（2020年2月以降）

Ｑ12

0% 20% 40% 60% 80% 100%

居場所活動

大きく影響を受けた 少し影響を受けた 影響を受けなかった

75

訪問活動 59 70 18

23

移動支援 32 31 7

2

n=174

－ 14－－ 14－－ 14 －



　　　新型コロナウイルス感染症の流行における活動実施状況

新型コロナウイルス感染症の流行における活動実施状況は、訪問活動はこれまでと同じ活

動を行っている（60.4%）が最も多く、居場所活動はこれまでの活動を休止している（59.5%）

が最も多く、移動支援はこれまでと同じ活動を行っている（27.8%）が最も多くなっています。

訪問活動 居場所活動 移動支援

これまでの活動を休止している
7 22 8

4.8% 22.4% 11.8%

これまでの活動を一部縮小して

行っている

46 47 19

35.1% 48.0% 27.9%

これまでと同じ活動を行っている
87 17 40

59.6% 17.3% 58.8%

これまでの活動を続けながら、新

たに別の活動を行っている

6 8 1

4.1% 8.2% 1.5%

これまでの活動は休止して、新た

に別の活動を行っている

0 4 0

0.0% 4.1% 0.0%

回答数 146 98 68

　　　コロナ禍で新たに始めた活動（自由記述）

【販売】

・農産物のインターネット販売

【支援】

・�市の委託事業として、子育て世帯向けの食糧無料配布、困窮家庭の中学生への無料学習

支援

・利用会員への惣菜配達活動

・家族の会を設立（家族支援プログラム）

・おでかけ暮らしの保健室を開催し個別相談ができる機会を設けた

Ｑ13
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

居場所活動

これまでの活動を休止している これまでの活動を一部縮小して行っている
これまでと同じ活動を行っている これまでの活動を続けながら、新たに別の活動を行っている
これまでの活動は休止して、新たに別の活動を行っている

22 47 17 8

4

移動支援 8 19 40
1

0

訪問活動 7 46 87 6

0
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・サロン活動に新たに見守り支援を加えた

・ワクチン接種に伴うボランティア移送

【工夫】

・オンラインによるボランティア活動

・電話やSNS、ポスティング等を活用した安否確認等

・配食サービスの調理をボランティアから業者に変更して継続

・喫茶の代わりに飲食を伴わないサロン活動に形態を変化

・サロン活動に代わり、他機関と連携して贈り物を行う

・公開講座等の研修活動はWEBを活用した新しい形に変更

・�地域の方が集まれるカフェ等が開催できなくなり、フリーペーパーの作成や、オンライ

ンカフェを開催

・近隣の公園へのお散歩など課外活動を増やした

・農園を中心に集う活動

　　　コロナ禍での活動を継続、再開するための工夫（自由記述）

【行動ルール】

・参加者、対象者、活動者の理解

・利用者も活動者も、マスクの着用や手指消毒などの徹底を行った

・感染症防止対策の継続的な対応、その周知・徹底

・新しい生活様式に合わせた活動のルール作り、周知徹底

・国及び自治体の要請内容に従う

・マスク着用や三密を避ける等、感染症対策の基本を守り活動

・法人のBCPに基づいて継続の有無を判断

・�訪問では検温、手指の消毒、マスク着用、ソックスカバーやエプロン類は1軒ごとに替

える

・少しでも体調が悪いと感じた場合は、活動をお休みするよう注意喚起

・継続・再開の基準を設定する

【マネジメント】

・地域での感染状況を見極めて、できることを無理のない形でできるだけ継続する

・活動者の不安や心配など確認

・�協力者、利用者の一人ひとりと連絡を取って再開の意思を確認し、活動時の不安が軽減

されるよう相談

・公的機関との連携等、サポート体制の充実

・新型コロナウイルス感染症の正しい情報の発信

・定期的又は事前の打ち合わせ、話し合いを行う

・スタッフを大切にし、安全を守る

・新規利用者の活動中止

・毎週のPCR検査

・地域の感染状況の把握と情報のアップデート

・感染症状況を把握し、行政と相談しながら再開を行う

【つながり】

・つながりを絶やさないための工夫した取り組み

・訪問活動ができないので定期的な電話での悩み相談
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・こんな時期だからこそ困っている人がいると思うので、困りごとの発信を見逃さない

・困りごとに対応できる支え合いのつながりを切らさない

・活動に対する地域への理解

【衛生管理】

・都からのマスクの配布（企業からの物品寄付）があり、協力者に配布

・集会での開催にあたっての感染症対策

・活動時間短縮、回数減、消毒、換気、マスク着用、体調管理、検温、感染症対策の徹底

・感染症防止のためスペースの確保、消毒等の備品購入及び人員体制

・支援者が安心安全に活動ができるよう、感染症対策グッズを準備

・アクリル板の製作、玄関に手洗い所を新たに設置、消毒液及び体温が測れる測定器の設置

【研修】

・感染症対策等の専門的な知識の習得

【その他】

・�感染予防はみんなで一緒に行う。笑顔が免疫力を高める。利用者の気持ちに寄り添って、

どんな状況でも継続していたから助け合い活動が活発した

・活動者の活動量の軽減

・活動支援者の「エッセンシャルワーカー」としての「志」の意欲維持

　　　　 感染症対策で有効であったと思うこと（衛生用品等に関すること）（自由記述）

【行動ルール】

・�①受付で氏名と組を記入　②担当者が手指をアルコールスプレーする　③マスクは鼻と

口をしっかり覆っているかチェックし、正しい着用を指導する。

・活動時に利用会員、協力会員の双方に、体調や対応などをカードに記載してもらっている。

・�訪問サービスでは、①利用会員用・提供会員用の手引き作成、②提供会員コロナ対策説

明会、③必要物品の配布（消毒液、使い捨て手袋、マスク、靴下）を実施。集いの場では、

消毒液の設置、マスク着用、検温、PCR検査を実施した。

・感染症予防対策のリーフレットの作成・配布

・�事業所に消毒液の設置、新型コロナウイルス感染症に対するガイドラインの作成および

研修、行政から支給の抗原キットの活用、携帯用の消毒液・フェイスガード・マスクの

支給、事務所に帰社後の手洗いうがいの徹底、毎日の検温の報告

・�新型コロナウイルス感染防止のためのチェックシートを作成し、活動者及び利用者と職

員でチェックしてから活動を行うなど、対策をとって実施している。

【衛生用品】

・消毒液の設置、テーブルの上にアクリル板設置、マスク着用

・マスク着用、使い捨て手袋着用、訪問先での換気

・マスクやアルコール消毒液を活動者へ配布

・非接触型体温計による検温と体調チェック

　　　　 感染症対策で有効であったと思うこと（環境整備に関すること）（自由記述）

【会場内】

・テーブルの間隔を空けて、利用のたびにテーブル、椅子の消毒をする
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・空気清浄機、扇風機、サーキュレーターの活用

・窓を2ヵ所開け、空気の流れを作る

・パーテーションの設置

・広い会場に替える

【行動ルール】

・密になる活動（屋内）は避ける

・おやつ、食事のたびにテーブルの消毒、マスクを外すタイミングで窓開け換気

・会場内20分毎に換気、人と人の間隔を150㎝以上離して椅子を配置

・施設内の毎日の除菌、定期的換気

・一回一回のマイクの消毒

・参加者数の制限

・席を向かい合わせて実施するゲームなどの場合は、250㎝以上空ける

【その他】

・車内の換気

・各拠点のリーダーに対して感染症対策の講座を実施

　　　　 感染症対策で有効であったと思うこと（利用者や活動者に関すること）（自由記述）

【利用者に関すること】

・居場所活動の時間短縮

・利用人数を3分の1にした

・活動場所の面積にあわせて人数制限を行った

・�同居家族を含め前日と当日の検温と体温チェック、体調不良時の中止、緊急事態宣言中

の中止

・必要に応じて買い物支援（接触を少なくするため、メモでのやり取り）

【活動者に関すること】

・在宅勤務を導入

・ケア前の手指消毒の励行、マスクの着用、フェースシールドの装着等

・訪問活動は基本的に玄関先インターホンで会話を徹底

・テレワークの導入　活動者の事務所立ち入り制限

・利用者一人に対して支援する活動者の数を1～ 2名に限定

【その他】

・感染予防について注意喚起文書で呼びかけた

・自身（または家族を含め）の県外往来があった際は2週間自粛する

Ｑ16 - 3
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　　　コロナ禍での外部団体からの支援の有無とその評価

コロナ禍での外部団体からの支援の有無とその評価について、“該当なし”との回答を除

いて、都道府県・政令指定都市は“やや満足”（18.4%）が最も多く、市町村は“やや満足”

（23.6%）が最も多く、医療機関は“やや満足”（9.8%）が最も多く、専門職・福祉事業所は“満

足”（9.8%）とやや満足（9.8%）が最も多く、社会福祉協議会は“満足”（19.6%）が最も多

く、NPO法人は“満足”（6.4%）と“やや満足”（6.4%）が最も多く、ネットワーク組織は“や

や満足”（11.0%）が最も多くなっています。

　 満足 やや満足 やや不満 不満 該当なし（※） 総計

都道府県・政令指定都市
13 32 12 6 111 174

7.5% 18.4% 6.9% 3.4% 63.8% 100.0%

市町村
25 41 18 10 80 174

14.4% 23.6% 10.3% 5.7% 46.0% 100.0%

医療機関
10 17 3 1 143 174

5.8% 9.8% 1.7% 0.6% 82.1% 100.0%

専門職・福祉事業所
17 17 6 2 132 174

9.8% 9.8% 3.5% 1.2% 75.7% 100.0%

社会福祉協議会
34 25 6 1 108 174

19.6% 14.5% 3.5% 0.6% 61.9% 100.0%

NPO法人（認定NPO法人）
11 11 3 2 147 174

6.4% 6.4% 1.7% 1.2% 84.4% 100.0%

ネットワーク組織
15 19 7 1 132 174

8.7% 11.0% 4.1% 0.6% 75.7% 100.0%

その他
6 5 2 2 159 174

3.5% 2.9% 1.2% 1.2% 91.2% 100.0%

（※）コロナ禍で支援を受けていない場合は、“該当なし”を選択します。

【その他】

・地元企業

・生活協同組合

・ボランティア団体
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　　　受けた支援の中で特に有効と考える支援

【ヒト】

・�同様の家事支援を行っている団体同士で緊急事態宣言中にどのような対応を取っている

かを確認し合い、区民に正しい情報を伝えられるように連携した。

・�事務局体制は生協本体から支援を受け、コロナ禍前は幹事・コーディネーターが行って

いた会報等の発送作業等を手伝ってもらった。

【モノ】

・衛生用品（マスク、使い捨てゴム手袋、フェイスガードなど）

・早期から玄関先の手洗い場所の設置や、アクリル板製作に取り組んだ

・アルコール消毒液等の入手が困難な時期に優先入手できるよう手配していただいた

・定期的なPCR検査の無料化、手袋・マスク・消毒液の無料配布

・感染症防止対策に資する物品等の購入に対する補助金交付

・企業よりマスクの寄付があり、利用者様へ配布させていただいた。

・地元のNPO団体から居場所活動への食品提供や寄付金

・地元の民生委員児童委員協議会からの食品提供

【カネ】

・コロナ対策補助金

・資金

・衛生管理用品の購入に対しての資金支援

・市から、担い手・活動者への“慰労感謝金”

・県共同募金会等のコロナ禍での活動継続のための資金提供

・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金

・住民参加型在宅福祉サービス団体全国連絡会からの助成金

【その他】

・新型コロナウイルス感染症の初期に提供された感染症対策の基本情報

・行政からのコロナ対策についての情報周知

・新型コロナウイルス感染症予防ワクチン接種の優先枠

・他団体の情報、他市町村での取組みなど

・�訪問支援を止める基準や、コロナ禍でも実施する際の注意事項を協力会員向け、利用会

員向けに作って送付

・正しい感染症対策、訪問時の対応を専門職から学ぶ

・厚生労働省ホームページ「接触飛沫に注意」という案内がわかりやすく、会員へ送付した

・医療機関の情報

・行政や地域包括支援センター等からのアドバイス及び資料、ポスターの提供
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　　　新型コロナウイルス感染症対策に関する情報の取得方法（複数回答）

新型コロナウイルス感染症対策に関する情報の取得方法は、訪問活動ではテレビ（11.7%）

が最も多く、居場所活動ではテレビ（10.9%）が最も多く、移動支援では新聞（11.5%）と

テレビ（11.5%）が最も多くなっています。

　 訪問活動 居場所活動 移動支援

知人や友人からの口頭や電話
84 65 46

8.0% 8.2% 8.2%

交流のある団体等との情報交換
112 84 60

10.7% 10.7% 10.6%

LINE（ライン）、Facebookや

TwitterなどのSNS

70 55 35

6.7% 7.0% 6.2%

ウェブサイト
113 75 55

10.8% 9.5% 9.8%

オンライン会議
88 69 49

8.4% 8.8% 8.7%

対面の会議
80 67 45

7.7% 8.5% 8.0%

オンラインでのセミナー・研修会等
97 78 56

9.3% 9.9% 9.9%

対面でのセミナー・研修会等
71 60 41

6.8% 7.6% 7.3%

書籍（ガイドブック・テキスト含む）
70 56 37

6.7% 7.1% 6.6%

新聞
121 85 65

11.6% 10.8% 11.5%

テレビ
123 87 65

11.7% 10.9% 11.5%

その他
17 8 10

1.6% 1.0% 1.7%

回答数 1,046 789 564
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【その他】

・地元の病院で発行する感染症対策マニュアル

・医療関係者からの情報

・県からの情報（聴き取り等もしてもらえ心強かった。）

・自治体等からの感染症対策情報

・医師会からの情報

　　　情報取得方法について、特に有効と考える方法

【テレビ、ホームページ、SNS、研修会、書籍等】

・テレビ

・ホームページ

・新聞、テレビ等の報道

・感染症予防のオンラインセミナー（社協の研修）

・専門職からの情報（研修・セミナーなど）

・SNSなど、リアルタイムでの情報

【行政や社協等からの情報】

・国（厚生労働省）からの情報

・市の感染者状況等の情報が毎日、LINEで配信される

・市や県社協等からの、メール等のコロナ感染状況の通知

・市や県社協等からの、対応方法についてのパンフレットの提供

・地域包括支援センターからのメール情報

・系列の医療法人から、感染症予防の方法など指導を受けている

【その他】

・専門家の話し、活動団体の事例

・専門職から正しい知識を得る事

・近隣の事業所クラスター情報

・他法人の活動状況

・知人や友人からの口コミ

　　　コロナ禍で、今後の活動に影響を与えると想定される課題、取り組みとして求められ

ること

【活動者のモチベーションの低下】

・�活動の継続において、担い手の不足はただでさえ進展しているため、一旦つながりが切

れると活動の継続に対してモチベーションの低下、喪失につながりかねない

・�活動者の訪問に対する不安や活動に対する意欲の低下がみられるため、集まる以外の活

動に対する助成やZOOMを使った情報交換、SNSを使った情報発信を行っている。

【担い手等の活動者数の低下】

・�利用者の増加、活動者の減少が予測される。養成講座を開催し、活動者の養成を予定

・活動者の担い手不足、若い世代への広報

・�活動者が離れてしまったため、コロナ前の活動水準には戻せない。活動者の募集と、さ

らに短い時間でできる支援や見守りなど、新しい活動起こし
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【利用者のモチベーションの低下】

・自粛が長引くことにより移動支援を行っていた方が外に出なくなり活動範囲が狭くなる

・利用者の気力、体力面の低下

【その他】

・オンライン利用方法について取得すること

・短時間でも集まりや活動ができるような取り組み

・当面は情報の共有やコミュニケーションの機会を増やすことが必要かと思われる

・感染した家族への相談支援や買い物代行サービス等
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　　　コロナ禍での運営上の課題（複数回答）

コロナ禍での運営上の課題は、訪問活動では“運営や活動者の物理的・精神的負担”（17.9%）

が最も多く、居場所活動では“活動再開・中止の判断が難しい”（17.2%）が最も多く、移動

支援では“運営側や活動者の物理的・精神的負担”（17.3%）が最も多くなっています。

　 訪問活動 居場所活動 移動支援

事業が縮小・中止による財源の不

安定さ

46 41 24

9.2% 9.7% 13.01%

自粛ムード、自粛に伴う利用者控え
63 67 20

12.7% 15.9% 10.8%

活動再開・中止の判断が難しい
66 73 24

13.3% 17.2% 13.0%
活動やイベント開催会場、場所の

確保困難

21 36 3

4.2% 8.5% 1.6%

運営や活動者の物理的・精神的負担
89 59 32

17.9% 14.0% 17.3%
新たな社会課題の出現／

問題の深刻化

50 34 12

10.0% 8.1% 6.5%

感染症対策費用の捻出
52 36 27

10.4% 8.5% 14.6%

流行下で担い手が集まらない
68 30 30

13.7% 7.1% 16.2%
流行下の活動に地域の理解が得ら

れづらい

22 31 7

4.4% 7.4% 3.8%

流行下の活動に組織内で理解が得

られづらい

19 15 6

3.8% 3.6% 3.2%

その他
2 0 0

0.4% 0.0% 0.0%

回答数 498 422 185

【その他】

・お祭りなどの対面でのＰＲ活動ができない。気軽に集まれない。

・�活動中止中も最低限生活に必須なサービス（買い物、ゴミ捨て）は、事務局職員が行っ

ており、職員の負担が大きい。
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訪問活動 居場所活動 移動支援

事業が縮小・中止による財源の不安定さ

自粛ムード、自粛に伴う利用者控え

活動再開・中止の判断が難しい

活動やイベント開催会場、場所の確保困難

運営や活動者の物理的・精神的負担

新たな社会課題の出現／問題の深刻化

感染症対策費用の捻出

流行下で担い手が集まらない

流行下の活動に地域の理解が得られづらい

流行下の活動に組織内で理解が得られづらい

その他
0% 20% 40% 60% 80% 100%

46 41 24
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66

21

89
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19

2

67 20

73

36

59

34

36

30

31

15

24

32

12

27

30

7

6

3

00

n=174
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　　　コロナ禍で特に運営上で困っていること

【会員の確保】

・利用者獲得や、新しい職員の確保

・会員が減少した（利用会員、協力会員）

・コロナ禍だけの問題ではないが、提供会員の高齢化、人材不足

【活動経費、収入、場所、物品等】

・衛生用品の費用について助成金等を活用しつつ購入しているが、費用面での負担が大きい

・移動支援の自粛で収入がなくなること

・活動やイベント開催会場の確保

・活動者が減ったことで、ニーズがあっても応えられない状況が続いている

・�前年度はコロナ対策費として援助があったので、衛生用品を買い揃えられていたが、今

年度も同様のサポートをしてあげられるか不安

【活動・計画・行動・判断】

・予定を立てづらい

・�定期的に協力会員対象の研修を実施していたが、感染予防から参加を控える方が多く、

従来の研修の成果に至っていない。

・�長期にわたるコロナ感染で島外での研修会への参加が出来ない。また、地域住民へ周知

した研修会が実施出来なくて次の活動に影響があった。

・�活動関係者に高齢者が多く、団体独自で感染のリスク評価が難しいことから活動を本格

再開する場合の要件やタイミングの決断をどのようにすればよいか困惑している。

・�コロナ禍における生活支援として、ボランティアに対してどこまで活動を求めていいの

か判断に迷います。

・�利用会員（その家族を含めて）、協力会員、職員がコロナになった場合の判断（PCR検査

の結果を待つべきか、濃厚接触者と判断されなければいいのか等）

・�サロンでは、参加者の中には開催してほしいという声があがっているが、状況が落ち着

かないため開催を行うことの難しさがある。

・オンライン会議に不慣れな活動者が多く、研修会等の開催が困難

・支え合い活動のため、感染リスクをどこまで背負っていいか判断しにくい

・大人数の研修会の開催

・マスクの着用、手の消毒、ソーシャルディスタンスをどう保ち感染予防をするか

・住民の方から会費を集めているが、実施すべきかしないべきか

・対面での営業活動の自粛

・予定していた活動や行事、養成講座などを中止せざるを得ないこと

・通院の付き添い依頼はお断りしている

・会員同士の交流ができない

・病院や買い物への付き添い等が行いにくくなっている

・�商店街の中に位置しているので、「商店街でコロナは出さない」の強い圧があり、お試

しでもサロンの活動を再開できないのが辛い

・家族の県外往復に伴い、職員の出勤日が強制的に制限されること。

【その他】

・緊急事態宣言のたびに活動自粛の判断と連絡対応、利用者からの承諾を得ること

・地域による活動の差が生じてしまっている

・活動者の意見が統一されないこと。活動していない市民の理解が得られないこと。

・緊急事態宣言中はどうしても待っていただく時間や、依頼をお断りする場面が増えること。

・�絶対的な新型コロナウイルス感染予防対策がない中での活動の可否は、活動者の奉仕精
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神に頼っている感が否めない

・�職員が都度、支援に同行するわけではないので、活動時に感染対策がされているか見えにくい。

・�利用者の家に訪問するので、利用者はマスクをしていないことがある。活動者はなかな

か言いずらいこともあるようで困っている。

・長引く感染対策に緩みを感じる

・職員の精神的疲労が心配

　　　住民参加型在宅福祉サービス全国連絡会への意見や求めること

【情報共有】

・先進事例、活動状況等を広く聞き、自地域の活動につなげたい

・多くの住民が住民参加型在宅福祉サービスへ興味を持つ方法を教えてほしい

・情報提供をしてほしい

・�若い世代へ住民相互の助け合い活動を広げていく広報のやり方（SNSを使っている団体

の実践例の紹介）

・�サロン開催において、感染対策をしながら活動を行っているのか参考にさせていただきたい。

・他の団体がコロナ禍の活動に対して、どのような活動や制限をかけて行っているのか

・ボランティアや運営スタッフの後継者不足に対しての方法を教えてほしい

・全国の居場所活動をしている団体の実践を知りたい

・今まで通り、最新の情報をいただければと思います

・感染防止に係る有効な制度や補助についての情報提供

・コロナ禍ならではの工夫した取り組みがあれば知りたい

【その他】

・有償ボランティア活動に適用される保険の整備

・「訪問型サービスＢ」全国的な拡大への支援

・もっとシンプルなアンケートにしてほしい

・活動者向けの動画作成など、オンラインコンテンツの開発と無料公開などのバックアップ

・金銭的な支援が欲しい

・県域のネットワーク組織ができるような働きかけ

　　　本調査についての成果や活用方法等

【活用方法】

・住民参加型在宅福祉サービスが抱えている問題を分析し、対策を考えていく

・調査結果について団体のみんなと共有したい

【アンケート用紙へのご意見】

・本調査では、活動の主体としてあげる数字などが把握しづらく感じました。

・�その事業のみで回答したらいいのか、全体の法人としての回答を求めているのか、設問

の設定が分かりにくいので、その辺を明確にしていただきたいです。

・�Googleフォームでのアンケートは簡単に回答できるのは利点です。ただ、弊社内でアン

ケートを答えるのに決裁が必要なので、書式も一緒に添付していただけると助かります。

・アンケートの要請から提出期限までの時間が短い。（実績の集計に時間を要する）

【要望】

・アンケート結果がまとまり次第お送り頂ければ今後の参考にしたい

・アンケート調査の情報を公開していただき、他の団体等の活動を知りたい。

・このコロナ禍の取組みで工夫されている団体の情報
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自粛ムードの解消法、行き場のなくなった
　　「参加ニーズ」を支えるコーディネート
　～「共助」で築く生活支援体制整備～

大阪市・特定非営利活動法人フェリスモンテ　
事務局長　隅田　耕史

大阪府　OSAKA

Ⅲ
住民参加型在宅福祉サービス団体における

県域ネットワーク実態調査

アンケート調査結果





調査票B_概要①
コロナ禍における県域におけるネットワーク活動の特徴

1

ネットワーク活動 事務局マネジメント
特徴・成果 • 緩やかな連携、活動対象や内容がさまざまで

ある点
• 社協・NPO・協同組合等多様な団体が加盟
• 団体間による情報共有の場づくりの継続
• コロナ禍におけるリモート開催
• 助成⾦を活⽤した勉強会の実施
• 会員にメリットある活動の創出
• 全体会とは別にテーマ毎の部会制の導入

• 県等社協が事務局
• 団体による主体的運営の後方支援
• 政令市で実施する場合の県との役
割分担

• 地域福祉活動計画や社協事業計
画への位置づけ、明文化

• 部署間の連携の場づくり、社協が担
う他団体事務局との連携

ネットワーク
活動促進の
ために必要
なこと・
コロナ禍で
求められる
活動

• 団体間の情報交換の機会確保
• 住参型の目的や意義の共有作業
• 相互理解と尊重+現地視察
• 団体間で一緒に取り組む機会づくり・経験の
積み重ね

• オンラインによる情報交換の普及
• 連携のためのオンラインの活⽤（団体が活⽤
できるよう支援すること含め）

• 感染防止対策のための備品、助成
⾦による支援

• 創意工夫して継続している団体に役
⽴つ情報発信（事例など）

• 活動に活⽤できる⺠間等の助成⾦
情報の入手、提案、手続き支援

調査Ⅱ「住⺠参加型在宅福祉サービス団体における
県域ネットワーク実態調査」調査結果概要

調査票B_概要②
情報・研修機会が主な支援ツール
ネットワーク活動の事務局運営・意⾒交換の場づくり
県等社協によるネットワーク活動への支援（複数回答）

2

78.3%

56.5%

56.5%

43.5%

39.1%

39.1%

21.7%

13.0%

13.0%

4.3%

4.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

活動に関する情報提供
活動に関する情報発信

活動に関する研修会等の企画・実施
ネットワーク活動の事務局運営

活動に関する研修会等の共催・後援
活動団体間の意⾒交換会等の開催

活動や運営に関する相談支援
活動場所の紹介・提供
活動に関する調査・提言

ネットワーク活動等の⽴ち上げ支援
ネットワーク活動の運営支援（事務局除く）
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調査票B_概要③
組織内でのネットワーク活動の位置づけが課題
住参加型の特徴を生かしたネットワーク活動の検討

県域におけるネットワーク活動が進まない要因（複数回答）

3

50.0%

16.7%

8.3%

25.0%

16.7%

58.3%

16.7%

16.7%

8.3%

8.3%

21.4%

28.6%

10.7%

14.3%

25.0%

32.1%

28.6%

32.1%

14.3%

17.9%

0% 20% 40% 60% 80%

県域が広く集まりにくい

活動する団体数が少ない

類似のネットワーク活動が複数あり、それぞれの連携が難しい

ネットワーク活動へのニーズが少ない若しくはない

中間支援できる専門性を持った人材が少ない

組織内でネットワーク活動に携わるスタッフが不⾜している

有償ボランティア活動の位置づけの難しさ

活動団体が多様で共通のテーマを設定しづらい

市町村社協との連携が難しい

ない・不明

幹事団体(12) 都道府県社協等(28)

調査票B_概要④
勤続10年以上で担当3年目の常勤職員
主にボランティア部署が担当

1. 回答者の特徴
• 勤続年数10.5年（0.5-31年）、担当年数3.0年（0.5-13年）
• 常勤90％、嘱託6.7％、非常勤3.3％
• 担当部署あり87.7％、担当部署無し13.3％

4
担当

勤務形態

キャリア 勤続10.5年・担当3.0年
（中央値）

常 勤
90.0％（27）

担当部署有
担当者あり

55.6％（15）

担当部署有
担当者なし
29.6％（8）

特に決まって
いない

14.8％（4）

嘱託・非常勤
10.0％（3）

担当部署有
担当者あり

100.0％（3）
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調査票B_概要⑤
主に市区町村社協の情報活用
活動の定義・ボランティア部署での把握の困難さ
活動団体間のネットワークに参画しながら便覧作成

2. 県域の住⺠参加型在宅福祉サービス団体の
活動把握有無と把握方法

• 把握あり70.0％（21）・把握なし30.0％（9）

5

52.4%

38.1%

28.6%

19.0%

0% 20% 40% 60%

市町村社協からの情報提供

ネットワーク活動への参画

実態調査

便覧を作成

分類A

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Q8把握方法_便覧 Q8把握方法_調査
Q8把握方法_参画 Q8把握方法_市区町村社協

調査票B_概要⑥
各活動団体への問い合わせに集中
社協の事務局機能を活かした類似の既存名簿の活用

3. 全国連絡会への名簿提供における作成方法

6

81.5%

48.1%

14.8%

0.0% 30.0% 60.0% 90.0%

各団体への問い合わせ

市町村社協からの情報集約

既存組織の活⽤

0% 20% 40% 60% 80% 100%

分類A

Q9名簿作成方法_市町村社協名簿集約
Q9名簿作成方法_団体問い合わせ
Q9名簿作成方法_既存組織名簿活⽤
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7

調査票B_概要⑦
社協内協議・ネットワーク活動を通じた推薦
推薦が出しにくい実態・背景
活動把握・活動の組織化・参画意義の明確化
４．全国連絡会への幹事団体推薦の有無
・ 幹事団体推薦あり46.7％（14）、推薦なし53.3％（16）

推薦あり, 
46.7%

推薦なし, 
53.3%

「推薦方法」
• 連絡会で自薦・他薦。連絡会の意向に沿って推薦。
• ネットワーク組織の会長を推薦。
• 福祉広報による活動内容等を参考にしている。
• 県社協内で協議。個別に相談。活動実績や前任者

からの推薦等総合的に判断。

「推薦」で大切にしていること
• 団体の主体性。
• 活発な活動を実施し、他の団体の模範となってい

ること。
• 地域から必要とされている団体であるかどうか。
• 活動実績の有無

「推薦」で苦労していること
• 直接的な交流が少ないため推薦については負担を

感じている。
• 団体把握をしておらずどの団体が相応しいか難し

い。
• 団体も多忙なため、幹事を受けてくれる団体が少

ない。
• 現幹事団体以外に幹事をする団体がいない。

「推薦なし」の理由
• 直接の関りが無く、市町村単位

の組織も把握していない。
• 推薦をお願いするまでのつなが

りがない。
• 団体の活動内容を把握していな

い。
• 県単位の連絡協議会がなく、幹

事推薦母体がない。
• 住参型団体の組織化を行ってい

ない。
• 既存の連絡会にて今後検討。
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調査Ⅱ「住民参加型在宅福祉サービス団体における県域ネットワーク実態調査」調査結果

【回答者】

項目 団体数 割合

幹事団体 12 26.7%

都道府県社協等 33 73.3%

合　計 45 100.0%

　　　団体の所在地

所在地は、関東地方（24.4％）と中部地方（24.4％）が最も多く、次いで近畿地方（15.5％）、

九州・沖縄地方（13.3％）が多くなっています。

項目 団体数 割合

北海道・東北地方 5 11.1%

関東地方 11 24.4%

中部地方 11 24.4%

近畿地方 7 15.5%

中国地方 2 4.4%

四国地方 3 6.6%

九州・沖縄地方 6 13.3%

合　計 45 100.0%

　　　所属先の部署名

省略

　　　所属先の役職名

省略

１．回答者の属性について

Ｑ１

Ｑ２

Ｑ３

幹事団体 都道府県社協等

26.7%

73.3%

24.4%

24.4%

15.5%

13.3%
6.6%

11.1%

4.4%

北海道・東北地方 関東地方 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方
九州・沖縄地方
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　　　所属先での勤続年数（総年数）

【都道府県・指定都市社協】

所属先での勤続年数（総年数）は、“5年未満”（27.2%）が最も多く、次いで“5年以上10年未満”

（18.2%）と“10年以上15年未満”（18.2%）が多くなっています。

　 件数 割合

5年未満 9 27.2%

5年以上10年未満 6 18.2%

10年以上15年未満 6 18.2%

15年以上20年未満 4 12.1%

20年以上25年未満 2 6.1%

25年以上30年未満 4 12.1%

30年以上35年未満 2 6.1%

合　計 33 100.0%

【幹事団体】

所属先での勤続年数（総年数）は、“15年以上20年未満”（25.0%）と“20年以上25年未満”

（25.0%）が最も多く、次いで“10年以上15年未満”（16.7%）が多くなっています。

　 件数 割合

5年未満 1 8.3%

5年以上10年未満 0 0.0%

10年以上15年未満 2 16.7%

15年以上20年未満 3 25.0%

20年以上25年未満 3 25.0%

25年以上30年未満 0 0.0%

30年以上35年未満 1 8.3%

40年以上45年未満 1 8.3%

未回答 1 8.3%

合　計 12 100.0%
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－ 32－－ 32－
－ 32 －



　　　所属先で現在の担当部署の勤続年数

【都道府県・指定都市社協】

所属先で現在の担当部署の勤続年数は、“5年未満”（69.7%）が最も多く、次いで“5年以

上10年未満”（24.2%）が多くなっています。

　 件数 割合

5年未満 23 69.7%

5年以上10年未満 8 24.2%

10年以上15年未満 2 6.1%

合　計 33 100.0%

【幹事団体】

所属先で現在の担当部署の勤続年数は、“15年以上20年未満（33.3%）が最も多く、次いで”

5年未満“（16.7%）と”5年以上10年未満“（16.7%）と”20年以上25年未満“（16.7%）が多くなっ

ています。

　 件数 割合

5年未満 2 16.7%

5年以上10年未満 2 16.7%

10年以上15年未満 0 0.0%

15年以上20年未満 4 33.3%

20年以上25年未満 2 16.7%

25年以上30年未満 0 0.0%

30年以上35年未満 0 0.0%

40年以上45年未満 1 8.3%

未回答 1 8.3%

合　計 12 100.0%
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－ 33－－ 33－
－ 33 －



　　　現在の活動（勤務）形態

【都道府県・指定都市社協】

現在の活動（勤務）形態は、“常勤（雇用期間に定めのない職員）”（90.9%）が最も多く、

次に“嘱託（雇用期間に定めのある職員）”（6.1%）となっています。

　 件数 割合 

常勤（雇用期間に

定めのない職員）
30 90.9%

嘱託（雇用期間に

定めのある職員）
2 6.1%

常勤（パート職員等） 1 3.0%

合　計 33 100.0%

【幹事団体】

現在の活動（勤務）形態は、“常勤（雇用期間に定めのない職員）”（58.3%）が最も多く、

次いで“非常勤（パート職員等）“（16.7%）と”ボランティア“（16.7%）が多くなっています。

　

件数 割合

常勤（雇用期間に

定めのない職員）
7 58.3%

嘱託（雇用期間に

定めのある職員）
0 0.0%

非常勤（パート職員等） 2 16.7%

ボランティア 2 16.7%

未回答 1 8.3%

合　計 12 100.0%

　　　【都道府県・指定都市社協のみ回答】「住民参加型在宅福祉サービス団体」の担当部署の有無

住民参加型在宅福祉サービス団体の担当部署は、“担当部署・担当者が決まっている”

（45.5%）が最も多く、次いで“担当部署が決まっているが、担当者は決まっていない”（21.2%）、

“特に決まっていない”（21.2%）が多くなっています。

　 件数 割合 

担当部署・担当者が

決まっている
15 45.5%

担当部署が決まっているが、

担当者は決まっていない
7 21.2%

特に決まっていない 4 12.1%

未回答 7 21.2%

合　計 33 100.0%

 

Ｑ６

Ｑ７
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嘱託（雇用期間に
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－ 34－－ 34－
－ 34 －



　　　【�都道府県・指定都市社協のみ回答】県域における住民参加型在宅福祉サービス団体

の把握状況（複数回答）

県域における住民参加型在宅福祉サービス団体の把握状況は、“市区町村社協からの情報

提供”（30.6%）が最も多く、次いで“行っていない”（27.8%）が多くなっています。

件数 割合

団体便覧の作成 3 8.3%

活動団体の実態調査 3 8.3%

ネットワーク活動への

参画（事務局担当含む）
7 19.4%

市区町村社協からの情

報提供
11 30.6%

行っていない 10 27.8%

その他 2 5.6%

回答数 36 100.0%

【その他】

・全国連絡会に提供する名簿更新の際、県内の団体に活動状況等を照会

・全社協からの調査依頼への対応

　　　【�都道府県・指定都市社協のみ回答】全国連絡会へ提供する名簿の作成や更新等のた

めに行っていること（複数回答）

全国連絡会へ提供する名簿の作成や更新等のために行っていることは、“直接各団体へ連

絡して得た情報からの作成”（35.6%）が最も多く、次いで“市区町村社協からの情報を集約

して作成”（31.1%）が多くなっています。

件 数 割 合 

市区町村社協からの情

報を集約して作成
14 31.1%

直接各団体へ連絡して

得た情報から作成
18 35.6%

既存のネットワーク活動

・組織の情報等から作成
3 6.7%

定期的に更新している 6 13.3%

不定期に更新している 2 4.4%

行っていない 2 4.4%

その他 2 4.4%

回答数 45 100.0%

【その他】

・ホームページ等での確認

・全社協からの団体確認の際に添付される団体名簿の不備等のみを確認しているのが実状

２．県域における住民参加型在宅福祉サービス団体の把握・推薦方法等について
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－ 35－－ 35－
－ 35 －



　　　【�都道府県・指定都市社協のみ回答】団体活動の把握や名簿作成等の方法についての

課題や展望（自由記述）

・ 市町村社協や各団体のなかで、「住民参加型在宅福祉サービス」の定義が曖昧となっており、活

動の把握が難しい。また、市町村社協と各団体の関係性が希薄であるなど、各市町村によってバ

ラつきが見られる。

・住民参加型団体の捉えが不明確。

・住民参加型についての認識が県内の各市町村社協によって違いがある

・積極的に団体情報を把握していないため、取り扱いが難しい

・ 名簿に登録している団体との関わりは，本会で実施している一部の研修周知に留まっています

・情報交換の場が少なく、活動把握に苦慮している

・限られた調査日程及び人員、予算では、定期的な実態を把握することが困難

・紙媒体による情報収集のため効率が悪い

・団体の方と直接お会いする機会が少ない。

・年に1回の名簿更新時しか連絡をとらない団体がある（ネットワークに登録がないため）。

　　　【�都道府県・指定都市社協のみ回答】「住民参加型在宅福祉サービス全国連絡会」への

幹事団体推薦の有無

幹事団体推薦の有無は、“幹事団体を推薦していない”（57.7%）が最も多く、次いで“幹

事団体を推薦している”（33.3%）が多くなっています。

　 件 数 割 合 

幹事団体を

推薦している
11 33.3%

幹事団体を

推薦していない
19 57.7%

未記入 3 9.1%

合　計 33 100.0%

　　　【�都道府県・指定都市社協のみ回答】幹事団体の推薦にあたって、どのような方法で

行なっているか（自由記述）

①手順について
・連絡会で、参加団体の中から自薦・他薦により選出している。

・部会（都道府県社協内の組織）の役員より選出している

・有償ボランティア連絡会の意向に沿って推薦。

・住参団体連絡会において参加団体の意見を集約して推薦団体を選出している。

・県ネットワーク団体の代表幹事を推薦しています。

・県ネットワークで決まった会長が、幹事団体を担うことになっている。

・直接依頼。1団体は社協から推薦するようにしている。

・県社協内で協議し、推薦団体に依頼。

・現幹事団体へ引き続き依頼している。

・幹事団体としてふさわしいところに個別に相談し、了承を得たうえで推薦する。

②参考情報等
・福祉広報による活動内容等を参考にしている。

・団体の実績、代表者の年数。

・幹事団体へ継続の意向を確認している。

・ 活動実績があり、団体の活動期間が長い団体、前任者からの推薦等、総合的に判断して推薦している。
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－ 36－－ 36－
－ 36 －



　　　【�都道府県・指定都市社協のみ回答】幹事団体の推薦にあたって、大切にしていること、

苦労していること（自由記述）

①大切にしていること
・団体の主体性。
・ 本県における住民参加型在宅福祉サービス活動団体の草分け的な団体であり、全国連絡会におけ
る活動歴も長く、大変経験豊かであることから、余人を以って代え難い方であると考えています。

・委員（幹事団体）の推薦承諾。
・県内で活発な活動を実施し、他の団体の模範となっていること。
・地域から必要とされている団体であるかどうか、活動実績の有無。
・ 地域福祉推進をしていくにあたって、地域で住民参加型座卓福祉サービス団体や有償ボランティ
ア団体が活動していることはさまざまな住民のニーズにあわせて幅広く支援できるという点で大
変ありがたい存在。推薦にあたって苦労していることはあまりありません。

②苦労していること
・部会の役員を引き受けてくれる団体が減っている。
・ 全国の住参団体の活動状況や交流がはかれる良い機会であるが、団体活動が忙しく、幹事になっ
てくれる団体を選出するのは難しい。

・直接的な交流が少ないので推薦については負担に感じる。
・現幹事団体以外に幹事をする団体がいない。
・当会で県内の団体把握をしていないため、どの団体が相応しいのか難しい。
・各団体も多忙のため、幹事を受けてくれる団体が少ない。

　　　【�都道府県・指定都市社協のみ回答】現在推薦している幹事団体との関わり等（課題

や展望）について（自由記述）

①課題について
・全国の動きを部会会員に十分に伝えきれていない（伝える機会が少ない）
・ 制度サービスの仕組みが煩雑で事務量が多く改善されていない。それに時間が割かれるように
なっているため住民参加型サービスの活動に参加する時間が減少している現実がある。介護福祉
の活動全体に多様性とゆとりがなくなっていると感じている。広く多様な活動団体のつながりが
求められる時代に、逆行する状況になっているのではないかという懸念がある。

・ 社協（県社協と市町村社協）としての関わり当然あるが、住民参加型在宅福祉サービスの幹事団体とし
ては、全社協からの推薦依頼に基づき、当該団体へ幹事を依頼しているのみで、これ以外の関わりはない。

・ 今後は、事務局としては総合事業でもより深い関りができればと思うが、介護保険事業を主とし
ている団体であり、「参加型」の新たな展望はあまりなく現状維持という状態。"

・幹事会への参加が難しい様子がみられる
・幹事団体の推薦時に連絡を取るだけであり、積極的な関りはとれていない

②展望について
・定期的に情報交換をさせていただいているので、引き続き関係構築を図っていきたい。
・ 全国幹事会で協議した内容を、新潟市住参団体連絡会で報告していただき、今後の住参
サービス運営のヒントや道筋を作りたい。

・ 代表幹事へ負担が集中していることが課題です。他団体を推薦する等、今後の対応への
ご意見もいただいており、検討が必要と考えています。

・移動支援に関わる講習会や、各種研修に係る意見をいただいている。
・常に県内の会議、行事とかで、連絡をとれるようにしている。
・ 事業規模が縮小してきた中で、現状の関わりはこのまま継続できるように内部でも調整
していきたい。

　　　【�都道府県・指定都市社協のみ回答】幹事団体を「推薦していない」理由について（自由記述）

・幹事団体を推薦するための会議体または役員会といった組織が存在していないため。
・関係団体との繋がりが弱く，活動の詳細を把握していないため
・直接の関りが無く、市町単位の組織も把握していないため
・団体を選出するネットワーク組織がないため
・本会で把握している団体が希望していないため

Ｑ13

Ｑ14

Ｑ15

－ 37－－ 37－
－ 37 －



　　　幹事団体の選出に関わる「ネットワーク組織等」の有無

幹事団体の選出に関わる「ネットワーク組織等」の有無は、“その他”（60.0%）が最も多く、

次いで“幹事団体の選出に関わるネットワーク組織等がある”（28.9%）が多くなっています。

件数 割合

幹事団体の選出に関わる

ネットワーク組織等がある
13 28.9%

幹事団体の選出に関わる

ネットワーク組織等はない

が、関連するネットワーク

組織等がある

5 11.1%

その他 27 60.0%

合　計 45 100.0%

【その他】

・関連するネットワーク組織も含め本会では把握していない

・ネットワーク組織はない

・幹事団体の選出に関わる「ネットワーク組織等」に心当たりがない

・市域の幹事団体の選出に関わるネットワーク組織はない。区単位では地域の特徴を生かしネット

ワークがある区もある（区によって実情が異なる）。

・県内で整理する必要がある

　　　　　　【�“幹事団体の選出に関わる「ネットワーク組織等」がある”のみが回答】幹事団

体の選出に関わる「ネットワーク組織等」の“組織名”、“組織を構成する団体数”

・群馬県住民参加型在宅福祉サービス団体連絡会（34団体）

・千葉県助け合い協議会（36団体）

・東京都社会福祉協議会住民参加型たすけあい活動部会（49団体）

・信州くらしの支え合いネットワーク（24団体）

・滋賀県住民参加型在宅福祉サービス団体（20団体）

・大阪有償ボランティア団体連絡会（16団体）

・しまね住民参加型福祉サービス団体ネットワーク（17団体）

・さいたま市住民参加型在宅福祉サービス団体連絡会（11団体）

・新潟市住民参加型在宅福祉サービス団体連絡会（12団体）

３．県域におけるネットワーク活動について
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－ 38－－ 38－
－ 38 －



　　　【“幹事団体の選出に関わる「ネットワーク組織等」がある”のみが回答】会費制の有無について

幹事団体の選出に関わる「ネットワーク組織等」を有する団体のうち、“会費あり”が

61.5%、“会費なし”が38.5%となっています。

　 件数 割合 

会費あり 8 61.5%

会費なし 5 38.5%

合　計 13 100.0%

　　　【�“幹事団体の選出に関わる「ネットワーク組織等」がある”のみが回答】構成団体の

主な活動種別について（複数回答）

構成団体の主な活動種別について、“訪問活動”（34.3%）が最も多く、次いで“居場所活動”

（31.4%）が多くなっています。

　 件数 割合 

訪問活動 12 34.3%

居場所活動 11 31.4%

移動支援 10 28.6%

その他 2 5.7%

回答数 35 100.0%

【その他】

・食事サービス

・助け合い活動の推進

　　　【�“幹事団体の選出に関わる「ネットワーク組織等」がある”のみが回答】構成団体の

主な活動対象者について（複数回答）

構成団体の主な活動対象者は、“誰でも”（32.1%）と“高齢者”（32.1%）が最も多く、次いで“障

害者”（17.9%）と“子どもや保護者”（17.9%）が多くなっています。

　 件 数 割 合 

誰でも 9 32.1%

高齢者 9 32.1%

障害者 5 17.9%

子どもや保護者 5 17.9%

その他 0 0.0%

回答数 28 100.0%
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　　　【�“幹事団体の選出に関わる「ネットワーク組織等」がある”のみ回答】ネットワーク

組織等の活動内容について（複数回答）

ネットワーク組織等の活動内容は、“研修・セミナー等の開催”（39.3%）が最も多く、次

いで“団体間の意見交換や交流等”（35.7%）が多くなっています。

　 件数 割合 

団体間の意見交換や

交流等
10 35.7%

研修・セミナー等の

開催
11 39.3%

メーリングリスト等

を活用した情報共有
3 10.7%

立ち上げ支援や経営

相談など個別的な助

言等の相談支援

1 3.6%

調査研究及び成果の

普及、政策提言活動
3 10.7%

その他 0 0.0%

回答数 28 100.0%

 

　　　【�“幹事団体の選出に関わる「ネットワーク組織等」がある”のみ回答】ネットワーク

組織等の活動頻度について

ネットワーク組織等の活動頻度は、“その他”（46.1%）が最も多く、次いで“月に1回程度”

（30.8%）が多くなっています。

　 件数 割合

月に1回程度 4 30.8%

年に数回程度 2 15.4%

不定期 1 7.7%

その他 6 46.1%

合　計 13 100.00%

【その他】

・年に数回程度

・2カ月に1回

Ｑ22
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　　　【�“幹事団体の選出に関わる「ネットワーク組織等」がある”のみ回答】ネットワーク

組織等の特徴や成果・課題等について

①特徴やその成果について

・住民活動を行っているグループに対して講師派遣や、その他活動家への立ち上げ支援等を行う。

・県内市町村社協への活動支援。

・市社協と都道府県社協が両方参加している点、活動対象や内容が様々である点。

・2カ月に1回 共通課題の事例研修会　助成金　施設見学。

・時事研修の充実　近年はオンライン会議での参加。

・社協、NPO、協同組合等の多様な団体が加盟（県社協が事務局）。

・各団体間の経験交流、共通テーマに基づく研修会を実施。

・情報共有や顔のみえる関係作りができる。

・歴史があり、会員団体のゆるやかな連携を目的としています。

②課題について

・この間新型コロナの影響で開催できていない。

・会員の高齢化に伴う活動の縮小、新規加入団体が増えていない。

・ 助成金を活用し、活動に役立つ勉強会の実施や、他組織が開催するイベントへの参画。連絡会自

体の周知広報が弱い(今年度は府社協のHPに紹介ページができた）。

・ 会員団体が減少しており、各団体も活動の存続が厳しいところもあるため、部会の活動に活発に

参加できるところが少なく、自主的な部会活動が困難である。

・現在は協力機関として関わらせていただいている。組織内部の体制面に課題はある。

・サービス提供会員の高齢化と人員不足。

・ 業務の多様化による参加団体の減少。

・ 社協職員が兼務しているため活動支援の限界がある。そのため、移動支援に関わる講習会の開催

程度に留まり、住民参加型としての地域の助け合い活動の推進・強化に向けた動きがとれていな

い課題がある。

Ｑ24
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　　　都道府県・指定都市社協によるネットワーク組織等への支援内容（複数回答）

都道府県・指定都市社協によるネットワーク組織等への支援内容は、“活動に関する情報

提供（制度や助成金等）”（16.4%）が最も多く、次いで“特にしていない”（13.6%）が多くなっ

ています。

件 数 割 合 

活動に関する情報提供（制度や助成金等） 18 16.4%

活動に関する情報発信（広報誌・SNS等） 12 10.9%

活動場所の紹介・提供 3 2.7%

活動や運営に関する相談支援 4 3.6%

関係団体、支援機関の紹介 8 7.3%

活動に関する研修会・セミナー等の企画・実施 13 11.8%

活動に関する研修会・セミナー等の共催・後援 9 8.2%

活動に関する団体間の意見交換会等の開催 9 8.2%

活動に関するネットワーク組織の立ち上げ支援 0 0.0%

ネットワーク組織の事務局運営 10 9.1%

ネットワーク組織の運営支援（事務局除く） 1 0.9%

活動に関する調査・提言 3 2.7%

特にしていない 15 13.6%

その他 5 4.6%

回答数 110 100.0%

【その他】

・本県では、住民参加型在宅福祉サービス団体の組織化を行っていない。

４．都道府県・指定都市社協によるネットワーク組織等への支援について
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　　　ネットワーク組織等による活動が進まない要因（複数回答）

ネットワーク組織等による活動が進まない要因は、“組織内でネットワーク活動に携わるスタッ

フ数が不足している”（16.0%）と“その他”（16.0%）が最も多く、“活動団体が事業所や任意団体

など理念や規模などが多様で共通のテーマを持ちづらい”（14.2%）が多くなっています。

件数 割合

県域が広く集まりづらい 11 10.4%

活動する団体数が少ない 9 8.5%

類似のネットワーク活動が複数あり、それぞれの連携が難しい 4 3.7%

ネットワーク活動へのニーズが少ない若しくはない 7 6.6%

中間支援ができる専門性を持った人材が少ない 9 8.5%

組織内でネットワーク活動に携わるスタッフ数が不足している 17 16.0%

有償ボランティア活動の位置付けの難しさ 11 10.4%

活動団体が事業所や任意団体など理念や規模などが多様で共通

のテーマを持ちづらい
15 14.2%

市区町村社協との連携等が難しい 6 5.7%

その他 17 16.0%

回答数 106 100.0%

【その他】

・ネットワークで何を行うのか、各団体にとっての利益とは何か。

・組織化の中核となる団体の選考が難しいため、組織化を行っていない。

・「ネットワーク組織等」に心当たりがないため解らない

・行政の参加もあるが方針がないこと

・活動団体がネットワーク組織を主体的に運営しているため阻害要因はない。

・住民参加型サービス団体・組織との関わりが少ない為

・社協のネットワークはあるようだが、NPOへの呼びかけはない。

・県域のネットワーク組織が必要という要望がない

・住民参加型在宅福祉サービス団体の対象が曖昧であり、どの団体が該当するのかがはっきりしない。

・そもそもそういう意識を持っている方々がどれだけいるかがわからない

５．県域におけるネットワーク活動の促進または阻害要因について
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　　　ネットワーク組織等の活動促進のために必要なこと

・活動団体がネットワーク組織を主体的に運営するための後方支援 

・ネットワークの意義・目的の再確認。交流だけではなく、中間支援ができる組織への転換。

・ネットワーク組織の明確な位置付けと予算（人員含む）。

・類似するネットワークの整理統合。

・ネットワーク化を必要とする会員の意思が必要である。

・ネットワーク組織等の重要さを構成団体間で共有する。

・構成団体間による情報共有の場づくり。

・参画する団体が、時間や労力を使うことに対して持ち帰ることができるものがあるかどうか。

・会員にとってメリットのある活動を生み出すこと。

・ 中心となる人（団体）がいると良いのではないでしょうか。そもそもそういう意識を持っている

方々がどれだけいるかがわからない。

・ 人件費を含む事業予算の確保は必要と考えますが、予算要求に耐えうる事業計画を作成すること

が難しいのが現状です。

・ もう少し活動している中身の反映が見える化がしたい。行政内でもっと意見反映ができる人材が

欲しい。行政の参加もあるが方針がないこと。

・総合事業の協議体が組織化されていない市区町村がある。

・生活支援体制整備事業の強化。

・関連部署で連携し，県内外の情報収集を行う。

・市町村社協との連携を図る。

・組織化の中核となる団体の選考が難しいため、組織化を行っていない。

・地域福祉計画等に位置づける。

・生活支援体制整備事業の予算の活用、社協や生活支援コーディネーターとの連携。

・ボランティア団体、NPO団体、社協等多様な団体と連携することが必要。

・ 住民参加型在宅福祉サービス団体としての括りではなく、ボランティアやNPO、企業等多様な団

体が参加できるネットワークが求められていると思う。

・ 住民参加型在宅福祉サービス団体の対象が曖昧であり、どの団体が該当するのかがはっきりしない。

・自主的に活動できる会員が増えること。

・組織内部の人員確保。

・活動促進のための職員の確保。

・連携のためのオンライン化の促進。

・コロナ禍におけるリモート開催の有無。

Ｑ27
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　　　新型コロナウイルス感染症の流行によるネットワーク活動の影響

新型コロナウイルス感染症の流行によるネットワーク活動の影響は、“ネットワーク組織

がないため分からない”（55.6%）が最も多く、次いで“大きく影響を受けた”（22.2%）と少

し影響を受けた（22.22）が多くなっています。

件数 割合

大きく影響を受けた 10 22.2%

少し影響を受けた 10 22.2%

影響を受けなかった 0 0.0%

ネットワーク組織が

ないため分からない
25 55.6%

合　計 45 100.0%

　　　新型コロナウイルス感染症の流行下でのネットワーク活動の実施状況

新型コロナウイルス感染症の流行下でのネットワーク活動の実施状況は、“ネットワーク

組織がないため分からない”（55.6%）が最も多く、次いで“これまでの活動を一部縮小して

継続している”（24.4%）が多くなっています。

 　 件数 割合

ネットワーク組織がないため分からない 25 55.6%

活動を休止している 3 6.7%

これまでと同じ活動を継続している 4 8.9%

これまでの活動を一部縮小して継続している 11 24.4%

これまでの活動を一部縮小して、新たに別の活動を始めた 2 4.4%

これまでの活動を継続しながら、新たに別の活動を始めた 0 0.0%

これまでに活動は休止して、新たに別の活動を始めた 0 0.0%

合　計 45 100.0%

　　　Ｑ29で「新たに別の活動を始めた」の具体的な内容

・オンライン（zoom）で定例会を開催。

・オンライン（zoom）の使用方法についての勉強会を開催。

・所属団体の活動PR事業

・オンラインの活用

６．新型コロナウイルス感染症の流行下におけるネットワーク活動等
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　　　コロナ禍にネットワーク組織等に求められる活動や取り組みについて

・ 情報交換（コロナ禍での活動状況、コロナ対策関連助成金の詳細、各自治体間での対応状況など）、

数か月ぶりに定例会で再会できたときは自分で認識していた以上に近況を報告し合うことができ

たことにほっとした気持ちになった。

・各組織の工夫ある取り組みの情報共有。

・3密を意識した上、予防対策をしても実際、表に出てくることを誘導するのは難しい。

・ 常日頃からネットワークがあり、情報の共有や連携がなされているネットワークの場合は、団体

間で困難な状況の共有や、問題を回避する対策を話し合うことができると思う。またこうした活

動の必要性を社会に発信するとよい機会になると思う。

・ コロナ禍でも、創意工夫しながら活動を継続している団体に役立つ情報提供（他の活動事例など）。

・各団体のコロナ禍での活動の状況、工夫、課題等を把握し周知すること。

・対面ではなくオンラインによる情報交換、活動の展開。

・オンライン化の促進。

・Webの活用（各団体が活用できるように支援することを含め）。

・ 団体の活動規模やスタッフの属性などにより、オンラインの活用状況に差があると感じています。各

団体の負担を抑えつつ、オンライン環境の普及や活用の推進が求められるのではないかと考えます。

・新型コロナウイルス感染症防止対策のための備品および助成金による支援など。

・新型コロナウイルス感染症対策のための支援（情報・物品・支援金）。

　　　全国連絡会や本調査に関してのご意見やご感想等

・地域共生社会に向けての様々な施策、新たな取組等の情報を先んじて提供してほしい

・コロナ禍で解散する団体も多くある。

・ 他の都道府県での取り組みなども参考にしていきたいと思いますので、アンケート結果の共有方、

よろしくお願いいたします。

・有償ボラに関するネットワーク組織の機能がほぼないため回答が困難でした

・ ネットワーク組織等がある、もしくは都道府県域の住民参加型在宅福祉サービス団体が存在する

前提での設問となっており、これに当てはまらない場合の必須設問への回答に困った。

・こうした調査などで実態把握に努めていただいてありがたいです。

・ ソーシャルディスタンスを踏まえたうえで活動できる可能性を探りたい。訪問者も高齢者が多く

活動を維持していくことも難しい場合がある

・ 回答する立場として、当該市区町村のことは正しく答えられるが、ネットワーク組織全般につい

ては正しく把握できていない部分がある。

・幹事会やフォーラム等の連絡が直前で日程調整が難しいので、できるだけ早めに情報はもらいたい。

・ 重複した内容の質問があり、質問項目も多すぎる。もっとわかりやすく簡潔な質問内容にしてほ

しい。アンケート結果について、いつ頃ホームページに掲載予定なのか明記してほしい。

・ 本県においては、登録団体名簿の更新や登録団体に対する情報提供のみを行っている。登録団体も

少なく団体からの問い合わせ等もない現状にあり、幹事についても推薦を希望する団体もいない。

・活動団体の活動は多少把握しているものの、ネットワーク組織化されているか分からない。

・ 住民参加型在宅福祉サービス団体としての括りが曖昧なため、そこを対象にした集まりや調査に

ついても取組みが進みにくいのではないか。

Ｑ31
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自粛ムードの解消法、行き場のなくなった
　　「参加ニーズ」を支えるコーディネート
　～「共助」で築く生活支援体制整備～

大阪市・特定非営利活動法人フェリスモンテ　
事務局長　隅田　耕史

大阪府　OSAKA

コロナ禍での助け合い活動事例

Ⅳ





けたい気持ち」をつなぐこ

とで、日常生活上の援助が

必要な高齢者や障害者、そ

の家族、その他手助けを必

要とする人々に対し、会員

相互扶助による支え合いの

事業活動を行い、もって地

域福祉の向上に寄与するこ

とを目的に日常生活支援、

地域交流サロンなどを行っ

団体の

紹介

ＮＰＯ法人たすけ愛ふく

ろう清田（以下、たすけあ

いふくろう清田）は、北海

道札幌市清田区で活動する

団体で、2013年にＮＰＯ法

人格を取得しました。清田

区は、札幌市の南東部に位

置しており、区の南北を貫

くように厚別川が流れてい

ます。また、人口114,534人、

高齢化率は25.4％と札幌市

内でも高い区になります。

たすけ愛ふくろう清田は、

助け合いの精神に基づき、

日々の暮らしの中で、誰か

の「困ったな」と誰かの「助

（写真はコロナ禍前）地域の利用者宅にて照明
の傘を掃除します。

（写真はコロナ禍前）子ども食堂を開き、地域
の子どもやその家族、高齢者が集まり、ゲーム、
工作、宿題などをした後、ご飯を食べます。

（写真はコロナ禍前）子ども食堂で外部からバ
ルーンパフォーマーを呼ぶなど、子どもが楽
しめる企画を行っています

北海道　HOKKAIDO

孤立する高齢者への支援

～オンラインを活用した助け合い支援～

ＮＰＯ法人たすけ愛ふくろう清田

    代表理事　中村　則夫

「この事例のポイント」

・	さまざまな助成金をうまく活用しながら、コロナ禍での活動を行っています。

・	地域の多様なニーズに積極的に取組み、新たな活動を次 と々実施してい

ます。

・	取り組むにあたって地元企業等との連携や、地縁組織の協力を得て回覧

板の周知を行うなど、地域の団体と協働しながら活動を行っています。

【オンラインを活用した新たな支援】
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うやり取りがあり、大変喜

ばれたことが印象に残って

います。

ふたつめの活動は、「ネッ

トスーパーお買い物代行支

援」です。コロナ禍では感

染することを恐れ、買い物

に行くことを控える高齢者

もいます。そこで、ネット

スーパーでの買い物支援を

広めました。ネットで買い

物をすることが難しい高齢

者が電話でたすけ愛ふくろ

う清田に連絡をし、注文し

たい商品を伝え、それを受

けて代行注文を行います。

この事業では子ども食堂で

関わりがあったイオンモー

ル札幌平岡店に協力をいた

だき、配送無料のサービス

となっています。

３つめの活動は、「パソコ

ン・スマホ活用の訪問指導」

です。この事業はコロナ禍

の影響で訪問を控えている

ため今は実施できていませ

んが、サロン交流活動が再

開できたら実施したいと考

えています。これからの時

代は高齢者にもデジタルや

オンラインを知ってもらう

必要があると感じています。

パソコンやスマートホンの

使い方講座を開いたり、サ

ロン交流活動でも毎週のよ

した。

助成金を活用した

新たな取り組みについて

現在は住民参加型在宅福

祉サービス団体全国連絡会

の「新型コロナウイルス感

染症対応のための環境等の

整備助成事業」を活用して、

地域で孤立している高齢者

世帯を主な対象としてオン

ラインを活用した３つの支

援活動に取り組んでいます。

ひとつめの活動は、「テレ

ビ電話交流支援」です。タ

ブレットを活用して、コロ

ナ禍で会えなくなった人同

士をつなげる支援です。タ

ブレットは札幌市の助成金

で購入しました。はじめの

うちは、サロン交流活動に

参加していた人のつながり

を切らさないための仕掛け

の一つとして実施しました

が、今では社会福祉施設や

病院に入院している方とそ

のご家族をつなげることに

広げています。先日、高齢

者施設に入所している100歳

のおばあちゃんとその家族

がテレビ電話を通じてやり

取りをしました。ご家族が

「半年ぶりに顔見たよ、元気

かい。聞こえるかい。」とい

ています。会員構成は60代

～ 70代の方々が多く、利用

会員の中には90代の方もい

ます。

2017年に、地域の交流サ

ロンを札幌市の事業補助金

を利用して開始しました。

2019年には、イオンモール

札幌平岡店から子ども食堂

への協力を求められ、2019

年2月から子ども食堂を毎月

１回開催してきました。

コロナ禍での

活動状況について

新型コロナウイルス感染

症が拡大する中では、３密

を避けることが求められ、

集まって食事をすることが

難しくなり、子ども食堂は

2020年2月までの実施となり

ましたが、その後はお弁当

の持ち帰りという形に代え

て、これまで３回ほど実施し

てきました（2021年9月時点）。

また、交流サロン活動の

開催も難しくなくなりまし

た。そこで、これまでのつ

ながりを切らさないために

手づくりで新聞をつくり

清田区で暮らす皆さんに配

布することにしました。自

前で費用が確保できなかっ

たため、地域のミニコミ誌

や地方紙への情報掲載をい

ただいたり、助成金を申請

してこれまで活動してきま

コロナ禍でもつながりを切らさないために作
成。ふくろう清田会員 190 名、サロン利用者
116 名、講演会参加者 178 名以外にも、福祉介
護事業所など 50 社へ送りました。

100 歳のおばあちゃんとその家族をオンライン電話でつなぎ、顔を見ながらお話しします。
コロナ禍で面会制限の中、施設の方にはタブレットを渡し、家族のサポートは協力会員が行います。
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る。「訪問説明・指導」を実

施したいと考えています。

私は日々、「世の決まりご

と」の狭間に「困りごと」

があると考えながら助け合

い活動を行っています。医

療保険や介護保険など、さ

まざまな公的サポートがあ

る中で、それらに当てはま

らない事象、または対象と

ならない人々がいます。そ

の「困りごと」に気が付い

た時、どうすれば少しでも

その方の助けになるのかを

常に考え、これからも活動

を続けていきたいと考えて

います。

話の様子を映像に残し、実

際にその様子を見てもらう

ことで理解をしてもらえるよ

うな工夫等をしていきます。

また、現在コロナ禍の中

で活動が進んでいない「パ

ソコン・スマホ活用の訪問

指導」を計画的に実施して

いきたいと考えています。

清田区の高齢者に新聞折込

み、町内会回覧板などで呼

びかけ、オンライン交流へ

の一歩を踏み出すきっかけ

づくりを働きかけます。具

体的には、デジタル機器に

関心を持ったシニア世代向

けの「デジタル説明会」の

開催を案内しオンライン機

器について興味を持っても

らうところから丁寧に実施

していきたいと考えていま

す。展開の仕方としては、

地域サロンの中でスマホや

タブレットの使い方を相互

に学びあう「スマホ・タブ

レット教え合い」や、タブ

レット機器を持っていない

方向けに５日間体験いただ

く「タブレット無料体験」、

自宅にパソコン、スマホ等

がありながら、利用に困難を

おぼえている方宅に訪問し、

活用できるようにお手伝いす

うに教え合いができる仕掛

けをしていこうと考えてい

ます。また、外に出かける

ことができない高齢者のお

宅に訪問して、使い方の説

明を行い使えるようになっ

てもらうことなども考えて

います。

これからの

展望について

３つの新たな取り組みを

住民の皆さんに知ってもら

うために清田区全域にチラ

シを２万枚ほど配布しまし

た。チラシのデザインはた

すけ愛ふくろう清田の仲間

に作成してもらいました。

また、清田区全域への回覧

板での周知は無料で行える

ため、3千枚のチラシを刷っ

て配布するなど、広報に力

を入れてきました。

しかし、周知をしても利

用される方がまだまだ少な

いのが現状です。この活動

を広げるために案内の仕方

についても工夫をしたいと

考えています。例えば、「テ

レビ電話交流支援」で実際

に高齢者施設に入居されて

いる高齢者とその家族の会

チラシや、啓発用の資料などは協力会員の方
でデザインの得意の方にお願いしています。

（写真はコロナ禍前）地域サロンでは「歌声の集い」などイベントも開催します。利用者と電話で話しながら、注文代行を行います。
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団体名 特定非営利活動法人たすけ愛ふくろう清田

代表者名 中村　則夫

所在地 〒 004-0878 

北海道札幌市清田区平岡 8 条 3 丁目 10 番 14 号

連絡先 011-889-2960

当初設立年月 2013 年 2 月

た す け あ い 活

動の登録者数

サービス利用者：160 人 

サービス提供者：   30 人 

※両方に登録している方を含む

ホームページ http://www.fukuro3.net

主な活動内容 ≪目的≫

助け合いの精神に基づき、日々の暮らしの中で、だれかの「困ったな」と

だれかの「助けたい気持ち」をつなぐことで、日常生活上の援助が必要な

高齢者、障害者やその家族、その他助けを必要とする人々に対し、会員相

互扶助による支え合いの事業活動を行うとともに、地域福祉の向上に寄与

することを目的とする。

≪活動内容≫

介護保険など公的サービスでは足りない支援や、地域社会でのさまざまな

決まりごとの狭間で起こっている困りごとを、チケットを介して気兼ねな

くお願いしたり、協力したりする「助け合い」を組織的なサービスネット

ワークに広げ、地域会員制の仕組みで日常生活支援事業を遂行しています。

助成決定額 200,000 円

助 成 金 を 活 用

する事業活動

【孤立するアナログ高齢者などに、便利で助かるオンライン交流体感の喜び

を提供】

①「テレビ電話交流支援」

なかなか会えない人とリモートを通じて交流を叶えるサービス。テ

レビ電話で顔を見ながらの会話で、つながりを復活させ交流を図る。 

（家族・友人 ⇔ 入院や入所中の家族・友人、地域の高齢者 ⇔ 遠隔地の孫

など）②「ネットスーパーお買物代行支援」

高齢者などコロナ禍の中、買い物に不安をおぼえている方々に、早くて便

利なネットスーパーの買い物代行で不安解消を図る。 ネットスーパーの注

文は電話では行えないので、「たすけ愛ふくろう清田」が電話で受付け、利

用者の代わりパソコンで買物注文代行を行う。

③「パソコン・スマホ活用の訪問指導」パソコン・スマホを持っているが、

①や②の利用に困難な方のお宅に訪問し、活用できるようにお手伝いする。

北海道　HOKKAIDO
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合い活動）、お互いさまカ

フェだんだん（活動休止）、

地域の居場所「よってこ松

沼」（以下、よってこ松沼）、

認知症グループホーム、デ

イサービス、訪問介護など

団体の

紹介

ＮＰＯ法人お互いさま

ネットワーク（以下、お互

いさまネットワーク）は、

群馬県館林市北成島町で活

動する団体です。館林市は、

群馬県の南東部に位置し、

人口74,908人、高齢化率は

29.3％です。

2000年9月にグループホー

ムを開設し、2001年5月から

会員相互の「助け合い活動」

を開始しました。「人との繋

がりを大切にした福祉活動

で、誰もが笑顔で心豊かに

生活できる地域社会を目指

す」を法人の理念に、地域

のさまざまな方が交流でき

る場所がつくれるよう活動

をしてきました。

活動内容は、住民同士の

助け合いによる支え合い活

動や福祉有償運送とその他

の家事援助等（以下、支え

群馬県　GUNMA

市民活動と介護保険事業の両輪で活動

～常勤専従のコーディネーターが第3層の模範～

ＮＰＯ法人お互いさまネットワーク

	 	 	 	 　理事長　恩田　初男

「この事例のポイント」

・	コロナ禍でも地域の声を聞き入れ、なるべく休まないように活動を継続し

て行っています。

・	コロナ禍で自粛生活を送ることによる家庭内暴力が増加していることから

一時避難（シェルター）の設置を行いました。

お互いさまネットワーク事務所前。「心豊かに生活できる地域」をめざして、日々活動をしています。

【コロナ禍で地域で浮き彫りとなった

   児童虐待やDV被害に対する支援】
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コロナ禍での 

活動状況② 

（居場所活動等）

よってこ松沼の活動は、

利用者や活動者の安全に配

慮し、一定期間の休止をし

ました。　

しかし、利用者の皆さん

の“居場所で出来たつなが

りを続けたい”という気持

ちから、参加者同士が公園

での体操を企画し、自発的

に集まって実施をしていま

す。私も何度か参加しまし

たが、体操をしていると近

所の方がふらっと訪れて一

緒に参加されるなど、新た

なつながりも出来て面白い

なと感じました。

現在のよってこ松沼は、

法人内の市民活動担当の職

らず競合他社とは価格の差

で優位であったことから、

対応を続けてきました。発

生当初は、車内でのマスク

着用を求めましたが、当時

はマスクの入手が困難なた

め、活動者につくってもらっ

た手作りマスクを着けてい

ました。その後、活動者には、

「新型コロナウイルス感染症

対策のための勉強会」への

参加や、衛生用品としてマ

スク、消毒液、体温計を配

布し、感染症対策に徹底し

ました。しかし、コロナ禍

での感染症指定医療機関等

への移送だけは、利用会員

の家族から「辞めてもらい

たい」といった声もあり、

職員だけが対応するなど工

夫をしています。

多様なサービスを通じて地

域の高齢者等を支えてい

ます。

コロナ禍での 

活動状況① 

（生活支援と移動支援）

新型コロナウイルス感染

症が流行した2020年からの

支え合い活動は、コロナ禍

前に比べて70％程度に活動

量が減少しました。生活支

援を必要とする利用者から

は「活動を継続してもらい

たい」との声が多く、スタッ

フ、協力会員（以下、活動者）

による感染症対策の呼びか

けや、活動者が安全な活動

に取り組めるようサポート

をしながら、極力続けてき

ました。当時を振り返ると、

活動者は“誰かの役に立ち

たい”“見捨てておけない”

という気持ちが非常に高い

反面、活動者の家族からは

「感染の不安があり活動を控

えて欲しい」との声もあり、

対応の難しさを感じました。

そのため、感染対策を十分

に行いながら、活動者の方

とはその都度相談しながら

状況に応じて対応してきま

した。

福祉有償運送（福祉有償

移動サービス）は、移動で

困っている人が元々多い地

域性から活動を求める声や、

また館林市内のタクシー会

社が福祉車両を所有してお

間隔を空け、密にならないよう体操を行います。

福祉有償移動サービスで使用しています。 よってこ松沼の玄関 （写真はコロナ禍前）よってこ松沼での歌声喫
茶の様子
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を主とした活動が中心と

なっています。地域の課題

には、単身、夫婦のみの世

帯の増加、隣り近所との

希薄な関係性、認知症の発

症率の増加などがあげられ

ます。

お互いさまネットワーク

は、地域で生活する多様な

方々の小さな困りごとを見

逃さず、生活のしにくさへ

の支援を行います。これま

でも住民の小さな困りごと

相談を受け、ニーズに応え

てきました。それが、少し

ずつ活動理解につながり、

活動者を増やし、理念の「心

豊かに生活できる地域」に

近づけています。これから

も、介護保険を中心とした

制度サービスと、制度では

なじまない柔軟な市民参加

の活動を行っていきます。

場所を確保しています。設

置には市や警察にも関わっ

てもらい、何度も意見交換

を交わし、それぞれの役割

を検討して2021年12月に運

営を開始しました。

2022年1月に警察から連絡

をもらい、初めての利用が

ありました。正直、対応が

できるか不安もありました

が、この経験から地域での

一時避難所の必要性が再認

識でき、この支援について

今後も取り組んでいきたい

と思います。

これからの

展望について

お互いさまネットワーク

の理念は「人との繋がりを

大切にした福祉活動で、だ

れもが笑顔で心豊かに生活

できる地域社会」をめざし

ています。また高齢者福祉

員が集う会議の場で、感染

状況を考慮しながら活動の

中止と再開の判断を行って

きました。今は週２回に回

数を減らし、体操も続けて

います。

コロナ禍での

新たな取り組み

お互いさまネットワーク

では、コロナ禍での新たな

取り組みとして、児童の一

時避難所（シェルター）を

始めました。2019年に「虐

待を考えよう、さまざまな

分野から」をテーマに講演

会を開催するなど、以前か

ら児童虐待に関心を持ち、

コロナ禍で家族と過ごす時

間が増えることで軋轢が生

じ易いとの話題や、2020年

の児童相談所が対応した児

童虐待件数が20万件を初め

て超えたといった報道など、

コロナ禍での地域課題への

対応を考えました。

具体的には、館林市内に

アパートの一室を借り上げ、

2週間を目安に利用が出来ま

す。児童虐待を受けた子ど

もや、夫から暴力を受けた

母親など対象者は広く、そ

の方が安全で安心ができる

一時避難所の部屋の様子、スペースも広く避難者を守ります。

図：お互い様ネットワーク理念
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群馬県　GUNMA

団体名 NPO 法人お互いさまネットワーク

代表者名 恩田　初男

所在地 〒 374-0057

群馬県館林市北成島町１８２９－５

連絡先 0276-70-1326

当初設立年月 ２０００年９月

た す け あ い 活

動の登録者数

サービス利用者：149 人 

サービス提供者：　27 人 

ホームページ http://otagaisamaegao.net/

主な活動内容 ≪目的≫

「人との繋がりを大切にした福祉活動で、誰もが笑顔で心豊かに生活できる

地域社会をつくっていきましょう」を理念に、地域の様々な方が交流でき

る場所が作れるよう活動をしています。

≪活動内容≫

1. 支え合い活動

2. 地域の居場所よってこ松沼

3. グループホーム喜楽

4. デイサービスセンター喜楽

5. 訪問介護の喜楽

6. 多機能ケアの喜楽

7 地域密着デイの喜楽

8. ケアプラン介護相談の喜楽
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区社会福祉協議会、区役所

などの関係団体と連携をと

りながら各種支援サービス・

生活相談などに取り組んで

います。

介護予防・日常生活支援

総合事業（以下、総合事業）

は、横浜市の補助事業（横

浜市介護予防・生活支援サー

ビス補助事業）を活用して、

病院、買い物などへの同行

付き添いを行う「見守り生

団体の

紹介

さわやか港南は、神奈川

県横浜市港南区で活動する

団体です。港南区は、横浜

市南部に位置しており、上

大岡及び港南台地区は商

業施設が集中し、住宅都市

が広がる区です。また、人

口215,736人、高齢化率は

28.5％で横浜市内では5番目

に高齢化が進んでいます。

2001年に任意団体として

設立され、地域において

「困ったときはお互いさま」

という助け合いの精神で会

員相互にサポートし合う有

償サービスや、地域のたま

り場、お茶の間として子ど

もから高齢者まで世代を超

えて交流できる地域の居場

所活動として、勉強したい

子どもの居場所活動「寺子

屋」や、不登校や引きこも

り等青少年の居場所活動「青

年学級」、近隣住民の憩いの

場「日限茶屋」など、幅広

い年齢層にあわせた居場所

づくりを行っています。

また、地域の方々が困っ

たときに気楽に立ち寄り相

談できる「よろず相談所」

などを行っています。その

他、災害に備えて炊き出し

等が行えるよう、常時600食

を非常食として備蓄する「民

間避難所」としての機能を

持ち、自治会、町内会、地

神奈川県　KANAGAWA

コロナ禍の支え合い、深まる“お互い様”

～高まる生活支援ニーズに助け合い活動を～

	 	 	 	 	 	 さわやか港南

理事長　川辺　裕子　

「この事例のポイント」

・	新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高い高齢者同士による助け合い

活動の意義

・	地域社会における「血縁」や「地縁」に加え、それらの枠を超えたつながり 

（共助）づくりへの意図的な働きかけの重要性

【コロナ禍で感染リスクが高い高齢者同士の

   助け合い活動へのサポート】
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協と積極的に交流をし、特

に港南区社協が開催する「住

民参加型市民活動分科会」

への参加や、研修会等で登

壇の依頼があった際には協

力するなど、日ごろから関

係づくりを行ってきました。

そういったつながりから、

港南区社協が開催する「在

宅福祉サービスグループ連

絡会」（以下、連絡会）にも

参加するようになり、住民

参加型在宅福祉サービス団

体同士との情報交換や意見

を述べる場として、私にとっ

ても有意義な機会となって

います。

しかし、コロナ禍では三

密を避けた行動をすること

が求められ、会議の参加方

法も次第にオンラインでの

参加が多くなってきました。

さわやか港南では対応でき

るパソコンがなく、参加を

見送る状態が続いていまし

たが、住民参加型在宅福祉

サービス団体全国連絡会（以

下、全国連絡会）の「新型

コロナウイルス感染症対応

のための環境等の整備助成

事業」を活用して、ノート

パソコン等のオンライン会

議に必要な機器を購入する

ことができ、連絡会や、県・

市社協が開催する会議や研

修会への参加、地域の他団

体との情報交換の機会など

に参加する事が出来るよう

になりました。

コロナ禍では、会議や研

院への同行、家事援助のニー

ズが高まりたくさんの声が

寄せられました。また、遠

方で暮らす会員の家族から、

直接問い合わせがあり「支

援を受けたい」との声をい

ただく状況がありました。　

また、地域の身近な互助

や居場所活動等を行ってい

る団体の多くが活動を休止

するなかで、地域住民は“つ

ながり”や“支援”を必要

とする声が増え、民生委員・

児童委員や、地域ケアプラ

ザ（※）の職員の方々を通

じて、時には港南区以外か

ら支援を求められるなど、

活動範囲を広げた関わりに

期待されるようになり、コ

ロナ禍での住民相互の助け

合い活動を続ける意義があ

ると感じました。

その一方で、スタッフや

担い手一人当たりの活動回

数が増えていき、それぞれ

に負担が強いられる状況が

あるなど、新たな課題が見

え、団体としても考えてい

くことが必要だと思ってい

ます。

助成金を活用して 

オンライン機材の 

導入

コロナ禍で活動を継続し

てこれたのは、地域の関係

団体との協力関係があった

ことが大きかったように感

じています。コロナ禍以前

から横浜市社協や港南区社

活支援」や、庭支援、家事

支援、子育て支援、ペット

の散歩など幅広いサービス

を展開しています。

コロナ禍での

活動状況について

新型コロナウイルス感染

症の流行により、３密を避

けた活動が求められるなか、

さわやか港南はスタッフや

活動者、利用者が高齢化率

が高く、お互いに“感染し

ない”、“感染させない”よ

う安全に配慮した対応を行

いました。

感染初期には、活動地域

の活動者と利用者に向けて、

基本的な感染症対策の情報

を周知しました。活動時に

は感染症対策が徹底される

よう呼びかけをしつこいほ

ど行うことで“互いに気遣

い合える環境つくり”の考

えが、利用者にも、スタッ

フや担い手にも浸透される

ようになりました。

コロナ禍で求められた

住民相互の助け合い活動

さわやか港南が活動する

地域は、一人暮らし高齢者

や60歳以上の夫婦のみ世帯

が多く、新型コロナウイル

ス感染症の感染を恐れて不

要不急の外出を控えて自粛

する方が増えていきました。

自粛中の買い物支援や、病

（※）地域ケアプラザ
地域ケアプラザは、高齢者、子ども、障害のある人など誰もが地域で安心して暮らせるよう、身近な福祉・保健

の拠点としてさまざまな取組を行っている、横浜市独自の施設です。

令和３年４月現在、市内に141か所あります。

（横浜市ホームページ　https://www.city.yokohama.lg.jp　最終アクセス　2022年6月3日）
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ができる集いの場を大切に

し、これまで子どもから高

齢者まで世代を超えて交流

できる地域の居場所づくり

を行ってきました。コロナ

禍では、居場所活動を休止

せざるを得ない状況もあり、

早く普段通りの活動ができ

るよう準備を進めたいと考

えています。再開の目途は

まだ立っていませんが、地

域の関係団体とも情報交換

しながら、これからの状況

に合わせた検討を進めてい

きます。

報収集・発信を行いながら、

会員の皆さんの安全・安心

な活動ができるようサポー

トをしていきたいと考えて

います。また、令和3年度に

実施予定の演奏会、落語会

等はオンライン配信での実

施を視野に入れて準備を進

めています。スタッフや担

い手がオンライン機材を使

えるよう、オンラインの使

い方を互いに教え合える環

境をつくるなど、指導にも

力を入れていきたいと考え

ています。また、子どもの

居場所活動「寺子屋」のオ

ンライン配信や、障害者へ

のオンライン交流などの可

能性も探っていきたいと考

えています。

また、コロナ禍で活動を

続けていく中で、改めて人

と人とが気遣い“お互い

様”の大切さを感じ、活動

者、担い手の方々が安心し

て活動ができるよう配慮し

たサポートをこれからも続

けていきたいと考えていま

す。またコロナ禍だからこ

そ、身近な地域単位での助

け合い活動が今後は大事に

なると考えています。隣近

所で相互に助け合いができ

るよう、日ごろからの交流

修会等に参加することで、

新しい感染症対策の情報取

得や、それぞれの団体が取

り組んでいる実践や、ノウ

ハウを情報交換しています。

また意見交換を通じて、コ

ロナ禍でも活動を続けられ

ている団体がいることや、

お互いに励まし合える機会

は、活動継続の活力にもな

りました。

助成金を活用して

パーテーションの購入

さわやか港南では、スタッ

フや、活動者、利用者がコ

ロナ禍でも安全に配慮して

作業を進められるよう、全

国連絡会の助成金を活用し

て、パーテーションを20台

購入しました。現在は、事

務所や会議室の机上に設置

をして、定例の打合せや会

議も対面での実施ができる

ようになりました。

また、本団体では地域の

方々に会議室の貸し出しも

行っています。利用件数は

少なくはなっていますが、

利用者の方々が安全に使え

るよう、今後も感染症対策

には配慮しながら貸出しを

行っていきたいと考えてい

ます。

これからの

展望について

今後も新型コロナウイル

スの影響を受けながら、活

動を継続していくことが求

められると感じています。

助成金で購入したパソコン

等のオンライン機材を活用

し、感染症対策のための情

（写真はコロナ禍前）居場所事業「日限地蔵
茶店」は、地元住民や八木山福徳寺への参拝
客の方の集いの場です。地元の民生委員・児
童委員など住民の協力を得て活動を行ってい
ます。
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神奈川　KANAGAWA

団体名 さわやか港南

代表者名 川辺　裕子

所在地 〒 233-0015 

神奈川県横浜市港南区日限山１丁目３２- ４

連絡先 045-820-5883

当初設立年月 2001 年 7 月

た す け あ い 活

動の登録者数

サービス利用者：80 人 

サービス提供者：23 人 

※両方に登録している方を含む

ホームページ http://sawayakakounan.web.fc2.com

主な活動内容 ≪活動内容≫ 

有償サービスとして、

①在宅支援サービス（家事援助、病院などへの付き添いなど）

②子育て支援サービス（送迎、託児、産前産後のお世話など）　

③部屋の貸出　

④その他日常生活のサポート（ペットの世話、大工仕事、庭仕事など）

その他のサービスとして、

①生活相談　

②地域の交流スペースの提供　

③イベント、講座の開催 

④知的障害者、不登校、引きこもり児童生徒への支援及び居場所の提供　

⑤児童生徒への補修授業

助成決定額 195,000 円

助 成 金 を 活 用

する事業活動

多方面にボランティア活動を行っているので、区役所、区社協、さわやか

福祉財団等をはじめ近隣のボランティア団体と情報交換し、共同で活動

することも多いのですが、コロナ禍において思うような動きが取りにくく

なっています。このところオンライン会議でのミーティングも多くなって

きていますが、当団体には十分な設備がないため、参加できない状態が続

いています。イベント等のオンラインでの発信、寺小屋利用者へのオンラ

イン指導等も今後始めていきたい活動です。また、利用者の方々に安心し

て会議室を使っていただけるように、パーテーションを追加で設置したい

と思っています。
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体で、現在は江南区社会福

祉協議会（以下、港南区社協）

が運営主体となり活動して

います。「誰もが住み慣れた

家、地域で自分らしく暮ら

し、高齢者や障がいのある

方の暮らしを住民互助の助

団体の

紹介

江南区住民参加型在宅福

祉サービスリボンの会（以

下、リボンの会）は、新潟

市江南区で活動している団

体です。江南区は、新潟市

のほぼ中心に位置し、信濃

川と阿賀野川、そして両河

川を連絡する小阿賀野川に

囲まれた、自然あふれる魅

力ある地区です。2005年の

編入合併で、亀田町は新潟

市の一部とともに江南区に

なりました。人口69,185人、

高齢化率は27.4％と年々高

くなっています。新潟市内

では出生率が２番めに高い

区であり、区外からの転入

者も増えていることから、

子育て世代に人気がある区

とされています。

リボンの会は、2000年に

亀田町社会福祉協議会と地

域のボランティア団体や住

民が一緒につくりあげた団

新潟県　NIIGATA

コロナ禍の中、つながりを切らない住民の助け合い活動

江南区住民参加型在宅福祉サービスリボンの会

	 　田邊　智美

「この事例のポイント」

・	協力会員の不安を減らすため、助成金を活用した衛生用品の購入

・	協力会員の“コロナ禍でも活動を継続したい”という気持ちに寄り添った

支援

・	コロナワクチン接種状況の確認

令和3年 10 月に実施した「協力会員研修会」の様子。3密を避けるなど感染症対策や工夫しながら、
対面形式での開催を続けています。

【協力会員への感染症対策用具の配布と

   協力会員への〝心″のケアを徹底】
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の消毒、マスク着用など、

基本的な感染対策を心がけ、

協力会員が喜んでいただけ

る内容を、職員同士で検討

してきました。

研修会に参加している協

力会員からは、「いつも利用

会員と一人きりで向き合っ

て活動をしているが、協力

会員同士が対面できる場が

あることで、リボンの会の

一員であることを実感でき

る。ここにいる仲間と一緒

に活動しているのだと感じ

ることが意欲につながって

いる。」といった言葉をい

ただいています。コロナ禍

でのこれまでの工夫が、協

力会員の意欲の向上につな

がって良かったと感じてい

ます。

コロナ禍での協力会員

への配慮

コロナ禍での支援で、最

も大切にしたことは、協力

会員の皆さんへの配慮です。

「新型コロナウイルスに感染

するかもしれない」「新型コ

ロナウイルスを利用会員に

助成金により携帯用の消毒

液やマスク、手袋などの衛

生用品を購入し、協力会員

へ配付しました。協力会員

が活動を継続していくうえ

でとても助かりました。

対面の機会を

無くさない

リボンの会では、「協力会

員研修会」（以下、研修会）

を開催し、協力会員相互の

交流を兼ねた学び合いの機

会を大切にしています。例

年、高齢者施設の見学や、

消防署での救命講習会への

参加など、協力会員の要望

をうかがい、研修会の実施

と協力会員同士の親睦を兼

ねた昼食会を開催していま

した。

コロナ禍以降も対面での

開催を続けられるように、

研修会の形式を講座の開催

のみに変更するなど、研修

会の形を変え続けています。

研修の内容も、三密を避け

ることを意識して、時間の

短縮や研修会参加者の適切

な距離、換気の徹底、手指

け合いで支える」ことを目

的に、日常家事援助サービ

スとして、掃除、洗濯、買

い物、食事づくり、ゴミ出

し、利用者の代わりに医療

機関や薬局での薬の受け取

り、利用者との話し相手な

どを行っています。

コロナ禍での

対応について

リボンの会は、コロナ禍

でも活動を自粛することは

無く、協力会員の気持ちを

尊重した支援の実施を行っ

てきました。

新型コロナウイルス感染

症が流行した当初は、新し

い生活様式を意識し、毎日

の体温測定、マスクの着用、

消毒の徹底など基本的なコ

ロナ対応への呼びかけや、

協力会員・利用会員へ、文

書で無理をしない活動を呼

びかけました。協力会員・

利用会員に向けて、「会員及

びその家族が感染した場合

には連絡をいただく」「緊急

事態宣言の対象地域に出入

りした場合は、帰宅した日

から２週間は活動を中止す

る」といったルールの徹底

と周知を行いました。また、

日常家事援助サービスを続

けるため、当初は協力会員

の安全を考慮してエプロン

やマスク、手袋を配付する

など、限られた費用のなか

で活動を続けましたが、利

用会員のお宅に石けんや消

毒液が無いケースもあり、

協力会員が自前の消毒液を

持って行くなど、負担をか

けてしまうこともありま

した。

その後、住民参加型在宅

福祉サービス団体全国連絡

会（以下、全国連絡会）の 全国連絡会の助成金で購入した衛生用品の一部。協力会員に配布し安全面の確保、研修会等に活用
しました。
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る中での活動のため、無理

はさせないよう、住民相互

の“お互い様”を念頭に置

いた活動を意識してもらう

ため、事務局としてサポー

トをしていきたいと思って

います。

現在、リボンの会では13

名が協力会員として活動を

しています。協力会員の高

齢化により、一人あたりの

活動の負担が多くなってい

るように感じます。江南区

民への知名度はまだ低いの

で、リボンの会をもっと知っ

ていただけるよう、地域住

民との関わりを持ちたいと

思っています。

具体的には令和４年度以

降、自治会・町内会や地域

のお茶の間・サロン活動、

地域住民向け出前講座など

において、江南区社協の生

活支援コーディネーターと

協力して、リボンの会の説

明をする場を作りたいと考

えています。また、協力会

員増強のため、江南区役所

広報紙や江南区社協広報誌

でリボンの会に関する記事

を掲載していきたいと考え

ています。

た。そこで、協力会員を含

め、ワクチン接種の状況を

把握するため、事務局は会

員へ声がけによる確認をし

ました。確認が難しい方は、

会員に関わりのあるケアマ

ネージャーに確認をしまし

た。また、ワクチン接種後

の体調の変化や様子、次回

の接種日についても、事務

局からの声がけによる確認

をしました。

これからの

展望について

コロナ禍でも、これまで

の活動に工夫を加えながら、

できる限り継続していきた

いと思っています。

しかし、会員の高齢化す

感染させてしまうかもしれ

ない」といった恐怖を感じ

ながら、協力会員は日々活

動をしています。その状況

下で事務局は、協力会員に

対し、「体調どうですか？」、

「無理はせず、休んでくださ

いね。」といった声がけを大

切にしながら、“絶対に無理

な活動をさせない”ことを

徹底し、少しでも何か気に

なることがあれば、事務局

に相談してもらうよう、伝

え続けました。

また、利用会員の中には

認知症が進み、体温の計測

が難しい方もいらっしゃい

ます。その場合は測定の強

制をせず、その日の利用会

員の顔色や声色の様子を協

力会員に報告をしてもらい

ました。

会員のワクチン接種状況

の把握

ワクチン接種が開始され

た頃、協力会員からは、一

人暮らし世帯・高齢者のみ

世帯・認知症の症状がある

利用会員について「ワクチ

ン接種の情報はきちんと届

いているか」「ワクチン接種

の予約はできているか」と

いった心配の声がありまし

会員募集の案内チラシ

日常家事援助サービスとして調理をお手伝い
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新潟県　NIIGATA

団体名 江南区住民参加型在宅福祉サービス リボンの会

代表者名 今井　宏樹

所在地 〒 950-0155 

新潟県新潟市江南区泉町 3-3-3 江南区福祉センター内

連絡先 025-250-7768

当初設立年月 2000 年 4 月

た す け あ い 活

動の登録者数

サービス利用者：33 人 

サービス提供者：13 人

ホームページ niigatakounanku-syakyo.jp/

主な活動内容 高齢者や障害のある方など、日常生活で手助けが必要な方（利用会員）に、

手助けができる人（協力会員）が掃除や調理、買い物などの生活支援を行っ

ています。

≪活動内容≫

• 日常家事援助サービス 

（掃除、洗濯、買い物、食事づくり、ゴミ出し、話し相手など）

• 医療機関への薬の受け取り

助成決定額 199,000 円

助 成 金 を 活 用

する事業活動

コロナ禍でも、これまで活動をしてきた高齢者や障害のある方など、日常

生活で手助けが必要な方（利用会員）に、手助けができる人（協力会員）

が掃除や調理、買い物などの生活支援を、継続的に行えるよう以下の衛生

用品等を購入します。

• 高齢者や障害のある方のご自宅にて生活支援の活動をする上で、協力会

員が安心して支援に入れるよう、抗ウイルス加工エプロン、使い捨て手

袋、マスクを購入する。

• 協力会員には個々に消毒液を配付し、携帯していただいている。活動中

や前後に気がねなく使用できるよう消毒液を購入し、事務局で保管する。　

• 協力会員の定例会や研修会、新規協力会員の入会説明会などの開催時に、

参加者の体温を計測する非接触型の体温計を購入する。
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いきいき支援センター（地

域包括支援センター）、軽費

老人ホームなど12の事業所

を持ち、様々なサービスを

団体の

紹介

特定非営利活動法人かく

れんぼ（以下、かくれんぼ）

は、愛知県名古屋市北区で

活動する団体です。北区は、

名古屋市の真北に位置して

おり、公団・公営の大規模

住宅団地が多く人口規模が

市内でも高い地域性を持っ

ています。人口116,114人、

高齢化率は28.7％です。　

2002年にかくれんぼを設

立し、居宅介護支援事業所

と定員10名のデイサービス

事業所から始めました。高

齢者も健常者も障害者も子

供もすべての人が均等に当

たり前の生活ができるよう

な社会の実現を目指し、現

在は小規模多機能型居宅介

護事業所、グループホーム、

愛知県　AICHI

「等生」すべての人が、その人らしい生活を送るために

～明日の100人よりも今日の1人を助けます～

特定非営利活動法人かくれんぼ

理事長　水野　千惠子

「この事例のポイント」

・	感染拡大防止のため、スタッフ、担い手を対象にした新型コロナウイルス

感染症対策のための研修会を実施しています。

・	リスク管理として、適切なゾーニングの検討、コロナ禍での勤務シフトな

どを検討し、スタッフ、担い手が安全な活動ができる環境づくりを行って

います。

基本理念

1.私たちは、明日の100人よりも、今日の一人を助

けます。

2.私たちは、一人ひとりを大切にし、その人らしく

生き抜くお手伝いをします。

3.私たちは、地域の中で信頼され、ＮＰＯ活動によ

り地域の発展に貢献します。

4.私たちは、お互いに助けあい、認め合える明るい

職場を目指します。

5.私たちは、感謝の心を持ち続けます。

6.私たちは、常に向上心を持ち続けます。

【コロナ禍でのリスク管理

  （ゾーニング、コロナ禍での勤務シフト）の徹底】
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など環境面での支援を行い

ました。

スタッフ、担い手への支

援は、団体内での研修の一

環で新型コロナウイルス感

染症対策の勉強会を実施し、

新型コロナウイルス感染症

への理解や、感染予防の必

要性などを学ぶ機会を作り

ました。また、感染症防止

策として適切なゾーニング

（※２）を考えたり、法人内

で感染が発生した場合に備

え、陰圧装置設置や勤務体

制の検討など、リスク管理

に備えてきました。

環境面での支援として、

対面での会議を止め、リモー

トでの業務が行えるよう、

オンライン環境の充実を図

りました。現在では、対面

で行う会議は幹部の集まり

のみで、その他の会議はオ

ンラインで実施しています。

グループホーム、軽費老人

ホームのスタッフやその家

族が感染者となり、人員不

足が課題となりました。そ

のため、助け合い活動やサ

ロン活動、月１回開催のマ

ルシェ（※１）、地域の合同

避難訓練など、集いの場の

開催を休止せざる得ない状

況がありました。

かくれんぼでは、さらな

る感染拡大防止のため、活

動者もしくはその親族に発

熱等の風邪症状がみられる

場合には休暇を取ってもら

うことを徹底し、出勤が可

能となった場合にもＰＣＲ

検査を行うことで感染対策

に努めました。

コロナ禍

での工夫

新型コロナウイルス感染

症が流行した当初は、利用

者の方々には感染予防に関

する情報や、体調が悪い場

合には活動を休んでいただ

く案内など、早々に書面等

を発信することに

よる感染予防の必

要性と注意喚起を

行いました。

また、スタッフ

へは、基本的な感

染対策や感染防止

のための情報提供

と指導を徹底する

などの運営面での

支援と、オンライ

ン会議を活用する

展開しています。

職員養成の

ための実施

法人では３年前より、ス

タッフ全員への職員研修に

力を入れるため、収益の数％

を研修費用として予算化し

ています。設立から20年が

経過し、事業所数も増えた

ことから、スタッフへの理

念の浸透に力を入れていき

たいと考えました。研修内

容は、職員同士が集まって

計画を立てています。2021

年は外部の研修機関に依頼

して職員研修を行ってもら

いました。その他、朝の申

し送りやミーティング時に

は理念をみんなで唱和して

います。

コロナ禍で

の活動状況

新型コロナウイルス感染

症が流行し、法人内の小規

模多機能型居宅介護施設や

（写真はコロナ禍前）地元の農家さんと野菜を
マルシェで販売します。

グループホームのゾーニング工事
仕切りを作って適切な感染対策を行います。

（※１）かくれんぼマルシェ
かくれんぼマルシェは、月1回開催し、地域住民の交流の場として開催しています。地域の農家の方が野菜を出

品したり、他にもお饅頭屋さん、カレー屋さんの出店などもあります。介護施設の利用者や小中学生の子ども達

も参加され、地域の皆様の協力で成り立っています。
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ほかには、早めにＰＣＲ検

査キットを法人で購入し、

なるべく活動者が安心して

活動を行うことができる環

境づくりを心掛けてきまし

た。

これからの

展望について

2022年は、これまでの感

染症対策を引き続き行いな

がら、今後のアフターコ

ロナを見据えた取り組みを

行っていきたいと考えてい

ます。

ひとつめは、法人内での

リモート業務のあり方を検

討していきたいと考えてい

ます。

ふたつめは、これまで活

動を休止してきたマルシェ

や地域の合同避難訓練、春

の桜まつりなど、地域住民

の集いの場として行ってき

た企画を再開したいと考え

ています。マルシェでは、

駐車場を活用して密になら

ないよう、参加者数の制

限など感染症対策の一定の

ルールを示しながら、地域

の方々が楽しんで参加いた

だける企画を実施したいと

考えています。

（写真はコロナ禍前）地域の合同避難訓練のようす
当日は消防署の方をお呼びしました。

（写真はコロナ禍前）敷地内の駐車場で春の桜まつりを開催
住民の方、地域の高齢者施設から遊びに来る方々もいます。

（※２）ゾーニング
（区分する意）建築などの設計において、用途などの性質によって空間を区分・区画すること。

（新村出編　広辞苑（第6版）、岩波書店）

かくれんぼでは、清潔な区域（清潔区域）とウイルスによって汚染されている区域（汚染区域）を区分け、感染

拡大防止の工夫の一つとして実施しました。

－ 69 －

－ 65 －



愛知県　AICHI

団体名 特定非営利活動法人かくれんぼ

代表者名 水野　千恵子

所在地 〒 462-0047

愛知県名古屋市北区金城町四丁目 35 番地の 1

かくれんぼ福祉センター

連絡先 052-918-7410

当初設立年月 ２００２年８月

た す け あ い 活

動の登録者数

サービス利用者：20 人

サービス提供者：30 人

ホームページ https://kakurenbo.or.jp/

主な活動内容 ≪目的≫

地域にお住まいの元気な高齢の方に向けた「予防事業」から、要介護の方

の「ターミナルケア」まで、そして障害のある方へのサポートも含め、地

域の方々が安心して暮らしていけるように、さまざまな事業を展開します。

≪活動内容≫

●小規模多機能型居宅介護

●認知症共同生活介護

●居宅介護支援

●相談支援　　　　　

●介護職員養成教室　

●上飯田福祉会館

●名古屋市西区北部いきいき支援センター

●軽費老人ホーム 名古屋市きよすみ荘

●ハローステーション 

● NPO 活動
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自粛ムードの解消法、行き場のなくなった

　　「参加ニーズ」を支えるコーディネート

　～「共助」で築く生活支援体制整備～

特定非営利活動法人フェリスモンテ　

事務局長　隅田　耕史

大阪府　OSAKA

派遣、配食サービス、グルー

プハウス、共生型デイサー

ビス等）などの活動を展開

してきました。

行政からの

委託事業

2018年には、大阪市が独

自に始めた「住民の助け合

いによる生活支援活動事業

（以下、助け合い活動事業）」

（※１）のモデル事業を受託

し、「大阪市介護予防ポイン

ト事業（以下、ポイント事

団体の

紹介

特定非営利活動法人フェ

リスモンテ（以下、フェリ

スモンテ）は、大阪府大阪

市生野区と旭区で活動する

団体です。主に当事業を実

施する生野区は、大阪市の

東部に位置し、町工場や個

人商店、住居が密集する地

域です。人口127,309人、高

齢化率29.2％です。

1999年2月に任意団体とし

て設立し、同年９月に特定

非営利活動法人の認証を受

けました。助け合い活動や

サロン活動を中心に、「地域

の一人ひとりが安心して暮

らし続けられるように」を

目的に、高齢者や障害者、

子育て世帯、生活困窮者な

ど、さまざまな住民を対象

に「コミュニティ喫茶」、地

域子育て支援拠点である「つ

どいの広場」、助け合い活動

である「有償ボランティア」、

その他サロン活動（謡曲教

室など）、介護事業（ヘルパー

「この事例のポイント」

・	さまざまな助成金や行政の事業を活用して新たな活動に取り組んでいます。

・	新たな活動を通じて、これまでの活動では関わりがなかった専門職の方

とつながりを持ち、マッチング先の範囲や幅を広げています。

（※１）住民の助け合いによる生活支援活動事業
大阪市では、大阪市介護予防ポイント事業の枠組みを活用し、地域にお住いの高齢者が自身の生きがいづくりや、

介護予防のための活動として、生活支援を必要とする在宅の要支援者等に対して生活支援活動を提供する「住民

の助け合いによる生活支援活動事業」（以下「助け合い活動事業」といいます。）を実施しています。なお、この

「助け合い活動事業」は、介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスの一つとして位置付けています。

（大阪市ホームページ　city.osaka.lg.jp,最終アクセス2022年6月6日）
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も「助け合い活動事業」の

一部が自粛を余儀なくされ

る状況となりました。一方

で、地域全体での活動自粛

が長引くに連れ、区社協や

区包括の担当者、ケアマネー

ジャーなどの専門職から、

“コロナ禍での高齢者世帯の

自粛生活によるフレイル”、

“人と人とのつながりを切ら

さない工夫”などの課題共

有がありました。また、地

域住民からのコロナ禍でも

「活動したい」「つながりを

持ちたい」という声が多数

あり、そうした声をＮＰＯ

自らが拾い上げ、つなげて

いく必要性を感じました。

を行う機会が増え始めてい

ました。

そのようななか、新型コ

ロナウイルス感染症の流行

により、大阪市でも2020年

4月に緊急事態宣言が出さ

れるなど、フェリスモンテ

業）」（※２）における在宅

活動コースのコーディネー

ト業務を実施しています。

2021年4月からは、モデル事

業が終了し、本事業を受託

しました。

コロナ禍での

活動状況について

「助け合い活動事業」を受

託し、協議体を通じて大阪

市や第1層生活支援コーディ

ネーター（以下、ＳＣ）が

所属する生野区社会福祉協

議会（以下、区社協）、生

野区地域包括支援センター

（以下、区包括）などによる

活動周知が行われるように

なりました。そして、「ポイ

ント事業」の活動者募集を

フェリスモンテから地域へ

発信するなかで、少しずつ

地域住民の利用が増え、ま

た専門職からの相談や連携

図１　大阪市における「住の助け合いによる生活支援活動事業」のイメージ

（出典：大阪市資料）

（写真はコロナ禍前）
左側のジャンパーを着ている方は活動者。家の掃除を手伝った後は、利用者の方とコーヒーを飲み
ながらおしゃべりをしています。

（※２）介護予防ポイント事業
大阪市内にお住まいの65歳以上の方（大阪市介護保険第1号被保険者）が、特別養護老人ホームなどの介護保険

施設等での介護支援活動、保育所や認定こども園（幼保連携型、保育所型）での保育支援活動、本事業による支

援を受ける方のご自宅で生活支援活動を行った場合に、ポイントが貯まり、貯まったポイントを換金することが

できる事業です。2018年7月から在宅活動コースが新設されました。

（大阪市ホームページ　city.osaka.lg.jp,最終アクセス2022年6月6日）
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を支えるだけでなく、活動

者自身の体力的・精神的に

も活動意欲を高めることに

つながっていることを認識

し、活動者や利用者を地域

のなかでつくり出すことを、

積極的に伝えていきたいと

思います。

住民参加型の団体だから

こそ取り組むことのできる

活動や地域での役割を、関

係機関と共通理解を深めな

がら、引き続き活動してい

きたいと思っています。

認知症高齢者が活動したい

との要望に応えるため、新

たに地域の高齢者施設や、

デイサービスでのお手伝い、

農園のボランティア活動を

行う団体とのマッチングを

行いました。その他にも、

要支援認定を受けている方

に活動してもらったり、障

害者の就労支援事業所と連

携し、高齢者宅での掃除な

どの家事援助を一緒に行う

ことで、就労訓練の機会を

作るなど、幅広く社会参加

されたい方々のマッチング

を行ってきました。

また活動を続けるなかで、

これまでつながることが無

かった、専門職の方々とも

つながり始めています。例

えば、生野区は60か国を超

える外国籍の方が暮らして

おり、その方々の活動の場

づくりに取り組む団体とつ

ながりを持ち、活動できる

場所が増えてきたことを実

感しています。

これからの

展望について

私はこれまで、地域で暮

らすお年寄りに向けて「自

分の介護予防につながるの

で活動をしてみましょう」

と勧誘をしてきました。し

かし、その言葉は、自身の

団体の担い手不足という状

況のなか、本当にその方を

思って勧誘しているか葛藤

を持っていました。

しかしコロナ禍で継続し

て活動を続ける担い手や協

力会員の活動の様子から、

改めて我われの活動が、地

域で困っている方々の生活

助成金を活用した

新たな取り組み

こうした経緯から、「“活

動したいニーズ”のマッチ

ング事業」として、日本

ＮＰＯセンターが募集する

「新型コロナウイルスの影響

を受ける住民参加型在宅福

祉サービス支援助成」に応

募し、決定した助成金を活

用して取り組みを進めてい

ます。

大阪府の生活支援体制整

備事業の一環で、認定ＮＰ

Ｏ法人サービスグラントに

よるプロボノ支援を受けて、

活動者募集の新たなチラシ

を作りました。チラシを作

成するにあたって普段、企

業でマーケティングや広報

等に従事されている方たち

と活動者や関係者にヒアリ

ングを重ね、高齢者の社会

参加の核となる要素を抽出

してもらい、整理すること

ができました。その作業で

得られた「あなたの元気が、

だれかの笑顔につながりま

す」というキャッチコピー

に至る考え方を、協議体や

さまざまなネットワークで

伝えていきました。そして、

活動したいニーズを持つ多

様な方を紹介してもらうよ

うになっていきました。

新たな活動を

実施して

活動者と利用者のニーズ

のマッチングを行うため、

より広範囲に活動の場を探

したり、作り出していくこ

とが求められました。活動

を始めたことで、例えば、

活動者募集のチラシ
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大阪府　OSAKA

団体名 特定非営利活動法人フェリスモンテ

代表者名 小松　維久子

所在地 〒５３５-0 ００１

大阪府大阪市旭区太子橋 1 丁目 23-15

連絡先 06-6958-0011

当初設立年月 １９９９年 2 月

た す け あ い 活

動の登録者数

サービス利用者：250 人

サービス提供者： 60 人

※両方に登録している方を含む

ホームページ http://www.otasha.jp/

主な活動内容 ≪目的≫

「地域の一人ひとりが安心して暮らし続けられるように」を目的に、高齢者

や障害者、子育て世帯、生活困窮支援など、住民の対象を限定せず広く利

用される活動を目指します。

≪活動内容≫

【介護事業部】

・ヘルパー派遣

・配食サービス

・グループハウス

・デイサービス

【ケアマネジメント事業部】

・ケアプラン（居宅介護支援）

【地域交流事業部】

・コミュニティ喫茶

・つどいの広場

・おたっしゃサービス（たすけあいサービス）

・サロン、倶楽部
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した。「困ったときはお互い

様、まちを家族に」の精神で、

住み慣れた地域で助け合い、

できるだけ最期まで自宅で

暮らせるような地域づくり

を目指した活動を続けてい

ます。

団体の

紹介

福祉ネットワーク西須磨

だんらんは、兵庫県神戸市

須磨区で活動する団体です。

須磨区は、神戸市の西部に

位置し、人口159,897人、高

齢化率は31.8％で年々高齢

化 が 進 み、2025年 に は 神

戸市９区の中で最も高齢化

率が高くなると言われてい

ます。

月見山自治会福祉部によ

る助け合いの活動は、1993

年の高齢者福祉の取り組み

から始まりました。1995年

1月に起きた阪神・淡路大

震災では、震災直後から自

治会館を拠点として、炊き

出しや、救援物資が届かな

い在宅高齢者への配食を行

いました。このことをきっ

かけに、地域の中に高齢者

を見守るシステムの必要性

を感じ、地域の中の特別養

護老人ホーム「あいハート

須磨」や、「西須磨まちづ

くり懇談会」との関わりを

通じて、1998年5月に福祉

ネットワーク西須磨だんら

んを設立し、2000年10月に

はＮＰＯ法人格も取得しま

兵庫県　HYOGO

ネットワークで勇気をもらってコロナ禍でも活動を継続

～高齢者の担い手意識が一番の元気のもと～

ＮＰＯ法人福祉ネットワーク西須磨だんらん　

事務局長　宗政　美穂

「この事例のポイント」

・	コロナ禍でも活動を継続していくため、手づくりのパーテーションなど、

さまざまな工夫を行っています。

・	県域ネットワークに参加し、オンラインで定期的に集まり、コロナ禍での

活動状況や不安に感じていることなどをみんなで共有しています。

・	コロナ禍では、スタッフ、担い手の一人ひとりへの気持ちに寄り添う配慮

を大切にしています。

スタッフ、担い手との打ち合わせのようす
コロナ禍で感染症対策について話し合い、活
動へ活かしています。

【空き家・空き店舗を活用した

   サロン活動を継続するための工夫】
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コロナ禍でのスタッフ、

担い手への配慮

コロナ禍で活動するス

タッフ、担い手は、支援に

行くことへの不安もあり、

一時は“すごく怖いという”

ムードの中で支援にあたっ

てもらいました。

私は、毎回の打ち合わせ

時には、一人ひとりへの気

持ちに寄り添いながら、無

理をさせないことを意識し

た言葉がけ、時には相談に

のることもありました。あ

る日のミーティングで、全

体に向けて「無理はしない

でください。お休みを取っ

てもいいですよ。」と声掛け

をしました。

このような状況の中でも、

スタッフ、担い手の多くが

活動を続け、支援にあたっ

てくれたことは大きな支え

にもなりましたし、またコ

ロナ禍でも地域の困りごと

を抱える方々に寄り添えた

のは、法人の理念である

「困ったときはお互いさま、

まちを家族に」が浸透して

いるんだと感じられました。

した。活動休止中は、利用

者に電話をして安否確認を

行うなどつながりを切らさ

ない工夫を行いながら2020

年6月から活動を再開してい

ます。

居場所事業も緊急事態宣

言中は閉鎖せざるを得ませ

んでした。衛生管理を徹底

し安全・予防を心がけなが

らできる範囲で行っていま

したが、再開することへの

不安も大きくありました。

その時に、神戸市内にあ

るＮＰＯ団体等のネット

ワーク組織である「ひょう

ごん福祉ネット」とのつな

がりがとても役立ちました。

オンラインで定期的に集ま

り、コロナ禍での活動状況

や不安に感じていることな

どをみんなで共有しながら、

「うちはこうしてるよ」とい

う風なアイデアをもらった

り、「あ、なるほどそういう

手があったか」といった気

づきや情報共有ができる場

があること、仲間がいたお

かげで勇気をもらえる場が

あったことが今でも活動を

継続して行えていることに

つながっていると思います。

主な活動は、家事支援や

簡単な介護、介護保険では

できない見守りや庭仕事、

通院介助・外出支援等を行

う地域助け合い事業、訪問

介護事業、神戸市から委託

を受けて元気な高齢者を対

象としたデイサービス事業、

子ども食堂などを行ってい

ます。

その他、民家を借りて、

会食やゲームを行う、ふれ

あいの居場所「のんび～り

サロン（3月で閉鎖）」、店舗

を借りての地域の居場所「須

磨いるサロン」は、住民の

常設型の居場所となってい

ます。　

2021年10月には、中学生

を対象とした学習支援を、

大学生や社会人のボラン

ティアの協力を得て始めま

した。

コロナ禍での

対応について　

新型コロナウイルス感染

症が流行し、３密を避ける

ため、デイサービスを休止

せざる得ない状況になりま

「ひょうごん福祉ネット」での定例会のようす
コロナ禍での助け合い活動の状況を共有し、時には相互に相談しあうことで活動のヒントを得てい
ます。

コロナ禍での活動の工夫
ポップスタンド 4台と百均のビニールクロス
で作った「麻雀ガード」です。これがあれば
安心…かな？

－ 76 －

－ 72 －



た交流の機会や、福祉に限

らず他業種の団体との交流

など、ネットワークの強

化を期待するとともに協力

をしていきたいと考えてい

ます。

また、住民参加型在宅福

祉サービス団体全国連絡会

（以下、全国連絡会）とは、

これまで関わる機会があり

ませんでした。このヒアリ

ングをきっかけに、新たな

幹事団体として推薦を受け

たので、これからは全国連

絡会にも関わりを持ちなが

ら、全国の助け合いサービ

スを行っている団体の方々

との情報共有や意見交換が

できることを楽しみにして

います。

たちにお弁当やお菓子を届

けるサービスを実施してき

ました。しかし、ただ配る

だけでいいのか、本当に困っ

ている課題は何だろうか、

また再開された時に何が必

要となるのかをスタッフ、

担い手と一緒に悩み、考え

ています。

また、現在の活動者は70

代が中心です。活動者の世

代交代についても考えてい

かなくてはなりません。中

高年の活躍する場所をつ

くっていきながら、若い人

が働く場をつくっていけた

らと思っています。

　

外部との

関わりについて

「ひょうごん福祉ネット」

にも関わりながら、神戸市

内での助け合い事業が盛り

上がるように協力をしてい

きたいと思っています。こ

れまで実施してきたネット

ワーク内の仲間との情報交

換や学習会、意見交換を行

う場に参加しながら、仲間

同士での交流を大切にして

いきたいと思っています。

また、新たなネットワーク

づくりとして、神戸市内だ

けでなく県内全域まで広げ

利用者の

フレイル化

新型コロナウイルス感染

症の影響は、活動を再開す

るなかで利用者の様子から

感じ取れました。コロナ前

まで元気に挨拶を交わして

くれたＡさんも、再開後に

会った時には、ちょっとぼ

んやりした様子で挨拶を交

わすなど、たった数ヶ月の

期間でも人と人とのつなが

りは大切であり、小さな居

場所づくりも必要だと感じ

ました。

地域の中で人数が少なく

ても定期的に集まれる機会

や、短時間でも集まれる機

会をつくるなど、コロナ禍

の中でも人と人とのつなが

りを大切に、コミュニケー

ションをとれる場づくりを

考えています。

これからの

展望について

2021年8月よりコロナ禍

の影響で収入減など生活が

以前より厳しい状況にある

「子育て世代」を対象に「食

糧支援事業」を神戸市の補

助金を使って始めています。

新型コロナウイルス感染症

の流行により、新たな地域

の生活課題にも目を向けな

がら、地域で困っている

方に寄り添っていきたいと

思っています。

課題として感じているの

は、既存の事業である子ど

も食堂「みんなの食堂いな

プラ」です。新型コロナウ

イルス感染症の流行前まで

は、毎週火曜日に実施して

いましたが、今では休止せ

ざるを得ない状況となり、

これまで数3回程度、子ども

ミニデイサービスのようす
コロナ禍で手作りのパーテーションを活用し、活動を継続しています。
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兵庫県　HYOGO

団体名 特定非営利活動法人福祉ネットワーク西須磨だんらん

代表者名 玉島　剛

所在地 〒６５４-0 ０３６

兵庫県神戸市須磨区南町１丁目 34 番　稲葉プラザ内

連絡先 0 ７８- ７３１-2 ４３０

当初設立年月 1998 年 5 月 10 日

たすけあい活

動の登録者数

サービス利用者：181 人

サービス提供者：30 人

ホームページ http://danran.wp.xdomain.jp/

主な活動内容 ≪目的≫

福祉の増進に関する事業を行い、「困ったときはお互いさま」の精神に基づき、

住み慣れたところで誰もが安心して暮らし、最後まで生ききれる地域コミュニ

ティづくりに寄与すること

≪活動内容≫

・地域助け合い事業「生活援助サービス」

・ミニデイサービス（神戸市地域拠点型一般介護予防事業）

・ふれあいの居場所づくり「のんび～りサロン」

・みんなの居場所「須磨いるサロン」

・食糧支援事業

・学習支援事業
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在宅での看取りの寄り添い

や家族の話し相手、通院時

の介助など、地域で困って

いる方のさまざまなニーズ

に対応をしてきました。

新たな

取り組みについて

コロナ禍では、どこの世

帯も３密を避けて、なるべ

団体の

紹介

ＮＰＯ法人たすけあい平

田（以下、たすけあい平田）

は、島根県出雲市平田地域

(旧平田市)で活動する団体

です。出雲市平田地域の人

口は、24,027人で、高齢化

率は36.47％と高く、“独居

老人”や“高齢者夫婦世帯”

の割合が高い地域になりま

す。

1992年に平田地域の中

で、「困ったときはお互いさ

ま」の助け合い組織を発足

し、「地域に住むもう一人の

家族」を合言葉に活動して

きました。2000年にＮＰＯ

法人となり、介護保険事業

を開始しました。活動が発

展して、今では介護保険事

業の他、障害者自立支援事

業、介護タクシー、担い手

養成のための研修事業など、

全部で13の事業を行ってい

ます。

助け合い活動の内容は幅

広く、家事支援のほか、台

風被害にあった物置の修理

や、庭の剪定や草むしり、

島根県　SHIMANE

コロナ禍で集まれない活動の活性化

～耕作放棄地を活用した住民活動～

特定非営利活動法人たすけあい平田　

理事長　熊谷　美和子

「この事例のポイント」

・	コロナ禍で、人とのつながりを切らさないための、耕作放棄地を活用した

居場所づくりを行っています。

・	地域の一人ひとりの力を発揮し、さまざまな方の参加を可能にした活動を

行っています。

農園作業を始めるため、草刈りから整地を行いました。耕作放棄地を整地するのに１カ月かかりま
した。

【耕作放棄地を活用し３密を避けた居場所づくり】
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畑が広がるまでになりまし

た。７月には野菜を収穫し

て、自分たちでメニューを

考えて調理をし、交流会食

を行いました。会食は、た

すけあい平田の20畳ほどの

“交流ルーム”で窓を開けて、

空気清浄機を使い、メンバー

同士も手指消毒を徹底し、

密にならないよう気を付け

て行いました。メンバーの

中には、精神疾患を抱える

ひとり暮しの女性がいて、

料理が苦手なその方にメン

バーたちが丁寧に教えなが

ら共に調理をしています。

この農園作業での居場所

活動は、地域のさまざまな

方の得意分野を活かし、相

互に教え合いながら一人ひ

とりが色んな力を発揮する

ことができる場だと考えて

います。

農園作業で

居場所づくり

農園作業を始めるにあ

たって、草刈りや整地をし、

土づくりから行いました。

元自衛官で農業に詳しいお

よそ80代の男性をリーダー

に、10名程度の方が参加を

しています。特に40代と50

代の男性二人は農園づくり

で指導役として活躍してく

れています。農園作業用の

鍬や機械は、地域で暮らす

農家さんから借りたり、助

成金を活用して購入しまし

た。手作業で地道に整地や

土づくりをしながら、少し

ずつ畑の面積を広げて活動

を続けています。

2021年春頃から種まきを

始め、今では200坪ほどの

く外出をしないよう自粛し

た生活を送る方が増えてい

きました。そのことが、高

齢者のフレイルにつながる

恐れもあり、孤独や孤立を

防止し、人と人とのつなが

りを切らさないための活動

を考えていました。そして、

農園作業を中心に居場所づ

くりを行うことを思いつき

ました。

活動を始めるにあたっ

て、日本ＮＰＯセンターが

募集していた「新型コロナ

ウイルスの影響を受ける住

民参加型在宅福祉サービス

支援助成」に応募し、活動

財源を得ることができまし

た。活動場所は、私たちの

事務所のすぐ側にある200坪

余りの耕作放棄地です。近

所の方から土地を借り受け、

今まで助け合い活動を共に

やってきた仲間たちで「高

齢になって活動ができない

けど、どこか行く場所が欲

しいよね」という人や、障

害者で「どこの施設へ行っ

ても続かない、居場所がな

い」と引きこもりがちになっ

ている人達と、少しずつ耕

しながら畑として利用でき

るようにしました。この場

所は、今でも “誰でもいい

から来たい人おいで、この

指とまれ”の気持ちで広く

門戸を開いています。

玉ねぎの苗を植えるようす。畑では、他にも白菜、じゃがいも、さつまいもなど様々な野菜が収穫
できます。

みんなで食事会の準備。収穫したての野菜を
調理します。

畑作業の合間に少し休憩。水分補給をして体調管理もしっかりと行います。
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思います。

仲間たちの中からは、今

後は、さらに面積を広げ、

「果物作りにも挑戦したい」

という声もあがっており、

工夫しながら作物の種類を

増やすことに挑戦したいと

思っています。

この活動を継続していく

ために、収穫した野菜をた

すけあい平田のデイサービ

スで食材として買いあげ、

そのお金がこの活動資金と

なるよう運営面でも考えて

いきたいと思っています。

そのために、一定の収穫量

を確保できるよう、地域の

方々への広報や、たすけあ

い平田が実施しているサー

ビスを利用している方々に

周知をし、活動者を増やす

ための工夫も行っていき

ます。

ましたが、嬉しくもありま

した。

私たちは“地域に住むも

う一人の家族”を合言葉に、

お互いさまの助け合い活動

を大切にしながら、今後も

活動を続けていきます。

これからの

展望について

農園作業を続けるなかで、

メンバーから「ここの畑に

来ることは、今日行く場所

がある、今日用事があると

感じられることが嬉しいん

です。通うことで体力、元

気を保つことができるんで

す。」という言葉をいただ

きました。コロナ禍でも人

と会えることや、外で活動

できることの必要性を感じ、

これからも基本的なコロナ

対策は行いながら、助け合

いの活動を続けていきます。

また単に農作業のみでなく、

そこに集う人たちが交流で

きる機会を増やしていきた

いと思います。昨年は、食

事会が終わった後にレクリ

エーション活動（脳トレや

介護予防体操、合唱など）や、

収穫祭やクリスマス会と称

してイベントを実施しまし

た。2022年以降も交流でき

る機会づくりも行いたいと

多様な方

の参加

農園作業をしながら居場

所事業に参加される方は、

高齢者だけでなく、精神疾

患を抱える障害者もいます。

つらい暮らしの中で精神を

病み、通院したり施設に通っ

たりしていましたが、どの

施設に行っても長続きしま

せんでした。たすけあい平

田にふらっと立ち寄られた

ことがきっかけで、少しず

つ関わるようになりました。

職員が丁寧に気持ちに寄り

添いながら話を聞き、ゆっ

くりとこれから先のことを

考えられるように相談にの

りました。時間をかけて会

話を進めるうちに、その方

が前向きになり、この居場

所事業にも自ら参加するよ

うになりました。今では、

たすけあい平田の支援を受

けながら部屋を借り、自立

した暮らしを始めています。

農園作業を続けるなかで、

仲間達との会話も弾み、メ

ンバーと一緒に作業を行う

ことを楽しみにするように

なりました。ある時には熱

が38度あるのに自転車で来

て「みんなで食べるご飯が

おいしいから来ました。」と

いう言葉には、驚きもあり

クリスマス会のようす。
みんなでクリスマスソングを合唱しました。

食事会の後に、介護予防体操を行います。今日はボールを使って
体操しました。

食事会のようす。約 20 帖の部屋でマスクを付けながら食事をします。
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島根県　SHIMANE

団体名 特定非営利活動法人たすけあい平田

代表者名 熊谷　美和子

所在地 〒６91-0012

島根県出雲市西代町 1032 番地 4 

連絡先 0 ８５３- 6 ２- 0 ２５７

当初設立年月 1992 年 10 月 1 日

た す け あ い 活

動の登録者数

サービス利用者：106 人

サービス提供者：　54 人

ホームページ http://www.npo.lsnet.ne.jp/tasukeaihirata/

主な活動内容 ≪目的≫

「困った時はお互いさま」の気持ちで、家事や介護を助け合う会です。お礼の

心配なしに気軽に利用できるよう有償サービスにしました。

「近くに住むもうひとりの家族」の気持ちでまごころいっぱいのお世話をさせて

いただきます。

≪活動内容≫

・たすけあい制度

・訪問介護事業

・居宅介護支援事業

・地域密着型通所介護

・介護予防Ａ型デイサービス

・相談支援事業

・居宅介護

・同行援護

・福祉移送サービス

・たすけあい移送サービス

・国土交通省運転者認定講習

・組織立ち上げ支援

・介護よろず相談
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行っています。また、多様

な関係者間の情報共有およ

び連携・協働の取り組みを

推進するために、ＮＰＯ法

人の立ち位置を強みに、行

政と地域住民の架け橋役と

して貢献できるよう活動し

ています。

その他にも、北島町から

団体の

紹介

ＮＰＯ法人ＹＯＵ＆ゆう

（以下、ＹＯＵ＆ゆう）は、

徳島県板野郡北島町で活動

する団体です。

北島町は、徳島県の北東

の平野部に位置しており、

近年は徳島市のベットタウ

ンとして発展している町で、

人口22,973人、高齢化率は

25.5％です。

ＹＯＵ＆ゆうは、「北島町

とその近隣に住むお年寄り・

子ども・障害者やその家族

に対して、心のケアやサポー

トできる人材育成や情報提

供や居場所づくりを通して、

ともに住みなれた地域で自

分らしい生活を継続し維持

できるような住民主体のサ

ポートシステムの構築をめ

ざす」ことを目的として、

2002年にＮＰＯ法人格を取

得し、活動を開始しました。

主な事業は、訪問型の有

償ボランティア活動、ホー

ムヘルプサービス、北島町

から受託した生活支援コー

ディネーターによる生活支

援、介護予防の基盤整備事

業などです。

生活支援コーディネー

ターとしての活動は、北島

町地域包括支援センターや

社協と連携しながら、地域

ニーズと資源の把握に努め、

支援や担い手となる人材の

発掘など、生活支援や介護

予防サービスの資源開発を

徳島県　TOKUSHIMA

孤立させない暮らしをめざして

～地域との協働からうまれるつながり方～

ＮＰＯ法人ＹＯＵ＆ゆう　

理事長　岡田　あかね

「この事例のポイント」

・	コロナ禍の感染対策のルールを活動者と共有し協力体制を構築。

・	対面での打合せ・相談の機会が無くなることによる、団体の一体感やコミュ

ニケーション不足を防ぐための企画内容の創意工夫を協働で行っています。

移動販売での買物を楽しみにしている高齢者
に付き添う

【コロナ禍の感染対策マニュアルの作成と

    活動者へのルールの浸透】
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やめてしまうのではなく、

団体の一体感やチームワー

クを強めるチャンスととら

えて活動を展開しています。

コロナ禍での

新たな取り組み

ＹＯＵ＆ゆうでは、多世

代交流サロン（近所の高齢

者、未就園児を抱える親子

さん対象）を行っています。

コロナ禍では通気性の確保

や密集しての集まりとなら

ないよう屋外で開催できる

ように企画内容の変更等を

行いました。また、県内で

も緊急事態宣言が発令され

るなど、どうしても開催で

きない場合には、子どもが

室内でも遊ぶことができる

“遊びキッド”をスタッフで

製作し、お手紙を添えて各

家庭へのサプライズプレゼ

ントとして郵送しました。

各家庭で子供たちがつ

くった作品の写真や動画を

グループＬＩＮＥで送り合

い、今までとは違った形で

つながりあえる喜びを分か

ち合いました。自粛中に親

コロナ禍では３密を避け、

なるべく対面での機会が減

るよう感染対策を徹底して

います。これまで交流や打

合せするスペースも、通気

性を考えて換気が良い場所

に変更したり、密集しない

ように人数を制限したり、

集まった際には十分な換気

を行う、といったルールを

活動者全体で確認しマニュ

アルを作成しました。

また、感染対策による活

動者同士のコミュニケー

ション不足を解消するため、

役員であるコアメンバーは、

感染対策を徹底したうえで、

顔を合わせて話をする機会

を設け、コロナ禍での開催

方法や代替策を模索したり、

協議しあう時間を確保しま

した。また、コアメンバー

以外の活動者の打ち合わせ

等は、オンライン会議が活

用できる環境を整えました。

オンラインに不慣れな世代

でも利用が定着するように、

使い方の指導や、互いに教

え合える機会をつくるよう

に工夫しました。

コロナ禍ですべてを取り

「生活支援訪問介護員養成講

座」の委託を受け、受講生

が実際に地域の中で活躍で

きるようになるまでサポー

トする機関として後方支援

を行っています。ＮＰＯの

ような民間の機関が、未来

の地域の担い手と直に接点

をもつ機会を得られること

は、その地域にとって大き

なメリットとなります。こ

の人とのつながりの機会を

最大限に活用させるべく、

日頃からどの事業において

も、人脈を結び付けていく

という強い意識をもって携

わっています。

コロナ禍での

活動状況について

新型コロナウイルス感染

症が流行し、スタッフを含

めた活動者（以下、活動者）

へマスクや消毒液などをす

べて事務所で用意し、感染

対策の徹底をしながら訪問

型の有償ボランティア活動

を続けてきました。初期の

頃は、感染症対策について

さまざまな情報があり、不

安を感じながら活動される

会員の方も多く、その負担

を軽減する必要性を感じま

した。

いち早く取り組んだのは、

活動者の方々が安全に活動

ができるよう、感染症対策

等をまとめた連絡文書を全

員に配付することでした。

また、活動者はそれぞれ家

庭環境も異なり、さまざま

な気持ちに配慮すべきと考

え、個人への聞き取り面談

も実施しました。

コロナ禍での

活動の工夫
住民主体の多世代交流サロン。コロナ感染対策の一環で屋外での活動機会を増やした。野外での散
歩でみんなの気持ちもリフレッシュされる。
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より豊かに発展させてくれ

ます。

今後の社会の生活様式の

変化によって、孤立はより

深刻化する可能性がありま

す。それぞれの地域に何が

必要なのかを見極め、実践

していく力を養っていくた

めに、関係機関との横のつ

ながりやネットワークの構

築を大切にしていきます。

県連絡会および全国連絡

会の一員として、行政と地

域の架け橋役を果たせるよ

う、有意義な情報交換の場

を革新的につくっていきた

いと考えています。七転び

八起きの道のり、多いに堪

能したいと思います。

くれました。

これからの

展望について

先日、ひとり暮らしの高

齢の男性がコロナ禍での外

出を自粛したことで人の交

流が絶たれ、今まで感じた

ことのないような孤独感に

苛まれたという話を耳にし

ました。しかし、このよう

な状況はこの男性に限った

ことではありません。新型

コロナにまつわるさまざま

な出来事は、私たちは、地

域とのつながりがいかに大

切であるかということを、

理解する機会になったとと

らえています。今後もその

時代にあった、その状況に

あった地域への関わり方を

地域の方々と協働し、知恵

をだしあいながら見つけて

いきたいと思っています。

また、県連絡会において

も、オンライン会議の積極

的な活用が進められていま

す。活動者同士でのコミュ

ニケーションのツールとな

るパソコンやスマートホン

の使い方講座の開催など、

ともに知恵を出し合いなが

ら逆境を超えていくプロセ

スは、活動者との関係性を

子だけで過ごすことによる

孤独感を少しでも払拭させ

るために、つながりを絶や

さない工夫を考えることを

大切にしました。

県域のネットワーク団体

との関わり

徳島県住民参加型在宅福

祉サービス団体連絡会（以

下、県連絡会）や住民参加

型在宅福祉サービス団体全

国連絡会（以下、全国連絡会）

のオンライン会議やオンラ

インでの研修会を通じて、

他の団体のコロナ禍での活

動状況や、工夫など情報共

有をし、全国で頑張ってい

る団体があることを知るこ

とができたことは、コロナ

禍で活動を続けるうえでの

エネルギーとなりました。

ひとりで思案していても

頭の中に思い浮かぶことは

わずかで、コロナ禍での否

定的な感情が無意識のうち

に作用して簡単に諦めてし

まうことも多くありました。

そんな時、ほかの活動者と

のつながりは、そのような

マイナス思考を払拭させて

“遊びキッド”と一緒に手紙を添えて送ります。
メールとは違う温かみが魅力。

家でつくった作品（“遊びキッド”）を写真に撮り、お母さん、お父さんがグループラインで報告し
合います。
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徳島県　TOKUSHIMA

ＹＯＵ＆ゆうの仲間たち 県連絡会の補助金を活用し、体験型の“介護技術”の講習会を開き
ました。

団体名 ＮＰＯ法人ＹＯＵ＆ゆう

代表者名 岡田　あかね

所在地 〒 771-0205 

徳島県板野郡北島町江尻柳池 12-1

連絡先 088-678-5638

当初設立年月 2002 年 12 月 16 日

たすけあい活動

者数

利用者：　50 人

提供者：　30 人

ホームページ Facebook：http://www.facebook.com/271559256707281

ホームページ ：http://producekk.wixsite.com/youandyou

主な活動内容 ≪目的≫

支援を受ける方も提供する方も変わりなく、住み慣れた地域で自分らしい生活

が安心して維持できるような地域づくりへの貢献。年齢、性別、障害のあるな

しに関わらず、誰もが役割をもちお互いに尊重しあい、豊かに暮らせる生きが

いのある地域の創造。

≪活動内容≫

・訪問介護事業所（介護保険・有償ボランティア）

・生活支援コーディネーター委託業務（町委託）

・生活支援訪問介護員養成講座（町委託）
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サロン」に取り組んでいま

す。また、介護保険事業、

障害福祉サービス事業など、

さまざまな活動にも取り組

んでいます。

活動は、地域の団体にも

協力していただきながら、

継続しています。例えば、

団体の

紹介

特定非営利活動法人隣の

会（以下、隣の会）は、鹿

児島県鹿屋市笠之原町で活

動する団体です。鹿屋市は

大隅半島のほぼ中心地に位

置し、人口100,427人、高齢

化率は28.4％です。平成11

年に任意団体として活動を

開始し、平成13年にＮＰＯ

法人格を取得しました。

「困ったときはお互いさ

ま。助けられたり、助けたり」

を理念にし、有償ボランティ

アによる通院介助・家事援

助・外出支援、地域の民生

委員とボランティアで月に

１回運営する「高齢者向け

鹿児島県　KAGOSHIMA

地域のサロン活動への調理ボランティア派遣

～コロナ禍で生まれたテーマ型と地縁型の

	 	 	 新たなコラボレーションの形～

特定非営利活動法人隣の会

理事長　齋藤　鈴子

「この事例のポイント」

・	コロナ禍でふれあいサロンの活動を休止せざるを得ない状況のなか、こ

れまでの“人と人のつながり”を切らさないよう、新たに配食活動を展開

しています。

・	さらに、配食活動でのノウハウを活かし、「食事作りのボランティア派遣サー

ビス」を開始し、コロナ禍でつながりづくり活動の充実を図っています。

（写真はコロナ禍前）「ふれあいサロンかわにし」での食事会

【コロナ禍で休止するサロン活動をサポート、

   食事作りのボランティア派遣】
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動を継続していきます。

新たな

取り組みについて

鹿屋市の生活支援コー

ディネーターとは定期的に

市内のサロン活動の様子や、

ほかの地区の情報を共有し

ています。鹿屋市内には200

以上のサロン活動を行って

いる団体がありますが、新

型コロナウイルス感染症の

影響を受けて食事を作れる

スタッフや協力会員が不足

した団体では、食事をやめ

てお茶会程度の集まりに活

動を変えた状況もありまし

た。

そこで、配食弁当のノウ

ハウを持っている隣の会が、

鹿屋市内のサロン活動でス

タッフや協力会員が不足し

ている団体の食事づくりの

サポートを行うことを考え

「食事作りボランティアの派

遣サービス」を始めること

にしました。この活動では、

生活支援コーディネーター

がつなぎ役となって、サロ

ン活動の運営団体から、「ど

ういう食事がいいのか」「ど

んなサポートが必要か」「食

材の調達をどうするのか」

などについて話を聞いても

町内会に協力していただき、

町内会報誌「町内会放送」

でサロン活動の紹介を行っ

たり、近隣の社会福祉法人

から洗濯の仕事の依頼を受

け、それを地域の障害者の

生産活動に結びつけること

で、障害のある人の収入に

つなげるなどの活動です。

こうした活動は、これから

も続けたいと思っています。

コロナ禍での

活動状況について

2012年に開始した「ふれ

あいサロンかわにし」は、

町内会、ボランティア、民

生委員が協力して、毎月1回

開催する高齢者向けの自主

運営サロンです。毎回15 ～

20名の地域で暮らす高齢者

に参加費（300円）と米１合

を持参してもらい、用意し

た手づくりの料理を囲んで

交流をしていました。しか

し、新型コロナウイルス感

染症が流行し、毎月の活動

を休止せざるを得ない状況

が続くようになりました。

休止した初めの頃は、参

加者の中でも特に見守りが

必要と感じていた５名の方

へ弁当の配食を行うなどの

支援を継続してきました。

その後、感染状況を考慮し

ながら、サロン活動の休止

と開催を繰り返すなかで、

参加者から「どうにかコロ

ナ前と同じように、月１回

の開催をしてもらえないか」

との声があり、本当に迷い

ました。

コロナ禍で隣の会が出来

る事や、参加者からの声に

どう応えるのかを、スタッ

フや協力会員とともに話し

合うなかで、これまでコロ

ナ禍で行っていた弁当の配

食を本格化して行うことに

なりました。毎週１回30食

の手作り弁当の配食を目標

にして、笠之原町内の気に

なる世帯を中心に配食する

ことに決めました。事業を

行うための費用は、日本Ｎ

ＰＯセンターが募集する「新

型コロナウイルスの影響を

受ける住民参加型在宅福祉

サービス支援助成」助成金

に応募して得られた助成金

を活用し、冷蔵庫やガスコ

ンロ、オーブンレンジ、炊

飯器などの厨房器具やフラ

イパン、鍋などの調理器具

を購入しました。

見守りを兼ねて配食に出

かけるスタッフや協力会員

は、「週に１回のお弁当が楽

しみで、１週間が早く感じ

ます」、「お弁当をしっかり

食べてますよ、元気だよ」

という利用者からの言葉を

本当に嬉しく感じ、元気を

もらっていることが伝わっ

てきました。

現在では、これまで有償

ボランティアを利用される

方に案内を出したり、隣の

会で行っている障害者のデ

イサービスに通う利用者に

手作りお弁当を作っていま

す。地域で暮らす方々の安

否確認を大切にしながら活

購入した調理器具を使って、多いときには 30 食のお弁当をつくります。
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禍前は、「小物づくりのサー

クル活動」会員の方々、放

課後デイサービスを利用す

る子ども、車椅子で来られ

る方など、地域のさまざま

な方の憩いの場となってい

ました。

この活動も新型コロナウ

イルス感染症の流行で中止

せざるを得ない状況が続い

ていましたが、地域の方の

“再開して欲しい”との声が

あり、2022年に再開できる

よう準備を進めています。

あわせて、障害のある方が、

この喫茶店で調理や配膳な

どを行い、就労場所として

も利用されるよう計画して

います。

３つめは、生活支援コー

ディネーターから提案され

ている「男性だけの料理教

室」の実施です。これまで

培った私たちのノウハウを

活かして、この活動に取り

組んでいきたいと考えてい

ます。

また、生活支援コーティ

ネーターとは、これからも

情報交換などを行い、協力

関係を築いていきたいと考

えています。

ます。

私たちが直接教えにうか

がったり、生活支援コーディ

ネーターの方がほかの団体

にも存在を広めていただけ

れば、担い手を増やしたり、

新たな団体が立ちあがるな

ど、鹿屋市内の助け合い活

動が広がっていくといいと

考えています。

二つめは、隣の会で2013

年から開始し、現在は開催

中止を余儀なくされている

「にじいろ喫茶店」の再開で

す。「にじ色カフェ」は、地

域の方なら誰でも気軽に利

用できるカフェで、コロナ

らうとともに、開催する日

程等の調整などを行っても

らいます。

こ う し た 経 過 を 経 て、

2021年12月に、食事づくり

ボランティアの派遣を行い

ました。初めての試みでも

あり、また先方からの依頼

で、当日は総菜などを配達

し、会場では参加者と一緒

に盛り付けを行いました。

参加者からの「みんなで食

べるご飯がおいしい」、「前

のように集まれる機会が

あって嬉しい」といった声

を聞くことができ、新たな

サービスを始めて良かった

と思いました。

これからの

展望について

隣の会では、2022年度に

向けて３つのことを計画し

ています。　

一つめは、これからも弁

当配食サービスや、食事づ

くりのボランティア派遣

サービスを続けながら、ま

たこれまでのノウハウを活

かした活動を地域の中で広

げていきたいと考えてい

（写真はコロナ禍前）「にじいろ喫茶店」前、コーヒーやケーキ、焼き菓子、夏はかき氷等、地域の
方が誰でも気軽に立ち寄れる喫茶店です。

食事作りのボランティア派遣の１回めの様子。この日は、調理場で作った料理を運び、参加者の皆
さんと食事を楽しみました。
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鹿児島県　KAGOSHIMA

団体名 特定非営利活動法人隣の会

代表者名 齋藤　鈴子

所在地 〒 893-0023

鹿児島県鹿屋市笠之原町 7402-5 

連絡先 0994 － 41 － 0771

当初設立年月 2001 年 5 月 1 日

た す け あ い 活

動の登録者数

サービス利用者：1,200 人

サービス提供者：　  14 人

ホームページ https://www.rinnokai.org

主な活動内容 ≪目的≫

ＮＰＯ法人隣の会は、｢ 困った時はお互いさま、助けられたり助けたり、ふれ

あいの社会 ｣を目標にし、自助・共助・公助の精神で地域に密着した福祉活動

を展開している。

≪活動内容≫

発足当初から、有償ボランティア活動を軸に、助け合い活動を継続している、

平成 24 年から地域を限定し、歩いてサロンに参加できランチを食べる、ふれ

あいサロン川西を月１回継続、また、平成 26 年から、施設内にコミュニティ

喫茶を開設し誰でも来ていい場所と考え、高齢者、障害者、近隣の方々が気軽

にコーヒーやケーキを食べに来られることや、喫茶店内で月２回 15 名程度の

女性が集まり物づくりを定期的にされていること等、幅広いコミュニティになり

つつあり、障害者の働く場所として、就労継続支援に予定をしている。またも

うひとつの、交流センターもくもくは、地域のボランティア活動の場所や研修な

ど、定期的に利用ができる場所があり活用されている。
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市からの業務委託を受けて、

現在では姶良市内の８か所

で「ひまわりハウス」の活

動が広がり、地域食堂の

「わぃわぃ食堂」や、生活困

窮や引きこもり等、普段生

きづらさを感じている方々

を対象とした“居場所”「あ

いらカフェ」と「なぎさカ

フェ」の運営をしています。

その他に、月に１回、地

域の市民活動団体や市社協

等の参加を得て、「ひまわり

ハウス運営協議会」を開催

し、活動に関わるさまざま

な情報を共有する機会をつ

くり、地域課題の解決に向

け、連携・協働を図ってい

ます。

からの委託事業として「姶

良市空き家対策調査事業」

（2012-2013）、2013年に姶良市

からの助成事業として「空

き家防止啓発・利活用促

進事業」（2013-2014）によ

り、姶良市内の一般市民への

空き家有効活用利用につい

ての講演会等で普及活動を

実施してきました。これま

での３つの事業を実施する

ことで明らかになった地域

の現状を踏まえ、地域で暮

らす方々が安心して暮らせ

る街づくりを目的に、独立

行政法人福祉医療機構から

の「社会福祉振興助成事業」

（2014-2016）の助成を受け

て、「ひまわりハウス活動」

を2014年より始めました。

その後、2017年からは姶良

団体の

紹介

ＮＰＯ法人Ｌかごしま（以

下、Ｌかごしま）は、鹿児

島県姶良市拠点として活

動する団体です。姶良市は

鹿児島県中央部に位置し、

2020年10月 現 在 の 人 口 は

76,348人（高齢化率31.6%）

で す。「LOVE・LISSEN・LIFE

の頭文字をとって、愛をもっ

て耳を傾け生活に寄り添う」

という思いを持って2010年7

月に設立しました。

2010年に鹿児島県ＮＰＯ

事業協会との協働事業とし

て姶良市内の「高齢者の社

会参加に対する意識調査」

を実施し、2012年に姶良市

「この事例のポイント」

・	ＮＰＯの活動ノウハウを活用して、ひまわりハウスという地域住民が協働

で運営する活動の場をつくっています。

・	コロナ禍で“人と人とのつながり”を切らさないよう、新たな連絡手段の

挑戦としてＬＩＮＥを活用し、これまでの仲間や利用者とのつながりを切

らさない工夫をしています。

鹿児島県　KAGOSHIMA

地域の空き家を活用した異世代間交流

～地域の調査と課題の掘り起こしから活動を考える～

特定非営利活動法人 Lかごしま

理事長　吉村	哲朗

【コロナ禍で〝人と人とのつながり″を

 切らさないためのＬＩＮＥツールの活用】
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高齢者支援・ 

異世代間交流 

「ひまわりハウス」

地域の空き家を活用した

「ひまわりハウス」は、誰も

が気軽に立ち寄れる憩いの

場を提供するとともに、活

動を通して地域住民が主体

となって地域の課題解決を

めざしています。市内の介

護事業所の協力による、定

期的な健康増進のための

ワークショップの開催や、

活動参加者による、音楽サー

クルや手芸サークルなど多

岐にわたる活動を行ってい

ます。

2014年から始まったひま

わりハウスの活動は徐々に

広がり、現在市内8か所で、

地域住民や民生委員・児童

委員、自治会、校区コミュ

ニティ協議会、姶良市社協

らと協働して「ひまわりハ

ウス」の活動を行っていま

す。コロナ禍以前は、市内

８か所で週１～２回、２～

４時間の活動に、延べ5,714

名（65歳以上の参加割合約

64％）もの参加がありました。

コロナ禍での

活動状況について

コロナ禍での活動は、市

からの自粛要請を受けて「ひ

まわりハウス」の活動は休

止せざるを得ない期間が続

きました。そのなかで、高

齢者の独居世帯や夫婦のみ

の世帯、その他見守りが必

要な高齢者世帯への食事や

フレイル対応の必要性を感

じ、自粛期間中は配食サー

ビスを新たに取り組みまし

た。高齢者の見守りが必要

な世帯を対象に、週に１回

20 ～ 30食分をつくり、お弁

当の配達を通じて健康状況

等の確認を行いました。　

地域食堂である「わぃわぃ

食堂」も活動の休止を余儀

なくされ、会食の形式から、

手づくりのお弁当（およそ

120 ～ 140食分）を取りに来

てもらうようにし、子ども

とその家族の様子を確認し

ました。

「ひまわりハウス運営協議

会」は、コロナ禍において

も月１回の集まりを続け、

それぞれの「ひまわりハウ

ス」での活動状況や、地域

の様子などを互いに共有し、

参加者相互でコロナ禍での

活動ノウハウの共有や、活

動再開の見通しなどを話し

合いました。住民参加型在

宅福祉サービス団体や、社

会福祉関係団体、市社協な

ど地域の方々が集い互いに

励まし合う機会となりま

した。

コロナ禍での

新たな取り組み

新型コロナウイルス感染

症が流行した当初は、スタッ

フや担い手、利用者の方々

には電話やＳＮＳ等を通じ

て健康状態の確認を行いま

した。また、基本的な感染

症対策の案内を行いながら、

それぞれに記録用にメモを

渡し、コロナ禍における日々

の生活の中で、遠方への外

出や遠方からの来客等、一

定の感染リスクがあった場

合はメモをとるようにお願

いをするなど感染症対策の

徹底を図りました。

「ひまわりハウス」の活動のようす
活動場所近くの海岸で昼食をとりました。お弁当の食材は、参加者やそのご家族、地域住民の方か
ら差し入れていただいた、わけぎ、たけのこ、たまご、わかめ、かめのて（海産物）、春の食材を
楽しみました。

（写真はコロナ禍）
2021 年 9 月に「まん延防止等重点措置」が解除
され、1か月ぶりに「ひまわりハウス運営協議会」
を開催し、各ひまわりハウスに参加されていた
方々の状況報告や今後の活動および、これから
の感染防止策について話し合われました。

介護事業所のご協力のもと、定期的に健康増進
のためのワークショップ等を開催しています。
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また、コロナ禍では活動

自粛の影響で、“人と人との

つながり”がさらに希薄化

されることを懸念し、スタッ

フ、担い手、利用者の方々

との連絡にＬＩＮＥを活用

するようにし、利用が広が

るよう、スマートホンやパ

ソコンの操作が苦手な高齢

者向けに「ＬＩＮＥ講座」

を開きました。少しずつ利

用者も増えていき、コロナ

禍での連絡手段のひとつと

して活用を続けています。

これからの

展望

新型コロナウイルス感染

症の影響から「ひまわりハ

ウス」の活動を休止してか

ら約１月半が経ち、現在は

感染症対策を徹底すること

で再開することができま

した。

再開してコロナ禍での過

ごし方を利用者にうかがう

と、「ひまわりハウス」を利

用していただいた方は、「週

に１回、ひまわりハウスに

参加し仲間たちと食事を楽

しむのが当たり前で、突然

その行き場を失ったことで、

気持ちが落ち込んで何もや

れなくなってしまいました」

といった声や、「これまで家

事援助で草むしりに来てく

れた方がコロナ禍で来れな

くなり、家にこもっていて

も退屈で、自分で草取りを

しましたが、作業中に転倒

をして骨折してしまいまし

た」といった声を聞きまし

た。改めて地域の通いの場

という拠点の大事さを感じ

ました。

これからのコロナ禍では、

“新たな生活様式”を意識し

ながらも、これまでもめざ

していた“気心の知れた地

域住民同士の助け合い”が

進むよう、これまで培った

私たちのノウハウを活かし

て、この活動に取り組んで

いきたいと考えています。

また、生活支援コーディ

ネーターとは、これからも

情報交換などを行い、協力

関係を築いていきたいと考

えています。

「ひまわりハウスわぃわぃ食堂」の様子
コロナ禍で対面での食事会はまだ開催できませんが、多くの子どもさん方、保護者の方、地域の方がお越しくださいました。130 個準備したお弁当も
すぐになくなってしまいました。

高齢者を対象とした「スマートフォン活用講座」
の様子
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鹿児島県　KAGOSHIMA

団体名 特定非営利活動法人 L かごしま

代表者名 吉村　哲朗

所在地 〒 899-5653　

鹿児島県姶良市池島町 20 番地 20

連絡先 0995-66-6818

当初設立年月 2010 年 7 月 28 日

た す け あ い 活

動の登録者数
サービス利用者およびサービス提供者を合わせて、400 名程度

ホームページ http://el-kagoshima.net

主な活動内容 ≪目的≫

ＮＰＯ法人Ｌかごしまは、広く市民活動団体の支援を行うとともに、各団体の

協働の機会づくりに努め、共生・協働の地域社会づくり推進に寄与することを

目的とする。

≪活動内容≫

« 活動内容 »

○住民相互の助け合い活動

「ひまわりハウス」、「わぃわぃ食堂」、「あいらカフェ、なぎさカフェ」

○市民活動支援事業

情報発信支援 / ホームページ作成、更新・ちらし作成・広報誌、情報誌作成　

ＩＴ活用支援 / 市民活動団体を対象としたパソコン講座、広報活用講座等の開催

イベント支援 / 市民活動団体の開催するイベントの補助

業務支援 / 市民活動団体の業務補助

 

○市民活動団体の理解促進・普及事業

企業や自治会を対象とした市民活動への理解促進、普及を図る講座やイベント

の開催
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自粛ムードの解消法、行き場のなくなった
　　「参加ニーズ」を支えるコーディネート
　～「共助」で築く生活支援体制整備～

大阪市・特定非営利活動法人フェリスモンテ　
事務局長　隅田　耕史

大阪府　OSAKA

住民参加型ネットワーク組織の事例集

Ⅴ
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が、現在では進行や会議録

作成のためのメモは会員間

同士に役割を分担し、会議

を進めるようになりました。

団体の

紹介

札幌市在宅福祉活動団体

ネットワーク（以下、在福

ネット）は、札幌市内を活

動拠点とする在宅福祉分野

のＮＰＯ法人、非営利団

体、地域ボランティアなど

の市民活動団体同士による、

新しい「ふれあい社会」づ

くりをともに進めていくこ

とを目的とする団体です。

2001年に設立され、今年20

周年を迎えました。活動内

容は、役員会を２か月に１

回程度実施し、研修会や茶

話会の企画や検討を行って

います。

事務局業務は、札幌市社

会福祉協議会ボランティア

活動センター（以下、札幌

市社協）が担っており、主

に会議の調整や、会議録の

作成など在福ネットの活動

や運営をサポートしても

らっています。その他にも、

在福ネットの活動費として

毎年２万円程度の助成金を

もらっています。　

会議の進め方では、これ

まで進行や企画内容につい

て事務局に頼っていました
市民への啓発用にリーフレットを作成してい
ます。

会員に活きた情報を提供する

＜ヒアリング先＞

①：下川原　清美

　　（札幌市在宅福祉活動団体ネットワーク（在福ネット）　会長）

②：札幌市社会福祉協議会

団体名 札幌市在宅福祉活動団体ネットワーク

（住民参加型在宅福祉サービス団体全国連絡会	幹事団体）

事務局 （札幌市社会福祉協議会　ボランティア活動センター）

会員団体数 32 団体（うち役員は 10 団体）

活動内容 ・	役員会（2 か月に 1 回）　・研修会

・	茶話会　・助成金申請の勉強会　

会費 ・	団体会費（年間）　　：1,000 円

・	個人会費（年間）　　：500 円

・	学生団体会費（年間）：500 円
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有する機会や、勉強の機会

として集まることに力をい

れてきましたが、札幌市の

ネットワーク組織として、

札幌市や札幌市社協への提

言ができるよう会員間で連

携する事業を検討していき

たいと考えています。

また、北海道内の住民参

加型在宅福祉サービス団体の

ネットワークがさらに広がる

よう、在福ネットの活動や各

団体の活動をまとめたＤＶＤ

の作成を進めております。

今後は、新規団体の把握

や会員増につなげられる工

夫や、さらなるネットワー

クづくりに向けた検討を

行っていきたいです。

した取り組みができないか

を模索しています。

また、コロナ禍では情報

共有する場が少なくなった

ことから、定期的にメー

ルニュースの配信を行って

います。事務局が配信して

おり、市内の行政等からの

助成金の案内や、全国連絡

会の幹事会の内容やメール

ニュースなどを共有するよ

うにしています。また、助

成金を申請するための勉強

会を開催するなど会員に役

立つ情報や学びの機会をつ

くっています。今回の全国

連絡会の助成金の採択数が、

札幌市が一番多かったのも、

それらのおかげではないか

と思います。

これからの

展望について

これまでは相互に情報共

コロナ禍での

ネットワーク組織について

新型コロナウイルス感染

症が拡大し、定期的に対面

で実施してきた役員会をＺ

ＯＯＭを活用したオンライ

ン会議に切り替えました。

始めのうちは、ＺＯＯＭへ

の入室の仕方や、操作で苦

労をしましたが、事務局で

ある札幌市社協の担当者の

サポートやＺＯＯＭの勉強

会を開き学んたことで、現

在は会議もスムーズに行う

ことができるようになりま

した。オンライン会議に切

り替わったことで、これま

で研修会等の登壇者は札幌

市内の方へ依頼していまし

たが、全国から講師をお願

いできるようになりました。

また、これまで研修会等へ

の参加が移動や時間的な理

由で難しかった方の参加が

増えました。

最近では、役員会に北海

道大学の学生が参加してく

れています。生活支援のボ

ランティア活動をしたいと

札幌市社協に相談があり、

このことをきっかけに生活

支援体制整備事業に関わる

ボランティア団体として参

加しています。そして、在

福ネットの会員となり、こ

の役員会にオブザーバーと

して参加をするようになり

ました。今後は学生と協力

定期的に会員同士でテーマを出し合い、勉強
会を行っています

定期的に実施する茶話会はＺＯＯＭを活用して、会員間での情報共有を行っています。

コロナ禍ではマスク着用、消毒液の設置など感染
症対策を行い、対面での研修会を開催しました。

当日は学生団体会員の方にも参加いただきま
した。
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自立運営によるネットワークの先に見えてきたこと

＜ヒアリング先＞

①：井上　謙一

　（群馬県住民参加型在宅福祉サービス団体連絡会　会長／

　　　　　認定特定非営利活動法人じゃんけんぽん　代表者）

②：群馬県社会福祉協議会　

活用した担当の臨時職員と

県社協職員が兼務で配置し

ていました。しかし近年

は、だんだんと本講習会の

団体の

紹介

群馬県住民参加型在宅福

祉サービス団体連絡会（以

下、県連絡会）は、住みな

れた地域での助け合いの気

持ちを基本に育児・介護や

家事などのお手伝いをする、

営利を目的としない有償・

有料のサービスを提供する

団体が集まって2000年に発

足しました。

2007年度からは国土交通

大臣認定講習実施機関とし

て「移送サービス運転協力

者講習会（福祉有償運送運

転者講習・セダン等運転者

講習）」を開催し、多い時に

は年に３回程度の講習を開

催し、400名を超える多くの

方に受講をいただきました。

県連絡会では、この講習

会の収入を財源としていま

す。事務局は、この財源を
「移動サービス運転車講習会」をコロナ禍でも
対面で実施しました。

団体名 群馬県住民参加型在宅福祉サービス団体連絡会

事務局 群馬県社会福祉協議会

会員団体数 34 団体（うち役員は 10 団体）

活動内容 ・	役員会（年に 4 回程度）

・	移送サービス運転協力者講習会

・	セミナー、視察研修、講演会

・	茶話会

・	助成金申請の勉強会

・	その他、情報交換、各種研究、広報活動等

会費 ・	団体会費（年間）　　：3,000 円

・	任意団体会費（年間）：1,000 円
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受講者数が減少し、また新

型コロナウイルス感染症の

流行で開催休止を余儀なく

せざるを得ない状況もあり、

2021年度から臨時職員も配

置できなくなりました。

今、県連絡会の代表者会

議では、これからの取り組

みについて議論を進めてい

るところです。役員からは、

公的制度だけでは解決しな

い地域の困り事を、地域住

民の立場で、助け合いを通

して解決する活動といった

住民参加型団体の本来の趣

旨に沿った活動に注力すべ

きといった話が出ています。

現在は貧困家庭の子ども

への支援や、引きこもり対

策、マイノリティ支援といっ

たワードがあがっており、

これらの支援を行うため会

員同士での勉強会を通じて、

県連絡会として出来ること

を探っています。

県域のネットワーク

団体のあり方

これまで県連絡会では、

自立した活動ができるよう、

講習会を中心に運転資金を

得ることを大切にしてきま

した。しかし、昨年までは

稼ぐことが主になり、本来

の県域のネットワーク団体

として、県内の会員に向け

た支援が十分行われていた

かを考える時期を迎えまし

た。県域のネットワークと

して受け持っている業務だ

けでなく、会員が地域の中

で活動し易くなる支援を考

え、また会員数を増やすべ

く県内の助け合い活動団体

への周知等、“県連絡会も一

緒に活動を進める”という

考えを示していきたいと考

えいます。

新たな会員を

増やすため

県連絡会の会員で、生活

支援コーディネーターの活

動を行っている方を中心に、

“群馬県新地域支援事業推進

協議会へ2013年から派遣を

しています。この新地域支

援事業推進協議会では、県

内ですでに助け合い活動を

行っている団体から相談を

受けたり、新たに助け合い

活動を始めようとしている

団体からの相談を受けたり、

情報を持っています。これ

まで、県連絡会とは異なる

活動であったことから、連

携等は進めてきませんで

した。

新地域支援事業推進協議

会に参画した県連絡会の会

員からは、「県内では助け合

い団体が情報共有できる場

を求める声が多いが、新地

域支援事業推進協議会では

助け合い活動に求められる

情報の発信や、会員同士が

気軽な意見交換、勉強会等

ができる機能を有しておら

ず、県連絡会が連携してこ

ういった声に対応できない

か」といった意見もありま

した。

今後は、新地域支援事業

推進協議会との連携をしな

がら、会員増につなげてい

きたいと考えています。

これからの

展望について

　

県連絡会では、ふたつの

展望があります。ひとつめ

は、群馬県社協では、今後

５年間の取り組みの方向性

や目標を示す「第３期群馬

県社会福祉協議会活動推進

計画」（以下、第３期活動推

進計画）を2021年4月に策定

しています。本計画には、

住民参加型サービス団体の

活動推進と連携の必要性等

が示されています。県連絡

会としても、群馬県社協

とともに県内の住民参加型

サービス団体の活動推進に

向けた支援を行い、また第

３期活動推進計画の目標達

成がされるよう、協力をし

ていきたいと考えています。

ふたつめは、県連絡会で

は、オンライン会議ができ

る環境を整え、少しずつオ

ンライン会議の開催に切り

替えてきました。2022年度

以降は、コロナ禍での状況

も考えながら、オンライン

会議を実施し、会員相互の

情報共有の場の提供を行っ

ていきたいと思います。ま

た、まだオンラインに慣れ

ていない会員に向けた勉強

会や、互いに教え合える環

境づくりなどを行いたいと

思います。

移動サービス運転車講習では、実技講習を行
い、実践を学びます。
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南区内の助け合い活動団体

等へ周知するため、横浜市

社協が作成した「ボランティ

ア活動は私たちのまちの宝

物」（リーフレット）や、「ボ

ランティア活動にあたって

の注意事項」（チェックリス

ト）を港南区内の地区社協

と自治会を通じて配布しま

した。　

また、“コロナ禍でも活動

を工夫し継続する団体の事

団体の

紹介

港南区住民参加型在宅福

祉サービスグループ連絡会

（以下、連絡会）は、横浜市

港南区内の助け合い活動等

を行うＮＰＯ法人や社会福

祉法人、任意団体、地域ケ

アプラザ（※）、株式会社な

ど多様な団体が参画してい

ます。団体の相互のネット

ワークの構築や、会員同士

の連携の促進を支援し、港

南区内の助け合い活動の活

性化を目的に活動を始めま

した。

活動内容としては、会員

同士の情報交換、課題の協

議・検討等を中心に年３～

４回程度開催しています。

また事務局が研修会の企画

立案や、定期的に助成金、

港南区以外の住民相互の助

け合い活動している団体の

紹介など情報発信を行うな

ど、運営面でのサポートを

担っています。

コロナ禍での

活動

連絡会では、“コロナ禍で

も活動を工夫し継続する団

体の事例”や、つながりを

切らさない活動、感染対策

の環境づくり等について、

会員同士で情報共有・検討

を行いました。

そして、感染症対策やコ

ロナ禍での活動事例等を港

社協会員制度を活用したネットワーク活動

～ with コロナのための積極的な情報の共有と発信～

＜ヒアリング先＞

①港南区住民参加型在宅福祉サービスグループ連絡会

②横浜市港南区社会福祉協議会

（写真はコロナ禍前）住民参加型市民活動分科
会内での情報交換の様子　

団体名 港南区住民参加型在宅福祉サービスグループ連絡会

事務局 横浜市港南区社会福祉協議会

会員団体数 32 団体

活動内容 ・	情報交換および交流会（年３～４回）

・	研修会

会費 なし

はむたん
（横浜市港南区社協の

マスコットキャラクター）
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例”や、つながりを切らさな

い活動、感染対策の環境づく

り等について会員同士で情報

共有・検討を行いました。

これからの

展望について

分野を超えた横断的な

ネットワークを生かし、活

動の活性化や継続的に安定

した運営を行うための手法、

活動の中で顕在化した新た

な課題等の協議や検討を行

う場づくりを行い、会員の

皆さんが継続して参加しや

すくなるよう運営を進めて

いきます。

港南区社協では、新型コロナウイルス感染症の対策の周知のため、
約 1,200 部印刷し地区社協連合、自治会単位まで幅広く配布した。

図	：	チェックリスト「ボランティア活動にあたっての注意事項」図：リーフレット「ボランティア活動は私たちのまちの宝物」

（写真はコロナ禍前）住民参加型市民活動分科会内での情報交換の様子　

（※）地域ケアプラザ
地域ケアプラザは、高齢者、子ども、障害のある人など誰もが地域で安心して暮らせるよう、身近な福祉・保健

の拠点としてさまざまな取組を行っている、横浜市独自の施設です。

令和３年４月現在、市内に141か所あります。

（横浜市ホームページ　https://www.city.yokohama.lg.jp　最終アクセス　2022年6月3日）
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コロナ禍で

の状況

新型コロナウイルス感染

症が流行し、定期的に対面

で実施してきた役員会や、

会員同士の交流会等は、オ

ンライン会議に切り替えま

した。始めのうちは、入室

の仕方や、操作で苦労をし

ましたが、事務局である新

潟市社協の担当者のサポー

トもあり、現在は会議もス

団体の

紹介

新潟市住民参加型在宅福

祉サービス団体連絡会（以

下、市連絡会）は、新潟市

内にある助け合い活動団体

の相互のネットワーク化の

促進と、会員同士の連携の

促進を支援し、新潟市の地

域で暮らす方々が安心して

暮らしていけるよう助け合

い活動の裾野を広める事を

目的に、2000年から発足し

ました。市連絡会の事務局

は、新潟市社協が担ってい

ます。

主な活動内容は、会員同

士の意見交換や交流会、毎

年実施するセミナーの開催、

市民団体のパンフレットの

作成と市内への周知、助成

金情報や助け合い活動団体

に必要な情報の提供、その

他研修会を実施しています。

新潟市民向けに住民参加型在宅福祉サービス団体情報の

周知による理解促進

＜ヒアリング先＞

①：青木　洋之

（新潟市住民参加型在宅福祉サービス団体連絡会／

ＮＰＯ法人にいがた若者自立支援ネットワーク伴走舎　事務局長）

②：新潟市社会福祉協議会

団体名 新潟市住民参加型在宅福祉サービス団体連絡会

事務局 新潟市社会福祉協議会

会員団体数 １１団体

活動内容 ・	役員会（年 4 回）

・	意見交換会、勉強会、セミナー等

・	 新潟市住民参加型在宅福祉サービスガイドの作成（市民団体のパンフレット）

・	コロナ禍ではオンライン会議を行い、各団体コロナ禍での活動の状況や、

全社協で開催されたフォーラムや勉強会の報告会。

会費 なし
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ムーズに行うことができる

ようになりました。

2021年度は、主に各団体

のコロナ禍での活動の状況

や、住民参加型在宅福祉

サービス団体全国連絡会に

参画する役員からの報告な

ど、会員のつながりを切ら

さないための緩やかな会議

を行ってきました。

市域のネットワーク団体

の支援

市連絡会では、会員から

の「助成金の情報が届かな

い」、「コロナ禍での感染症

対策の情報を知りたい」と

いった声を受け、県・市内

の助成金情報や、感染症対

策をまとめた内容をメール

ニュース等で定期的に配信

をしています。

また、市内の助け合い活

動団体の活動内容を紹介す

る「新潟市住民参加型在宅

福祉サービスガイド」を毎

年更新しています。こちら

のガイドブックは、市内の

住民に向けた助け合い活動

への理解と利用促進につな

げることを目的に、周知を

行っています。団体名や活

動内容、連絡先、利用料な

ど細かくお知らせしています。

今後も市内の助け合い活

動が活性化されるよう、支

援を続けていきたいと思い

ます。

これからの

展望について

市連絡会では、これまで

会員からの声として、市社

協との連携は続けていきな

がら、新潟市や関係する中

間支援組織等との連携の必

要性があげられています。

今後、新潟市の地域包括ケ

ア推進課や、新潟市内の生

活支援コーディネーターと

のつながりをつくり、意見

交換する機会の創出や、相

互に情報の共有をし会員に

向けた情報の発信など、市

域のネットワーク団体とし

て支援を行っていきたいと

考えています。

また、コロナ禍で助け合

い活動の”利用が減ったこ

と”、”担い手等の不足”が

あげられています。今後も

会員相互に意見交換や、そ

れぞれの団体が持つ、会員

増のためのノウハウの共有

が出来る機会をつくる予定

です。

「新潟市住民参加型在宅福祉サービスガイド」（左：表紙、右：背表紙【団体一覧】）
https://www.syakyo-niigatacity.or.jp
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図るため、2020（令和２）

年４月には、「愛知県住民

参加型在宅福祉サービス団

体連絡会議」を新たに設置

しました。この連絡会議は、

住民参加型在宅福祉サービ

スの地域住民のニーズに対

応した供給のあり方や、各

団体における諸課題につい

て解決を図るため、各団体

間の情報交換、研修等を行

うことを目的としています。

県内の団体から代表で10名

の方に委員に就任いただき、

年２回会議を開催し、課題

やセミナーの内容について

検討するほか、各団体の情

団体の

紹介

1975（昭和50）年代後半

になると、生活上の支援を

必要とする人たちも、住み

慣れたまちで暮らし続けら

れるような活動が試みられ

るようになりました。支援

を必要とする人と支援を提

供する担い手が、相互の助

け合い活動として組織化を

図り、会員制で有償・非営

利なサービスを提供する住

民参加型在宅福祉サービス

活動は、福祉活動に対する

新しい形態として都市部を

中心にこの頃から始まりま

した。

愛知県社会福祉協議会（以

下、県社協）では、1993（平

成５）年、住民参加型在宅

福祉サービス団体懇談会を

15名の参加を得て実施しま

した。団体数は、懇談会開

催時には、20団体であった

のが、その後も増え続け、

2021（令和３）年には、104

団体となっています。

初めての懇談会開催以降

も、代表者会議や各種セミ

ナーを開催してきましたが、

県内の団体間の連携をより

社協の働きかけで多くの登録団体　

～ネットワーク組織との繋がりで様々な助け合い～

＜ヒアリング先＞

①：矢澤　久子

（愛知県住民参加型在宅福祉サービス団体連絡会議　委員長／

	認定特定非営利活動法人　ネットワーク大府　理事長）

②：愛知県社会福祉協議会地域福祉部

団体名 愛知県住民参加型在宅福祉サービス団体連絡会議

（住民参加型在宅福祉サービス団体全国連絡会	幹事団体）

事務局 愛知県社会福祉協議会地域福祉部

会員団体数 104 団体（委員選出　９団体）

活動内容 ・	連絡会議（９名）年２回程度

・	セミナー（年１回　行政・社協・愛知県ホームヘルパー連絡協議会にも声

掛け拡大セミナー）

会費 なし
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報交換を行っています。

この連絡会議やセミナー

の事業については、県社協

の年次事業計画にも記され

ており、事業費についても

予算化されています。

活動状況調査と

便覧の作成

県社協では、1993（平成

５）年から、県内の住民参

加型在宅福祉サービス団体

の活動状況と団体数を把握

するため、調査を実施して

います。また、1997（平成９）

年からは、この調査を基に

した、住民参加型在宅福祉

サービス団体の便覧を作成

しています。なお、現在では、

便覧の作成は、３年に一度

となっています。

各種セミナー

の開催

県社協では、住民参加型

在宅福祉サービス団体を対

象としたセミナーを毎年開

催しています。

しかしながら、新型コロ

ナウイルス感染症が流行し

た2020（令和２）年度のセ

ミナーについては、開催で

きませんでした。2021（令

和３）年度のセミナーにつ

いては、オンラインでの開

催も検討しましたが、参加

者からは、やはり対面での

研修が望まれることから、

次年度に延期することとな

りました。

これからの

展望について

今後も、新型コロナウイ

ルス感染症の拡大について

は、先が見通せない状況が

続くことが考えられること

から、会議やセミナーにつ

いても、リモートでの開催

ができるようＩＣＴの活用

についても進めていきたい

と思っています。また、コ

ロナ禍においても、活動を

止めることがないよう、団

体間の連携を図っていき

ます。

( 写真はコロナ禍前 ) 毎年セミナーを開催し広
く住民にも参加を呼び掛けて実施しています。「愛知県内住民参加型在宅福祉サービス団体便覧」

感染症対策を行い対面での会議を行っています。
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が一緒になって情報交換を

行う機会の提供、時には団団体の

紹介

大阪有償ボランティア団

体連絡会（以下、連絡会）は、

大阪市社会福祉協議会（以

下、大阪市社協）の呼びか

けで集まった大阪市内の住

民参加型在宅福祉サービス

団体が情報交換会での交流

を重ねて、1998年に発足し

ました。その後2014年には、

「大阪府住民参加型在宅福祉

サービス団体連絡会」のメ

ンバーが参加し、現連絡会

の姿になりました。

連絡会は会費を主な財源

とし、毎月の定例会で行う

会員相互の情報交換の機会

や、研鑽を目的とした府内

の助け合い活動団体の施設

見学、毎年実施している勉

強会の企画・運営、イベン

ト出展、その他情報交換会

の企画・運営など幅広く活

動を行っています。事務局

は市社協が担い研修会、会

議等の運営のサポートを

担っています。

また、大阪府社会福祉協

議会は、連絡会の連携団体

として、研修会の共同開催、

会議の運営サポート、府内

で総合事業を実施する加盟

団体とその自治体の担当者

政令市と府のネットワークが合併

～ネットワーク組織との繋がりで様々な助け合い～

＜ヒアリング先＞

①：三和　清明

　（大阪有償ボランティア連絡会　副代表／特定非営利活動法人寝屋川	

　　	 	 	 	 	 	 	 あいの会　理事長）

②：大阪市社会福祉協議会

③：大阪府社会福祉協議会　

団体名 大阪有償ボランティア団体連絡会

事務局 大阪市社会福祉協議会

連携団体 大阪府社会福祉協議会

会員団体数 １２団体（役員は６団体）

活動内容 ・	定例会（月 1 回）

・	情報交換会

・	勉強会（学習会）

会費 ・	団体会費（年間）：5,000 円

・	個人会費（年間）：3,000 円

「大阪有償ボランティア団体連絡会パンフレット」
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体間での運営ノウハウや課

題意識を持ち寄り検討を行

うなどの関係を構築してい

ます。

コロナ禍での

ネットワーク活動

新型コロナウイルス感染

症が流行した当初は、月に

一度開催していた定例会の

開催を中止しました。その

後、対面での開催は欠席す

る会員も増え、ＷＥＢ会議

での開催ができるよう体制

を整えました。

その後、オンライン開催

での定例会は増え、毎年実

施している勉強会等もオン

ラインで開催をしました。

一部、セミナーをハイブリッ

トでの開催としましたが、

準備期間中もさまざまな対

応に追われ、また当日は対

面形式とは異なる運営の難

しさを感じ、来年（2022年）

度のオンライン会議での工

夫が必要に感じました。

また、会員の中にはオン

ライン参加ができない人達

もいて、十分な配慮ができ

ていなかったことが課題に

あります。

助成金を活用

した工夫

そこで、会員の中でオン

ラインの普及が進むよう、

オンライン講座等を検討し

ました。この活動は、住民

参加型在宅福祉サービス団

体全国連絡会の「新型コロ

ナウイルス感染症対応のた

めの環境等の整備助成事業」

に応募し、決定した助成金

を活用して行いました。

具体的な取り組みは３つ

あります。ひとつめは、連

絡会で企画する「オンライ

ン講習会」を開催し、府内

のＩＣＴ支援を行うＮＰＯ

からオンラインでの会議の

行い方について学ぶ機会を

作りました。

ふたつめは、オンライン

会議等への参加方法を知り

たい団体から要望があれば、

事務所等を訪れて使い方を

直接伝えるものです。教え

るのは、オンライン会議の

教え方を学んだ加盟団体の

中で得意な方です。連絡会

に加盟する団体に加えて、

それ以外のＮＰＯにも教え

にいきました。

３つめは、オンラインセ

ミナー等を連絡会で開催す

るための、機材等を購入す

るために活用しました。

これからの

展望について

連絡会では、これまで府

内の住民参加型在宅福祉

サービス団体の方を対象に

勉強会への参加を促してい

ます。来年（2022年）度は、

訪問サービス、移動サービ

ス、食事支援、居場所活動

等に取り組む府内や近畿地

方の活動団体にも呼びかけ

勉強会を行う準備をしてい

ます。さらに、現在連絡会

に加盟していない府内の住

民参加型在宅福祉サービス

団体に呼びかけ、会員数増を

めざしたいと考えています。

こうしたネットワークを

広げていくためには、大阪

府社協、大阪市社協、地域

で活動されている生活支援

コーディネーターに協力を

いただき、地域住民の方々

に連絡会の活動を知っても

らうところから始めていき

たいと考えています。

加盟団体を対象に行ったオンライン講習会
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助成金を活用した

コロナ禍での工夫

新型コロナウイルス感染

症が流行し、毎月行われて

いた定例会の開催を２か月

に１回に減らし、開催方法

もオンライン会議（ＺＯＯ

Ｍ）を導入するようになり

ました。当時はオンライン

会議も無料会員のため、時

間制限のある中での開催と

団体の

紹介

ひょうごん福祉ネット

は、公的制度では提供でき

ないサービス・見守り・相

談援助を実施しているＮＰ

Ｏ団体等の集まりの場とし

て、2008年3月に発足しまし

た。「地域で住民同士で、助

け合う活動を実施する福祉

系ＮＰＯ団体が、情報を共

有し課題の解決を図ること

で、各団体の経営力と提供

するサービスの質を向上さ

せ、併せて制度外事業の社

会的認知を高めること」を

目的に活動をしています。

具体的には、加盟団体間

での定例会や各部会の開催、

神戸市との情報共有・協議

の場の調整と開催を行って

います。

３つの部会でネットワーク活動を活性化

＜ヒアリング先＞

①：村山　メイ子

（ひょうごん福祉ネット　代表／

　ＮＰＯ法人東灘地域助け合いネットワーク　理事長）

団体名 ひょうごん福祉ネット

会員団体数 23 団体（うち役員は 8 団体）

活動内容 ・	役員会

・	定例会	

（目的：団体間交流、地域課題発掘、ネットワーク事業、その他の情報交換）

・	部会

①生活支援部会：各団体の生活支援の実施状況報告と情報提供及び「住民主

体訪問サービス」事業に関する意見交換

②居場所部会：コロナ禍における居場所の工夫について考え、会員への情報

提供を行う

③居住支援部会：居住支援法人と居住支援育成事業団体の情報交換と今後の

見通し、課題共有を行う。

　　

会費 会費（年間）：5,000 円
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団体との情報共有や連携

をすることが必要だと考え

ます。

こういった課題を加盟団

体と一緒に考え、議論を進

めながら、兵庫県社協のア

ドバイスもいただきながら、

県域のネットワーク組織と

して加盟団体への支援を

行っていきたいと考えてい

ます。

事業」について、神戸市と

の意見交換の場を設定する

ため、部会員と情報交換し、

課題を出し合い、意見交換

の内容を話し合ったりして

います。

「居場所部会」では、コロ

ナ禍における居場所の工夫

について学ぶため、県内の

ＮＰＯ法人等を対象に「居

場所めぐり」を２回行いま

した。現地に希望する部会

員が直接訪れ、現場の様子

をスマホで撮影し、オンラ

イン会議ツールを通じて、

出席できなかった加盟団体

と情報共有しています。こ

のアイデアも、部会員から

あげられました。

「居住支援部会」は、居

住支援法人と居住支援育成

事業団体等と情報交換をし

たり、相談業務の事例を報

告し合って互いの学びの場

となっており、現在は６団

体がこの部会に登録してい

ます。

今後の展望

について

オンライン会議を実施す

る機会が増えるなか、これ

まで参加されていた方の欠

席が増えていることが課題

です。オンラインに不慣れ

な方のための「オンライン

講座」や、加盟団体相互に

オンライン会議の使い方を

教え合える環境づくりも、

今後は必要になってくると

思います。

また、これまでひょうご

ん福祉ネットでは、兵庫県

社会福祉協議会（以下、兵

庫県社協）との関わりがほ

とんどありませんでした。

今後、地域の福祉課題が多

様化するなか、さまざまな

なり、スムーズに進めるこ

とができませんでした。

そのため、早期に有料会

員となり、快適なオンライ

ン会議ができる環境を整え

るため、住民参加型在宅福

祉サービス団体全国連絡会

の「新型コロナウイルス感

染症対応のための環境等の

整備助成事業」に応募し、

決定した助成金を活用し、

年間の有料会員の契約を結

び、今では集中した会議が

出来るようになりました。　

しかし、加盟団体の高齢

化もあり、オンラインに馴

染みの無い方の参加が少な

くなっていきました。なる

べく加盟団体の皆さんが会

議に参加できるよう、対面

とオンライン会議のどちら

かを選べるようにしました。

また感染対策に十分な広さ

の会場を借りるための費用

に助成金を充てています。

部会の

発足

コロナ禍ですべての会員

の予定を合わせることが難

しいことと、協議が必要な

事業が多岐にわたっていた

ため、2020年に部会を試し

に立ちあげました。その結

果を受けて、2021年度より

課題ごとに３部会が立ちあ

がり、加盟団体が自分の興

味関心のある部会に主体的

に参加しています。

各部会には部会長がいて、

これまで以上に協議等も進

み、発展的になっています。

各部会での

活動について

「生活支援部会」では、「神

戸市住民主体訪問サービス

「ひょうごん福祉ネットパンフレット」
会員団体の情報がまとめられています。
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2020年度は、新型コロナ

ウイルス感染症が流行し、

会議や、総会を書面のみの

審議とするなど、加盟団

体同士の交流の機会を休止

せざる得ない状況がありま

した。

本ネットワーク組織の活

動は、加盟団体の会費のみ

で事業を行っており、2021

年度「ネットワーク研修会」

の開催にあたり、感染拡大

防止のため密集せず余裕の

あった空間が必要なため、

広い会場を借りる必要があ

りました。

そのため、住民参加型在

宅福祉サービス団体全国連

絡会が募集する「新型コロ

団体の

紹介

しまね住民参加型在宅福

祉サービスネットワーク（以

下、本ネットワーク組織）は、

島根県内にある在宅福祉分

野のＮＰＯ型、地縁組織型、

生活協同組合型、社会福祉

協議会型など、複数の助け

合い活動等団体で構成され

ています。1998年に立ちあ

がり、県内の住民参加型団

体の活動推進と普及を図る

とともに、団体相互の発展

をめざして、ゆるやかなネッ

トワークの形成を目的とし

た活動をしています。

具体的な活動内容には、

毎年開催している「しまね

住民参加型在宅福祉サービ

ス団体ネットワーク研修会」

（以下、「ネットワーク研修

会」）のほか、島根県から島

根県社協が受託している「生

活支援コーディネーター養

成研修」における年４回の

情報交換会への参加を会員

へ促し、会員相互の情報共

有や意見交換などを行って

います。その他、広報活動、

調査研究活動等を行ってい

ます。

コロナ禍で

の状況

コロナ禍での研修会開催に向けた工夫

＜ヒアリング先＞

①：大錦　清文

　（しまね住民参加型在宅福祉サービス団体ネットワーク幹事／

　	出雲市社会福祉協議会　地域福祉課　係長

	 	 	 	 	 　・生活支援コーディネーター）

②：島根県社会福祉協議会

団体名 しまね住民参加型在宅福祉サービス団体ネットワーク

事務局 島根県社会福祉協議会

会員団体数 １７団体（うち役員は５団体）

活動内容 ・	総会　	（年 1 回）

・	役員会（年 1 回）

・	研修会（年 1 回）

・	交流会（年 4 回）　※県社協事業と連携して実施

会費 ・	正会費（年間）：3,000 円

・	準会費（年間）：1,000 円
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ナウイルス感染症対応のた

めの環境等の整備助成事業」

に応募し、決定した費用で

本研修会を開催しました。

ネットワーク助成を

活用して「ネットワーク

研修会」を開催

当日は広めの会場を借り

て、ハイブリットでの開催

をし、会場参加とリモート

参加を合わせて71名とたく

さんの方にご参加をいただ

くことができました。実践

報告では、移動支援や生活

支援について、それぞれの

地域における課題を踏まえ

た取り組み、コロナ禍にお

ける取り組みの工夫等につ

いてお話をいただきました。

情報交換会では、多種多様

な職種から参加された方々

とコロナ禍での課題共有や

情報共有ができる機会とな

りました。参加者からも「参

考になった」「実践したい」

と、大変実りのある研修に

なり、安全に開催できたこ

とを大変嬉しく思いました。

コロナ禍での

ネットワーク組織

コロナ禍で、これまで開

催していた各研修会や、通

年で行ってきた会議等を、

リモートでも集合研修でも

参加できるよう体制を整え

ました。オンライン機材に

ついては、島根県社協が所

有するものを使用し、加盟

団体にオンライン会議の使

い方などを教えながら、こ

れまでオンライン会議や研

修会を開催してきました。

加盟団体の会員も、オン

ラインに慣れ、2021年度は

「生活支援コーディネーター

同士の情報交換会」や、「コ

ロナ対策をしながらの研修

会「だけど」と「なので」

を考える」といった研修会

を開催することができま

した。

これからの

展望について

「生活支援コーディネー

ター養成研修」では、ネッ

トワーク組織の加盟団体か

ら企画への意見を反映させ、

生活支援コーディネーター

と助け合い活動団体等との

連携促進となるような研修

プログラムづくりをしてい

きたいと思います。

また、コロナ禍での研修

会や、会議等の開催につい

ては、オンラインを活用し、

加盟団体が参加し易くなる

よう、オンラインの使い方

などを丁寧に伝えるなど、

オンラインでの開催ができ

る環境を整えていきたいと

考えています。

最後に、ネットワーク組

織に加盟する団体数増に向

けて、県内の助け合い活動

団体等への周知や、ネット

ワーク組織の魅力を高める

ための工夫を引き続き行っ

ていきたいと思います。

「しまね住民参加型在宅福祉サービス団体ネットワーク研修会」現地会場

「しまね住民参加型在宅福祉サービス団体ネットワーク研修会」オンライン参加
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団体の

紹介

とくしま住民参加型在宅

福祉サービス団体連絡会（以

下、本会）は、徳島県社会

福祉協議会（以下、県社協）

の支援の基、ＮＰＯ法人ど

りーまぁサービスの理事長　

山口浩志ほか、県社協、県

内のＮＰＯ団体、福祉関係

機関等が発起人となり2012

年11月に設立しました。徳

島県内における住民参加型

在宅福祉サービスの推進と

普及を図るとともに、各団

体相互の発展をめざし、ゆ

るやかなネットワークを形

成することを目的として活

動しています。

本会では、2015年以前に

地域の支え合い活動に取り

組む担い手の養成を目的と

して「ボランティアいろは

塾」(2015年より地域ささえ

あい担い手の養成事業に名

称変更) を実施しました。

その後、徳島県の補助金を

活用して会員同士でテーマ

を決めて情報・意見交換を

行う「ささえあい勉強会」、

「地域ささえあい担い手の養

成事業」を実施し、会員の

スキルアップや情報交換、

または担い手の養成と発掘

を行っています。

またホームページやメー

ルニュースを用いて、会員

への情報発信や、四国放送

ラジオに出演(有料)し、本

会の活動内容や会員団体の

紹介を行うことで、地域住

民への支え合い活動の理解

促進や参画意欲の高まりを

図るためのプロモーション

活動も行っています。

コロナ禍でのネットワーク

組織の活動について

コロナ禍で、これまで開

催していた研修会や、「ささ

えあい勉強会」、通年で行っ

てきた役員会等を継続して

実施するため、本会では、

オンライン会議機能（ＺＯ

ＯＭ）を活用して開催を継

続してきました。オンライ

ン機材は、本会で購入をし、

加盟団体にはオンライン会

議の使い方を教えることで

参加促進を図るなど工夫を

徳島県内に広がる地域ささえあい担い手の養成事業

～県域ネットワークが行う助成事業～

＜ヒアリング先＞

①：山口　浩志

（とくしま住民参加型在宅福祉サービス団体連絡会　会長／

　ＮＰＯ法人どりーまぁサービス　理事長）

②：徳島県社会福祉協議会

団体名 とくしま住民参加型在宅福祉サービス団体連絡会

事務局 徳島県社会福祉協議会

会員団体数 １７団体（うち役員は６団体）

活動内容 ・	役員会（年 6 回）

・	地域ささえあい担い手の養成事業

・	ささえあい勉強会

・	サロンサミット

会費 ・	団体会員（年間）：3,000 円

・	任意団体等（年間）：1,000 円
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一般社団法人徳島県薬剤師

会、一般社団法人徳島県介

護支援専門員協会、公益社

団法人徳島県看護協会から

の代表者も委員として参加

されており、会議を通して、

互いの意見を交換する機会

となっています。

また参画を通じて、ほか

の団体とつながりができた

ことで、本会の「ささえあ

い勉強会」や「地域ささえ

あい担い手の養成事業」な

どのゲスト講師として招聘

したり、他の団体が取り組

んでいるノウハウやネット

ワークの進め方を学び会員

へ共有するなど、互いに良

い関係を築いています。今

後も他団体との連携を大切

にしながら、会員への支援

を行っていきたいと考えて

います。

会員以外で新たに手をあげ

た団体への支援として、研

修会の講師派遣や、時には

研修会のサポートを行うな

ど関係性を築きながらネッ

トワーク組織の会員増にも

つなげてきました。

今後の

展望

本会では、徳島県内の団

体とのつながりを大切にし

てきました。例えば、徳島

県保健福祉計画および介護

保険事業計画委員会委員や、

同認知症対策会議委員など

に就任させていただき、住

民参加型団体の立場から意

見を述べさせていただいて

おります。その場には、一

般社団法人徳島県医師会、

しています。

また、オンライン機材は、

各会員団体からの申し出が

あれば貸し出すことにして

います。コロナ禍となり、

オンライン機材を購入でき

ない、試しに使用してみた

いといった声もあり、スピー

カーフォン、Ｗｅｂカメラ

を貸出すことで会員への支

援を行っています。

ネットワーク組織の

会員増につなげる

本会では、県の補助金を

活用して2015年より「地域

ささえあい担い手の養成事

業」を実施しています。こ

れは徳島県内のＮＰＯ団体

や社協等を対象に公募し、

地元で住民参加型在宅福祉

に係る「地域ささえあい担

い手養成講座」を開催し、

住民参加型在宅福祉サービ

スに係る人材を発掘しても

らうために、本会が助成を

行っています。当初は本会

の会員を中心に助成先を決

定していましたが、現在で

は新たに立ちあがったＮＰ

Ｏ団体や、市町村社協が手

をあげるなど県全体に広が

り、「地域ささえあい担い手

養成講座」の助成を受ける

団体が増えています。

また本会では、そうした

「サロンサミット」をオンラインで開催（2022 年 3 月 13 日）

「地域ささえあい担い手養成講座」を神山町で開催（2019 年 2 月 14 日）
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自粛ムードの解消法、行き場のなくなった
　　「参加ニーズ」を支えるコーディネート
　～「共助」で築く生活支援体制整備～

大阪市・特定非営利活動法人フェリスモンテ　
事務局長　隅田　耕史

大阪府　OSAKA

座 談 会

Ⅵ
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座談会

「コロナ禍における助け合い活動モデルの調査研究事業」

から見えてきたこと

	 	 	 	 開催日時：令和4年1月19日（水）

	 	 	 	 会場：全社協	会議室（一部、ＺＯＯＭを活用したオンライン会議）

これまで「コロナ禍における助け合い

活動モデルの調査研究事業」では、全

国の住民参加型在宅福祉サービス団体

を対象にコロナ禍での活動状況の把握

と、“新しい生活様式”の時代における

助け合い活動の探求を目的に、ＷＥＢを

活用したアンケート調査やオンラインに

よるヒアリングを実施してきました。

これら調査を通じて見えてきた、新型

コロナウイルス感染症が流行したことに

よる住民参加型在宅福祉サービス団体

の活動への影響や、新たな生活様式の

時代における助け合い活動の姿、今後の

全国連絡会で行う支援のあり方について

語っていただきました。

左手前：
隅田　耕史　氏

左奥：＜座長＞
田中　将太　氏

右奥：
荒川　陽子　氏

右手前：
成瀬　和子　氏
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コロナ禍で大きな影響を受

けつつも、柔軟に活動を変

容させながら継続

【田中】市民の自由な活動

であり、地域住民に一番近

いところで活動している

「住民参加型在宅福祉サー

ビス団体」（以下、住民参

加型団体）にとって、コロ

ナ禍においても“活動を

止めることができない”、

“ほっとけない”という思

いがベースにあったと思い

ます。

新型コロナウイルス感染

症の影響は大きくて、ＷＥ

Ｂアンケートからも８割以

上が何かしらの影響を受け

たと答えています。そのな

かでも「居場所活動」とい

うのは、コロナの特性上、

どうしても大きな影響を受

けざるを得ませんでした。

そして、活動者および利用

者数が大きい団体ほど、活

動自体を休止するという大

きな困りごとを抱えている

のが特徴的でした。

またコロナ禍でも回答者

の８割以上が助け合い活動

を続けていたことは、住民

参加型団体を特徴づける

メッセージとして出せるこ

とだと思います。あわせ

て、一部縮小しながら、活

動を変容させながら、どん

どん進めていたという強み

が見えてきたと思います。 

【成瀬】コロナ禍でも、全

国の住民参加型団体は、す

べての困りごとを受入れよ

うとされていたという感じ

がしました。自粛ムードが

あるなかでも、利用者が

困っていることや、利用者

が必要だと思うことに対し

て活動されていました。私

たちの暮らしを成り立たせ

るものは何なのかというこ

とを、改めて考えさせられ

たと思います。そういう意

味でも、住民参加型団体の

動きというのは非常によ

かったと思いました。

主体性があったから 

こその工夫や継続

【田中】コロナ禍での自粛

ムードを解消していくの

は、一人ひとりの主体性が

大切だと感じました。国や

自治体より、緊急事態宣言

やまん延防止等重点措置が

出され日本全体で自粛生活

を送ることが当たり前とさ

れました。そのなかでも、

地域の中には小さな困りご

とを抱え生活支援を求める

利用者の姿と、そんな地域

で課題を持つ方々がいて、

その方々のために何かをし

たいと考える活動者の主体

性のもと、コロナ禍での活

動の工夫や、新たな取り組

みを考え実行に移した団体

があったことや、実践が全

国各地で行われた事実を確

認できたのはとてもよかっ

たですし、すごく勇気をも

らいました。

例えばヒアリングをした

横浜市の「さわやか港南」

さんの活動からは、本当に

大家族という雰囲気で、地

縁、社縁という言葉が連想

されました。「私たちがし

たいからするし、声がかか

るからする」という主体性

がまさに活動に活かされて

いました。何かを「しなけ

ればならない」という気負

いもないし、自主事業なの

で、何かの制度に振り回さ

れるということもありませ

んでした。コロナ禍におい

て、活動者も利用者も高齢

化が進むなかではお互い

が“感染させない”“感染

しない”ことへの不安があ

り、また新型コロナワクチ

ンがまだ出回っていない時

期に活動を継続したことは

すごく勇気がいることと感

じました。そうした実践

が、地域で活動されている

生活支援コーディネータ―

などの専門職の人たちに影

響を与え、地域での活動も

田中　将太　氏
ＮＰＯ法人地域たすけあいの会（熊本県）副理事代表 /琉球大学講師 /

住民参加型在宅福祉サービス団体全国連絡会副代表幹事　
福祉系大学在学中から同会でヘルパー等の活動をはじめ、2003 年の就職を機に助け合い活動の
コーディネーターやケアマネージャー等の経験を経て事務局長を歴任。琉球大学にて社会福祉士
養成にも携わる。
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活発化されていったという

お話を聞けたことは、住民

参加型在宅福祉サービスの

活動の意義を改めて感じ

られたように思いました。 

【荒川】ヒアリングでは多

くの方の話を聞いて、これ

からのコロナ禍での活動を

どうしていくのか、地域の

中で小さな困りごとを持っ

た方々の声をどう聴きとる

のかを考えることが大切だ

と感じました。

テーマ型団体と 

地縁型団体とが 

補完しあう協力関係

【田中】ヒアリングを行っ

た鹿児島県の「隣の会」さ

んの活動からは、テーマ型

の団体（地縁組織以外の団

体）の強みを生かして、地

縁型の弱みを補完している

事例を聞くことができまし

た。コロナ禍では準備する

ものが多く、各地域で取り

組まれているサロン活動や

ミニデイサービスなど地縁

団体のような小さな団体が

コロナ禍での活動には資金

面や人材不足によるハード

ルが高く、そうした団体の

サポートをテーマ型団体で

あるＮＰＯが行っている実

践を聞くことができまし

た。具体的には、ＮＰＯ

団体が地縁団体の調理場

に出向き調理をし、その

他の運営を地縁団体が行

うなど協力して活動を実

施しています。コロナ禍

で、行政や社協にだけ頼

るのではなく、住民参加

型団体自らが新たな取り

組みに挑戦し、地縁団体

とうまく連携した実践は、

素晴らしいと思いました。 

【隅田】地域の中で、それ

ぞれの関わっている団体

や、社協やその他の支援団

体などが、“こういうこと

は得意”だからお隣の活動

をお手伝いできるとか、“こ

の活動は苦手”だからあの

得意な団体に協力をお願い

しようとか、互いに得意・

不得意が共有されてこそう

まく連携でき、今言ってい

たような実践につながると

思います。何か課題として

留まっている場合は、団体

間の連携のどこかが止まっ

てしまっているように思い

ます。

地域で多様な活動があるこ

とと多様な支え方の必要性

【隅田】ヒアリング先の新

潟市の「新潟市住民参加型

在宅福祉サービス団体連絡

会」の青木さんから、「活

動では小さい団体と大きい

団体と、それぞれできる所

とできない所があって、う

まく連携できたらいい」と

いうことを言っておられた

のが、印象に残っています。 

【田中】コロナ禍では、小

さい団体だからこそ、主体

性を大切にする姿勢や、改

めて活動自体の意味と向き

合う団体が多くあり、小さ

い団体の役割を再確認する

ことができました。一方で、

活動歴が30年を超え、住民

参加型在宅福祉サービス以

外にも多様なサービスを展

開している大きい団体で

は、コロナ禍では人手不足

も目立ち事業に優先度をつ

ける必要があり、家事援助

活動など住民参加型の活動

を自粛せざるを得ないケー

スがありました。また、デ

イサービスやショートステ

イ等の介護事業を持つ団体

では介護事業を優先せざる

を得ず、住民参加型の活動

を自粛するケースがあるな

ど、自分たちの独自事業は

もちろん進めているんだけ

ども、それに付随している

制度事業というもの自体が

足かせになって、自粛ムー

ドを逆に自分たちに課して

しまった課題がこの調査か

ら見えてきました。コロナ

禍では大きい団体、小さい

団体のどっちがいいという

荒川　陽子　氏
ＮＰＯ法人地域生活支援オレンジねっと理事長（宮城県）、さわやか福祉財団インストラクター、

住民参加型在宅福祉サービス団体全国連絡会副代表幹事。趣味は登山。
障碍児の学童保育の指導員、生活相談員、地域福祉ボランティアコーディネーターを 25 年経る
中でまちづくりアドバイザーを担い、住民主体の地域づくり推進に携わる。
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わけではなくて、両方の活

動によって、何かそれを切

り替えたりとか、それを支

えたりする仕組みが地域に

あるとなおいいということ

が今回見えてきた気がし

ます。

多様な活動があってそれ

と同時に、それら活動の多

様な支え方を社会として考

える必要があると思いま

した。

通信機器の整備や 

利用への課題

【田中】コロナ禍になって、

社会全体で急速にオンライ

ン化が進んでいます。そう

したなか、住民参加型団体

のようなインフォーマル

な活動には情報や活動支

援というものが届いていな

かった、届きづらいのでは

ないかという課題がありま

した。

ＷＥＢアンケートの結果

では、特に任意団体には情

報が届きにくいということ

が明らかになりました。そ

してＮＰＯや社協は、自分

たちでオンラインのノウハ

ウというものをかき集めな

がら、かつ予算も獲得しな

がら整備をしていった状況

が見えてきました。任意団

体かＮＰＯか社協かという

運営母体の種別によって、

状況が異なっていたという

ことが言えると思います。 

【成瀬】先程お話しに出て

いたように、小さな団体の

よさというものがある一方

で、コロナ禍において、非

常に弱い部分も見えた気も

しました。いろいろな情報

機器もないし、情報機器が

そろっても、それをどのよ

うに使っていくのかという

のは、やっぱりなかなかで

きなかったのかなというよ

うな気がします。

全国連絡会として、今

回初めて助成事業を実施

し、全国各地の団体へ支援

ができたことはよかったと

思っています。情報という

のはとても大切ですし、住

民の立場に近いきめ細やか

な住参型の活動にこそ衛生

用品などいろいろな支援が

届かないといけないと思い

ます。

全国連絡会で初めての 

助成事業を実施して

【成瀬】特定非営利活動法

人日本ＮＰＯセンター（以

下、日本ＮＰＯセンター）

を通じて、篤志家より寄付

金を得て、「新型コロナウ

イルス感染症対応のための

環境等の整備助成事業」を

行いました。2021年2月に

全国の住民参加型団体に募

集を行い、個別団体では39

団体（決定総額：657万円）、

ネットワーク組織では6団

体（決定総額：57.1万円）

に助成を行いました。

その後、2021年5月には、

日本ＮＰＯセンターから、

「新型コロナウイルスの影

響を受ける住民参加型在宅

福祉サービス支援助成」へ

の協力要請もあり、全国連

絡会では募集周知への協力

や、助成先決定のための審

査会に全国連絡会から私が

委員として参画させていた

だきました。

その助成先のひとつで島

根県で活動されている「た

すけあい平田」では、耕作

放棄地を活用して、農作

業を行う居場所活動を行

い、地域で暮らす高齢者や

さまざまな方が自分の得意

とすることを発揮できるよ

うな取り組みができるよう

に助成金を活用していま

す。活動のリーダーは80代

の方で、自身も畑作業を頑

張っています。体力的に大

変だと思いますが、その方

にとってもからだを動かす

ことや仲間と作業すること

が、健康の源になっている

ようです。

隅田　耕史　氏
住民参加型在宅福祉サービス団体全国連絡会　副代表幹事／

特定非営利活動法人フェリスモンテ理事・事務局長　
同法人で 2006 年からボランティアをはじめ、2007 年に事務局長に就任。2018 年から総合事業
による「住民主体の訪問型サービス事業」の担当も兼任。
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高齢者の方自身が、“自

分ができることはやろう”

と取り組むことが、社会問

題の解決にもつながってい

くことがとてもよいと思い

ました。活動の中には、精

神障害を抱え社会になかな

かなじめなかった方が、こ

の居場所活動に参加される

ことで地域に溶け込んでい

く様子があるなど、助成金

を活用して新たな活動に挑

戦している団体と関われて

非常によかったと思ってい

ます。

今回、2つの助成事業に

取り組み、具体的な活動に

つながっていくことができ

たのがよかったと思ってい

ます。

コロナ禍での 

参加支援

【田中】例えば大阪市の

「フェリスモンテ」では、

自粛ムードによって活動が

縮小されるなかで、行き場

のなくなった活動者の主体

性をキャッチしながら、活

動者と活動先とのコーディ

ネートをされています。「協

議体」をうまく活用しなが

ら、地縁や互助だけでなく、

共助としても支援体制を整

備していこうという取り組

みだったと思います。

実践をお聞きするなか

で、新たに総合事業に参画

し、協力関係の広がりや、

地域住民へ住民参加型在宅

福祉サービスの理解が進み

ました。なかでも、総合事

業における「住民主体によ

る訪問型サービス」につい

て、「サービス提供」の側

面だけでなく、「参加支援」

の認識や理解が、社協や行

政、地域包括支援センター、

地域で活動される生活支援

コーディネーター（以下、

ＳＣ）などの専門職へ広が

りを見せていたのは勉強に

なりました。

フェリスモンテは第３

層のＳＣとしても活動さ

れ、個々の生活支援・介護

予防サービスの利用者と提

供者のマッチングを行いな

がら、担い手および活動者

の養成講座を地域の関係機

関と一緒に取り組めたこと

も、理解を進めた要因のひ

とつだったように思いまし

た。活動当初は、サービス

提供の充実を図るため、Ｓ

Ｃを通じて活動者の募集を

図るも人が集まらず、その

後「参加支援」に着目して

地域をとらえ直すことで、

要支援者や軽度の認知症の

方、引きこもりの方、外国

籍の方など多様な方々に目

を向けて活躍の場をコー

ディネートされてきたこと

は、全国連絡会の会員にも

参考になると思いました。

【隅田】大阪有償ボランティ

ア団体連絡会の会議では、

担い手や活動者の人材発掘

に関して、高齢者にとって

は仕事や自分の趣味の活動

等以外で、例えば「誰かの

ために何かをして、それが

自分の喜びになる」ような

活動に携わったことがない

人が多く、住民参加型在宅

福祉サービスの活動に興味

を持つ方が少ないといった

意見がありました。

今回、フェリスモンテで

は大阪府の生活支援体制整

備事業の一環で、ＮＰＯ法

人サービスグラントのプロ

ボノ支援を受けて、活動者

の募集チラシを新たに作成

しました。地域住民への理

解を求めるためには、プロ

モーションとなるチラシ作

成にも工夫が必要となると

考え、マーケティングや広

報に力を入れているプロの

方々を集めました。その方

達とチラシ作成の打合せを

する中で、私たちが大切に

している“人に喜んでもら

うことが自身の励みになっ

てこの活動を行っている”

といったフレーズが、とて

も重要なキーワードであ

成瀬　和子　氏
社会福祉法人しみんふくし滋賀　副理事長

住民参加型在宅福祉サービス全国連絡会　副代表幹事
“抱きしめてＢＩＷＡＫＯ”という福祉・環境イベントを基に市民が組織する福祉団体を立ち上
げ、子どもから高齢者までお互い様の精神で活動している。介護、保育はもとより文化活動も
人の暮らしには大切であることを実践している。
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り、共感される方を募集し

ていることをはっきり打ち

出した方がＰＲになること

をアドバイスしてもらいま

した。

このことは、ヒアリング

をした群馬県の「おたがい

さまネットワーク」の恩田

さんも、「活動者はみんな

市民活動としての意識を

持って参加している」とい

うことを何度も仰っていた

ことと通じるように思いま

す。活動の基本にそれがあ

れば、活動者が続いていく

し、こういうコロナみたい

な困難があっても乗り越え

ていけるのだという感じが

しました。

【田中】活動者を募集する

のは、社協のボランティア

センターなどいろいろあり

ますが、実際の活動の場面

や経験についていちばん強

く伝えられるのは「住民参

加型団体」の強みだと思い

ます。そして伝えるだけで

なく、実際に体験してもら

うこともできます。

そういう活動者を募集す

るための仕掛けや工夫の事

例を、全国の住民参加型団

体から集めて、互いに活か

しあって磨き上げてくとい

うことができれば、今後の

展望が見えてくる気がしま

す。それが地域づくり、ま

ちづくりにつながっていく

のが見えてきたように思い

ます。

住民と行政との 

協働の地域格差

【荒川】自分たちが住んで

いる地域だから、自分たち

の力で暮らしやすくしたい

というのが住民参加型在宅

福祉サービスの活動の根底

にあります。会員同士で

「今、地域には何が必要な

のか、何が足りないのか」

について真剣に話し合われ

たからこそ、コロナ禍で工

夫しながら活動を継続され

た団体が全国には多くある

んだと思いました。しかし、

地域によってはまだまだ住

民参加型在宅福祉サービス

の活動が進んでいない地域

も多くあるように感じてい

ます。

生活支援体制整備事業で

も、各地で連携の体制や仕

組みづくりも違います。課

題を共有するところが出発

点になると思いますが、そ

れも業者に任せた方がいい

という地域もあります。横

浜市のヒアリングでは、生

活支援コーディネーター

が、現場は何を困っている

のかを細かに活動団体の意

見を聴いて、少しずつ体制

を整えている様子がありま

した。これからの地域づく

りには、そうしたきめ細か

い支援のあり方が必要で、

住民参加型団体と生活支援

コーディネーターとの関係

性づくりが大事になると思

いました。

【田中】ボランティア活動

を進めていこうという考え

は、どの地域にもあると思

います。しかし、一つひと

つのボランティアの活動を

支える仕組みが、備えられ

ているかどうかで大きく変

わるように思います。

 

県域ネットワークへの 

初めての調査

【田中】県域ネットワーク

組織のＷＥＢアンケート結

果で、“コロナ禍での支援

のつながり”を見ていくと、

任意団体は社協からの支援

で満足度が高く、ＮＰＯは

ＮＰＯ同士の横のつながり

やネットワーク組織を通じ

た支援で満足度が高くなっ

ていました。これは、コロ

ナ禍以前からのつながりが

そのまま活かされていたの

だと思います。全体として

共通しているのは、コロナ

禍ではネットワークを通じ

て感染症対策の有効事例

や、感染症に関わる情報共

有をしながら、自組織での

感染症対策を見つけること

を求めていたことがわかり

ました。

【隅田】今回、ＷＥＢアン

ケートによって県単位の

ネットワークがどれくらい

あり、都道府県・指定都市

社協がどれくらいこの団体

について関心を持っている

のかを、知るきっかけに

なったことはとてもよかっ

たと思います。令和3年度

にこうした調査研究を全国

連絡会として実施したこと

で、ヒアリングに参加いた

だいた社協や、ＮＰＯ団体

が携わっていることを感じ

ることができました。
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【成瀬】県によって温度差

があるというのは、以前か

ら感じていました。また、

なぜ幹事団体を選出しない

ところがあるのかというの

は、なかなか分かりません

でした。アンケートを見る

と、県社協の方々も、担当

部署が違うなどもあるよう

で、まだ住民参加型団体の

ことを理解されていないと

いうことが今回分かりま

した。

【荒川】今回のヒアリング

では、県域のネットワーク

と社協とがつながっている

ところのお話がほとんどで

した。けれども、連携でき

ていないところが一体どう

してつながれなかったの

か、またそういう団体が置

かれた状況というのを今後

把握していく必要があると

思います。

今回のヒアリングでは、

県域のネットワーク組織の

活動内容についても聞きま

した。ネットワーク組織の

あり方や、活動内容がそれ

ぞれ異なっていることもあ

り、まだ県域のネットワー

クがそれほど進んでいない

都道府県や、これから進め

ようとしている都道府県に

参考にしていただけると嬉

しいです。

県域ネットワーク 

の意義

【隅田】兵庫県の「福祉ネッ

トワーク西須摩だんらん」

の宗政さんは、神戸市域を

中心にした「ひょうごん福

祉ネット」の会員として「コ

ロナ禍の中で会員同士が情

報交換できたことや、互い

に今抱える課題を話すこと

ができたことが、お互いを

勇気づける場所になった」

というお話しをされて、私

はすごく感動しました。ほ

かの地域でもそういうこと

がたくさんあったのだと思

います。

【荒川】徳島県の「ＹＯＵ

＆ゆう」の岡田さんから

は、徳島県域のネットワー

ク組織「徳島県住民参加型

在宅福祉サービス団体連絡

会」では、地元で「担い手

養成講座」を開催するため

の助成を行っており、岡田

さん自身も助成を受け地元

で講座を開き、団体で活動

される方が増え、行政との

連携が増えたことを実感さ

れていました。県域のネッ

トワーク組織が助成を出し

て、県内の担い手養成や人

材発掘への支援をすること

はとても大切な事と思い

ます。

ネットワークの発展に 

向けた社協への期待

【隅田】気になったのは、

各社協によって、ボラン

ティアセンターの担当部署

と、生活支援体制整備事業

の担当部署が分かれてお

り、そこの連携が十分にで

きていないことです。ま

た、ボランティアセンター

でも、住民参加型在宅福祉

サービスの活動やＮＰＯ団

体等との関わりを持たない

社協があることも聞いてい

ます。

【成瀬】都道府県・指定都

市社協にとって、住民参加

型在宅福祉サービス団体の

ネットワークを持ち、事務

局を担う社協は住民参加型

団体への理解があるけれど

も、ネットワーク組織を持

たない団体の多くは、住民

参加型団体への理解が少な

く、関係性も乏しいように

感じました。

市町村域にも住民参加型

団体のネットワークが出来

て、互いに情報交換や、地

元をどう良くしていくのか

意見を交換する機会など団

体同士がつながりを持てた

ら暮らしやすい地域をつく

ることができるように感じ

ます。そうしたネットワー

クを県内に広げていくため

にも、都道府県域でのネッ

トワークをつくり、県内の

団体同士が交流できる機会

が広がっていくことを期待

しています。

県域ネットワーク 

の可能性

【田中】徳島県住民参加型

在宅福祉サービス団体連絡

会のヒアリングで強く記憶

に残っているのは、「ただ

何かの主張をしている団体

としてではなく、主体的な

活動となるよう集まる機会

をつくり、県内で住民参加

型の活動が広がるよう、徳

島県で暮らす住民の皆さん

へのプロモーションなどを

行っている」と答えたとこ

ろです。そうした活動が実

績を結び、県の委員会や、

県看護師会の会議等に住民

参加型の県域ネットワーク

の代表として参画したり、

県の補助事業を受けてい

ます。

【隅田】群馬県住民参加型

在宅福祉サービス団体連絡

会は、県域としてのネット

ワーク組織としてめざすべ

き方向や事業内容の見直し
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を始めています。県域の

ネットワークとして、地域

の中に“見えにくい”課題

があることや、支援が届い

ていない方々がいること

を、地域の中で考えてもら

えるよう県内の住民参加型

団体へ声を届けたいと言っ

ておられたのがすごく印象

的でした。全国で県域の

ネットワークが進んでいな

い地域があるなか、先進的

なお話をされているなと感

じました。

各地のネットワークへの 

はたらきかけについて

【隅田】神戸市を中心に公

的制度では提供できない

サービス・見守り・相談援

助を実施しているＮＰＯ団

体等の集まりの「ひょうご

ん福祉ネット」は、これま

で都道府県・指定都市社協

と連携はありませんでし

た。ヒアリングでは、兵庫

県社協にも同席をお願い

し、今後の連携のきっかけ

が作れたことは、全国連絡

会としてひとつの役割を果

たせたのかと思います。

また、札幌市在宅福祉活

動団体ネットワークは、札

幌市外の団体参加を促すこ

とも考え、ネットワークを

拡げることを検討していま

した。全国連絡会として

も、今回ヒアリングした内

容から、全国で県域のネッ

トワーク組織が立ちあがる

ように、幹事団体と一緒に

考える機会を設けていく必

要があるように思います。

【田中】報告書を出すだけ

ではなくて、それを説明し

ながら、それをきっかけに

全国に働きかけができると

いいですね。今回、調査

研究小委員会を立ち上げ

て、WEBアンケートやヒア

リングを実施してみて、こ

れからの全国連絡会での活

動として、全国連絡会の会

員同士で一緒に取り組める

機会がつくれたらと思いま

した。

事例共有や情報交換を 

大切にした全国の関係づく 

りへ

【成瀬】全国連絡会に対し

て、事例発表を聞きたいと

いう声がたくさんありまし

た。「こんな活動もある」、

「あそこはこんなふうに解

決したらしい」ということ

が知れたり分かったり、自

分の立ち位置を確認できる

のはとても貴重です。私も、

ここに参加させてもらうよ

うになった理由はそれがと

ても大きいです。

情報提供というのは、文

書でもらうことや、いろい

ろな形がありますが、本当

に生のお話を聞かせていた

だいたり、現地を見せてい

ただいたりするのが、もの

すごく大事だと思います。

東京だけでセミナーや会議

を開催しないで、ほかの地

域でもして欲しいという声

もありました。今後はそう

いう形で、「いろいろなと

ころを見る機会、出会う機

会をつくる」というのが全

国連絡会の役割のひとつだ

と考えています。

【荒川】この調査研究事業

を通じて、たくさんの方に

お会いし、いろいろなお話

が聞けて刺激を受けまし

た。私が活動する仙台市で

も第１層コーディネーター

に、全国連絡会で学んだ話

しを伝えると、「自分も入っ

て聞いてみたいなあ」との

声もあります。全国連絡会

としても、会員団体とオン

ラインを用いた情報共有や

意見交換の機会をつくるな

ど検討ができたらと思って

います。
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自粛ムードの解消法、行き場のなくなった
　　「参加ニーズ」を支えるコーディネート
　～「共助」で築く生活支援体制整備～

大阪市・特定非営利活動法人フェリスモンテ　
事務局長　隅田　耕史

大阪府　OSAKA
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役職 都道府県 氏　名 団体名称

委員長 熊本県 田中　将太
特定非営利活動法人

地域たすけあいの会　副代表理事

委員 宮城県 荒川　陽子
地域生活支援

「オレンジねっと」　代表

委員 滋賀県 成瀬　和子
社会福祉法人　

しみんふくし滋賀　副理事長

委員 大阪市 隅田　耕史
特定非営利活動法人

フェリスモンテ　事務局長

住民参加型在宅福祉サービス団体全国連絡会

調査研究小委員会

「コロナ禍における住民参加型在宅福祉サービス団体とネットワーク活動」事例集等

（令和４年７月）

住民参加型在宅福祉サービス団体全国連絡会

（社会福祉法人全国社会福祉協議会　全国ボランティア・市民活動振興センター内）

〒 100-8980　東京都千代田区霞が関 3-3-2　新霞が関ビル

電話　03-3581-4656　ＦＡＸ　03-3581-7858
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